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湖上の学習船「うみのこ」で学ぶ
滋賀県立びわ湖フローティングスクールで学ぶ子ども達

左：大津港に入港して、寄港地活動に出発。
中：魚釣りは初めて経験する子もいる。
右：近くでカッター訓練中の教師たち。

左：寄港地活動を終えて船内の学習室で、学んだことを記録する。
中：各班の食事係が食事の準備。
右：子供たちは、地元食材を使った豪華メニューを平らげる。

上左：大歓声の中で、各班対抗の綱引きが盛り上がる。
上右：顕微鏡を覗くとプランクトンがびっしり動いている。

上左：水中の透明度を機材を使って説明を受ける。
上右：水の透明度を測定する横置きの機材。先生手作りの優れものだ。

左：友達と協力しながらシジミのストラップ作り。中左：入港前、皆で船内の大掃除。中右：掃除を終えて、今から荷物の整理整頓。
右：全ての学習を終えて、バスで各自の学校に帰ります。

左：水面下の様子を水中カメ
ラで見る。子供たちが熱
心に見ているのは先生手
作りのモニターカメラ。
先生たちの子供への熱意
が伝わってくる。

右：琵琶湖の在来種の天敵、
外来種回収ボックスで説
明を受ける。回収された
外来種は乾燥させて飼料
にする。

わが国における海洋・海事教育の現状

　海洋と人類の共生に貢献することを目的として、2007（平成19）年に施行された海

洋基本法第28条は「国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、

学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進」を図ることとしている。

　一方海運・水産立国であるわが国の、海に関わる意識調査では７割の国民が「海が好き」

とされているが、「嫌い」と回答する割合も着実に増加してきていて憂慮される事態を迎

えつつある。とりわけ2011年３月11日に発生した東日本大震災による巨大津波の猛威と

甚大な被害もあって、国民の海離れは加速され海運・水産業界の後継者対策にも影響を与

えつつある。

　こうした現状の中、わが国の初等・中等教育機関での海洋とりわけ海事に関わる教育カ

リキュラムの比重は低下しているといわれる。

　わが国の、次代を担う子供たちが海を知らないのでは、海洋国家日本は成り立たない。

　こうした事から、海に親しむ国民意識の形成を図る上で海に関わる教育の必要性と現状

を紹介する事とする。

滋賀県立びわ湖フローティングスクール「うみのこ」の甲板で水調べ（水の透明度）を学ぶ
2013年５月18日撮影
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今後の海洋政策の指針

２０１３年４月２６日、政府は今後５年間の海

洋政策の指針となる新たな海洋基本計画を

閣議決定した。

このなかで注目すべきは、第一部の基本

的な方針の中に「海洋教育の充実及び海洋

に関する理解の増進」が位置付けられたこ

と、および第二部の政府が総合的かつ計画

的に講ずべき施策の中では、海洋教育の推

進のための様々な施策の展開を前提に、特

定分野の専門人材の育成、幅広い知識を有

する人材の育成、地域社会に根差した人材

の育成、そして国民全体の海に関する理解

増進などが明記されたことが挙げられよう。

海洋教育をめぐるこれまでの動き

２００７年に海洋基本法が制定され、国民の

海に関する理解増進などが基本的施策のな

かにとりあげられたが、筆者の個人的な感

想では、残念ながら顕著な進展は認められ

ない。

とりわけ初等中等教育における海洋教育

実施状況については、後述するアンケート

結果をみても、限定的な範囲にとどまって

いることが分かる。

筆者の所属する海洋政策研究財団では、

２００８年に有識者会議を立ち上げ、それから

３年をかけて海洋教育の定義、概念および

具体的な内容などを明らかにした。

これらは「２１世紀の海洋教育に関するグ

ランドデザイン」として小・中・高等学校

編に分けてとりまとめられている。

我田引水のようで恐縮であるが、初等中

等教育における体系的な海洋教育の形をは

じめて明らかにしたものとして、海洋関係

者の間では一定の反響を得ることができた。

しかし教育の現場においては、一部の関

心のある教員らの目は惹いたものの、学校

が海洋教育を恒常的にとり上げる根拠とは

なりえなかった。

２０１２年、日本財団と海洋政策研究財団は、

東京大学海洋アライアンスの協力を得て、

「小中学校の海洋教育実施状況に関する全

国調査」を実施した。これは学校を対象に

した海洋教育に関するわが国初の全国アン

ケート調査で、全国の小中学校の９９％にあ

たる３２，０１０校を対象に実施したところ

２０．９％に相当する６，７０６校から回答を得た。

その結果、海洋教育の実施状況は、教科

書の範囲内での実施と回答した学校６２．８％

と過半数を占め、未実施との回答と合わせ

ると全体の約８割が教科書に記載された内

容以外の海洋教育には取り組んでいないこ

とがわかった。

一方、総合的な学習の時間や課外活動な

どで積極的に海洋教育を実施している学校

は全体の２０％にとどまり、教科書中の表記

がいかに重要かを示す結果となった。

ただし全体の８３．２％が東日本大震災を機

新しい海洋基本計画と海洋教育の今後
海洋政策研究財団 海技グループ海事チーム長 酒井 英次
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に海の学習が大切だと考えるようになった

とも回答しており、海洋教育の重要性につ

いては多くが理解を示している。なお海洋

教育が教育課程に組み込まれておらず実施

が難しいといったコメントも寄せられ、教

育現場にとって海洋教育を取り上げる合理

的根拠がないことが浮き彫りとなった。

海洋教育に欠けていた要素

海洋基本計画の内容に入る前に、小中学

校における海洋教育はこれまでどのような

状態であったのか、２００７年に海洋政策研究

財団の設置した「初等教育における海洋教

育の推進普及委員会」（委員長 佐藤学）

がまとめた提言に沿って振り返ってみたい。

同提言書では、海洋教育を定義したうえ

で、普及推進方策について、以下の５項目

を提言している。前述の定義およびこれら

の提言がまとめられたのは、教育現場でこ

れらの事柄が不十分であった事実の裏返し

である。

（１）海に関する教育内容を明らかにすべ

きである。

（２）海洋教育を普及させるための学習環

境を整備すべきである。

（３）海洋教育を広げ深める外部支援体制

を充実すべきである。

（４）海洋教育の担い手となる人材を育成

すべきである。

（５）海洋教育に関する研究を積極的に推

進すべきである。

組織や団体のそれぞれが思い描く形で海

洋教育を推進する限り、そこに統一性を期

待することも難しく、さらには国家レベル

の海洋教育政策など望むべくもない。

しかし２００７年当時はまさにそのような状

況だったため、定義をつくったのである。

また定義とも関係するが、海洋教育の内容

にもコンセンサスのなかったため、学校と

しても海洋教育を取り扱いようがなかった。

多くの場合、コンセンサス抜きのなかで、

教員個人の理解に依存していたといえる。

これが提言（１）の背景である。

提言（２）については、海洋教育が行われ

ている学校があるにしても、それは個々の

教員あるいは学校の努力に依存していたと

海洋政策研究財団「２１世紀の海洋教育に関するグランドデザイン」左から小学校編、中学校編、高等学校編
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いう事実である。

例えば海を扱う副教材が一般化していれ

ば、すなわち教育を行うための環境が整備

されていれば、教員の負担も軽減され推進

しやすくなったであろう。

提言（３）の背景も、教育現場の負担軽減

と関係している。すなわち新しい教育を行

うための準備作業には大きな労苦が予想さ

れるから、外部支援団体の協力を得ること

が有効であるという提言である。すなわち

それまでは支援できる外部団体が存在する

ものの、それらが体制化されていなかった

のである。

提言（４）では海洋教育の担い手の育成を

述べている。それまでは教員養成課程にも

教員研修プログラムでも海の扱いがなかっ

たため、海洋教育の担い手を制度的に育成

することができなかったのである。

最後は、海洋教育を研究しながら、常に

更新していく一方で、教育のなかでの位置

付けを確立するための研究が必要、という

認識のもとの提言（５）である。これも海洋

教育が海洋関係者の期待ばかりが膨れてい

く一方で、教育学の対象になっていない状

況があった。

以上のとおり、海洋基本法が制定された

２００７年当時は、海洋教育の一般的な共通理

解もなく、学校でそれを推進するための環

境も整備されておらず、さらに支援団体と

の連携も不足していた。さらに海洋教育を

担う人材を育てる体制も整っていないうえ、

教育学の中での位置付けもなかったのであ

る。

海洋基本計画見直しへの期待

前述のとおり、海洋教育を推進するため

の環境には多くの課題が山積していた。こ

うした状況を踏まえ、今回の海洋基本計画

の見直しに際して、様々な機関が海洋教育

の拡充を求める提言を発表している。

これらは海洋関係者が海洋教育に強い期

待を抱いていると同時に、学校教育の中で

の進み具合がはかばかしくないことに危機

感を抱いたことの表れでもある。

以下に海洋教育に言及した主だった提言

を紹介する。

日本財団と海洋政策研究財団は、２０１２年

７月に「海洋基本計画改定に向けた海洋教

育に関する提言」を海洋基本法戦略研究会１）

の場で発表し、次いで９月に総合海洋政策

本部事務局長を通じて海洋政策担当大臣に

提出した。

その中で「海洋立国を担う国民の基礎的

な素養育成のため、小中学校ならびに高等

学校において教科横断的に海洋に関する学

習を行えるよう、学習指導要領の総則およ

び総合的な学習の時間の「指導計画の作成

と内容の取扱い」などに海洋の重要性を明

確に位置付けるべきである」と提言してい

る。

海洋基本法戦略研究会は、「次期海洋基

本計画に盛り込むべき施策の重要事項に関

する提言」をとりまとめ、昨年８月３１日に

野田佳彦内閣総理大臣・総合海洋政策本部

長に要請したが、その中で「小学中学校並

びに高等学校において教科横断的に海洋に

関する学習を行えるよう、学習指導要領の

総則等において海洋の重要性を明確に位置
１）海洋基本法の制定に尽力した超党派の国会議員や海洋関係各

分野の有識者らで構成する海洋基本法戦略研究会
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付ける」と言及した。

東京大学海洋アライアンスと東京大学政

策ビジョン研究センターは、２０１２年９月に

出した「海洋基本計画の見直しに向けた提

言」の中で「海洋教育の進展を踏まえ、次

回の学習指導要領の改訂に当たっては、海

洋教育をより一層積極的に位置付けること

を検討する旨を海洋基本計画に盛り込むべ

きである」とし、その具体的方法として、

総則における徳育に海洋を位置付けるとと

もに、総合的な学習の時間における学習活

動の課題例として「海洋」を掲げることを

提言した。

この他、一般社団法人・日本経済団体連

合会は２０１２年７月に「新たな海洋基本計画

に向けた提言」を取りまとめ、その中で小

学校、中学校、高校における教育において

海洋の重要性をアピールし、海洋教育に関

する環境を整備すべきであるとした。

以上は民間からの提言だが、政府内では

内閣官房総合海洋政策本部に置かれた有識

者で構成される参与会議が、２０１２年１１月に

「新たな海洋基本計画の策定に向けての意

見」を取りまとめ、小宮山宏座長から野田

総理・総合海洋政策本部長に提出している。

この中で、海洋に関わる人材の育成が重

要な政策課題と位置づけられたが、参与会

議のプロジェクトチームの一つである人材

育成ＰＴは、その個別報告において国の新

たな横断的な施策の一つとして「学習指導

要領における海洋教育の位置づけの強化」

を掲げ、実行のための法的措置と予算計画

を海洋基本計画に盛り込むことを提言して

いる。

以上のように提言の多くが、学習指導要

領における位置付け強化を述べている。

しかし強化といっても、多くの場合は総

則や教育課程編成方針に海洋の重要性を謳

い、既存教科の上位概念に位置付けるべき

との主張であり、いずれの提言にも教科「海

洋」の新設などといった現実性の乏しい主

張はなかった。

これらのことは、多くの海洋関係者の間

で、学校における海洋教育の推進方策が共

有されつつあることを示唆するものであり、

海洋基本法制定の頃とは格段に前進したと

とらえている。

新しい海洋基本計画における
海洋教育と課題

新しい海洋基本計画は、２０１３年４月２６日

に閣議決定・公表された。詳細は割愛する

が、海洋教育に関する部分で見直されたポ

イントは二つある。

まず第１部の基本的な方針で、以前は「海

洋に関する国民の理解の増進と人材育成」

とあったのに対し、見直し後は「海洋教育

の充実及び海洋に関する理解の増進」と海

洋教育の充実に力点が置かれたことである。

もう一つは第２部の政府が講ずべき施策

に、海洋に関する教育の推進が掲げられ、

小学校、中学校および高等学校における海

洋教育の充実が明記され、その具体策とし

て「海洋教育が各教科や総合的な学習の時

間を通じて体系的に行われるよう、必要に

応じ学習指導要領における取り扱いも含め、

有効な方策を検討する」と示されたことで

ある。

これらの記述は、前述の各種提言を反映

しており、多くの海洋関係者のコンセンサ
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スが、より具体的な表記を促す原動力とな

ったことは間違いないだろう。

まず、基本方針で海洋教育の充実に力点

を置いたことについて、特に重要なのは「初

等中等教育及び高等教育のそれぞれで実施

している海洋に関する教育を充実するとと

もに、それらを体系的につなげる方策を検

討する」と体系的な海洋教育に言及した点

である。旧海洋基本計画が社会科や理科と

いう限定的な表記だったことに比べ、教科

横断的な海洋教育の特性を考慮したより実

態に即したものとなった。

また、政府が講ずべき施策に「学習指導

要領」という具体的な文言が明記されたこ

とも注目すべきである。国が海洋教育の充

実のために学習指導要領における取り扱い

を含め検討することが定められたのである。

このように、新しい海洋基本計画では、

学校教育で海洋教育を普及するための重要

な二つのポイントがしっかり押さえられて

おり、筆者が予想した以上の具体的なもの

となった。

特に強調しておきたいのは、前述の「小

学校における海洋教育の普及推進に関する

提言」で述べた５つの提言に対応する内容

が盛り込まれていることである。

例えば、学習指導要領に関する記述があ

るのは、海洋教育をオーソライズするもの

であり、すなわち海洋教育の概念および内

容を共有化することにつながり、提言１と

対応する。

副教材や実践例の手引きの作成を促進は

提言２と、教員研修などで主体的かつ継続

的に取り組める環境整備は提言４と対応し、

社会教育施設、産業施設あるいは各種団体

などとの連携強化は提言３と対応している。

また大学などにおいて学際的な教育およ

び研究が推進されるようなカリキュラムの

充実は提言５と関係する内容である。

未対応の課題も山積

しかし一方で未対応の課題が山積してい

ることを認識しなければならない。特に学

習指導要領への反映には、以下のように整

えるべき条件が多数存在する。

例えば、総則のような上位概念に位置付

けるには、単に海洋教育の重要性を訴える

だけでは不十分である。

具体的には社会にその必要性が広く認知

されているか、また実践が進んでいるか、

の少なくとも二つの条件を満たす必要があ

る。加えて政策的な働きかけも重要であり、

これは海洋政策と教育政策の両面からの検

討が必要である。これらは①社会的コンセ

ンサス、②実践の推進と蓄積、③政策的な

働きかけ、の３点に要約できる。（表―１）

しかしこれらの実現は海洋関係の機関だ

けで達成できるものではない。文部科学省

や教育委員会また学校などの教育関係機関、

政治家、有識者、産業界、マスメディア、

そして市民社会など、広域的かつ重層的な

推進体制がなければその実現は困難である。

これはもはや海洋政策の域を超えるものと

いえよう。

しかし学習指導要領の改訂は何も海洋教

育だけが狙っているわけではなく、文部科

学省に対してはさまざまな業界からの同様

の強い働きかけがある。そのような状況の

中でなぜ海洋教育が他より重要なのか、教

育関係者や国民が納得できるものを用意し
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整備すべき条件 行うべき具体的な取り組み

社会的コンセンサス

海洋教育という概念が「環境教育」「情報教育」「食育」などと同等の認知度を有
し、文部科学省や中央教育審議会などの教育関係者だけでなく、教育現場、および
社会全般にその必要性を理解させる
津波などへの海洋防災対策関連や、持続可能な社会に向けたや海洋との共生、また
国際的協調のもとでの領海や管轄海域への管理意識、海洋資源・エネルギー、海洋
文化などの重要性について、国民の理解・関心と学びへの機運を高める
海洋教育を推進する国際的な流れと外圧の活用
各種メディアが海洋関連コンテンツを積極的にとりあげるよう働きかける

実践の推進と蓄積

研究開発校、特例、特区制度など指導要領に縛られない枠組みで実践を積み上げ、
海洋教育のカリキュラムと教材を蓄積する
海洋教育の価値と効果について理論構築が行われ、海洋教育が学力向上に有効であ
ることを示す（PISAやTIMSなど国際的な学力調査も含む）
教師教育のプログラムに位置づけられ教員の研修制度を整備する

政策的な働きかけ

（教育政策面）
文部科学省初等中等教育局、国立教育政策研究所、中央教育審議会初等中等分科会
教育課程部会など教育行政への働きかけ
教育現場である教育委員会や教員の理解を得る活動の推進
大学の教育学部、教育大学に海洋教育研究の拠点整備とネットワーク構築の拡充
教科書会社や教材会社への情報提供や資料提供などの協力
（海洋政策面）
造船・舶用工業、海運・港湾、水産、海洋開発、資源エネルギー、海洋科学などす
べての海洋関連産業による横断的協力
国民運動としての海洋教育推進の展開
海洋教育協力支援機関の組織化

なければならない。海洋基本計画の見直し

は通過点の一つに過ぎないのである。

おわりに

ここ数年でわが国の海洋を取り巻く環境

が大きく変化した。東日本大震災の津波災

害、尖閣諸島や竹島などを巡る周辺諸国と

の問題、メタンハイドレートやレアアース

など海底資源開発への期待、ニホンウナギ

の絶滅危惧種指定など水産資源枯渇への危

機感など、国民の海に対する関心がこれま

でになく高まっている。

筆者が海洋教育にかかわり始めた１０年前

とは、海を巡る社会的な空気が大きく変わ

ったことは事実である。加えて国の施策に

海洋教育充実が掲げられるなど当時は無理

と思われていたことが現実のものとなり、

その変化は隔世の感がある。

学習指導要領に海に関する内容を充実さ

せるべきとの意見は当時からあったが、よ

うやくそれを実現させるための具体的な条

件が徐々に整いつつある。

次の学習指導要領の改訂作業が始まるま

であと僅か、長年の悲願実現に向け海洋関

係者だけでなく、教育関係業界、そして国

民全体のコンセンサスをいかに醸成できる

か、ここ数年が正念場と考えている。

表―1
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２つの海洋教育

わが国はアジアの東端に浮かぶ島国であ

る。各地に残る貝塚は古来より海から恵み

を受けてきた証しであり、遺跡から発掘さ

れる黒曜石の分布は海を利用してきたこと

を示している。

海との共存の中で自然に受け継がれてき

た知恵やノウハウは、長い時間をかけて、

やがて教育というしくみで組織的に継承さ

れるようになった。例えば明治の頃には、

商船、水産、造船、海運、海上保安など、

特定分野の人材育成を目的にした教育が行

われている。

一方で、海は地学、生物学あるいは気象

学などの自然科学の研究対象でもあり、全

国にある大学の臨海実験所では、古くは１００

年以上前から海洋研究・教育を行ってきた。

これらがわが国が行ってきた「従来の海洋

教育」である。

特定分野の知識を深め、技術習得に軸足

を置くのが従来の海洋教育なのに対し、本

稿で述べようとしている「新しい海洋教

育」とは、幅広い分野の海洋知識を俯瞰し・

それを使いこなせるような人材を育成する

ことである。

詳述は他に譲るが、国連海洋法条約

（UNCLOS）の発効を契機に、国際社会で

は新しい海洋秩序が形成され、それに伴い

沿岸国は海に関する新しい課題に直面した。

この課題解決のためには、特定分野に特化

した専門家だけではなく、総合的かつ国際

的な視座をもつ新しい海洋人材が不可欠に

なったことが背景にある。

従来の海洋教育と新しい海洋教育、どち

らも２００７年に制定された海洋基本法のなか

で推進が謳われている。前者については、

船員の育成（２０条）、海洋科学技術に関わ

る研究者および技術者の育成（２３条）、そ

して海洋産業の振興のための人材の育成

（２４条）など、一方後者の新しい海洋教育

については、海に親しむための教育推進あ

るいは海洋の政策課題に対応するための知

識や能力を有する人材の育成（２８条）とい

う形で述べられている。

以下、本稿では海洋基本法２８条を念頭に

置き、学校の教育現場で推進する新しい海

洋教育について考えてみたいと思う。

海洋基本法と学習指導要領

海洋基本法制定の翌年にあたる２００８年に、

小中学校の学習指導要領が改訂された。そ

して小学校では２００９年度から教科書検定が

始まり、２０１１年度から新しい教科書の使用

とともに新学習指導要領の全面実施となっ

た。中学でもそれぞれ１年遅れで、高校で

はさらに１年遅れで実施の運びとなった。

新しい学習指導要領には海に関する扱い

が増加した。例えば、中学校の社会科では

「海洋に囲まれた日本の国土の特徴を理解

学習指導要領のなかの海洋教育
東京大学海洋アライアンス 上席主幹研究員 福島 朋彦
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させる」、また理科において「日本の気象

を日本付近の大気の動きや海洋の影響に関

連付けてとらえる」などである。また学習

指導要領解説においてはさらに海の記述が

増え、臨海学校などの体験活動も積極的に

奨励している。

一方、２０１２年５月に日本財団と海洋政策

研究財団が実施した「小中学校の海洋教育

実施状況に関する全国調査」１）によれば、小

中学校の教員のなかで「海洋教育」という

言葉を知っているのは２３％に過ぎず、海洋

基本法制定から５年が経過したにも関わら

ず、同法の存在を知っている小中学校の教

員は２４％、さらに２８条に関してはわずか

４％に過ぎないことが明らかになった。こ

うしてみると、海洋基本法により新しい海

洋教育の第一歩が踏み出されたことは確か

であるが、教育現場への浸透は限定的なの

が現状である。

学習指導要領へ反映させる意義

２００８年、海洋政策研究財団が主催する「初

等教育における海洋教育の普及推進委員

会」（委員長：佐藤学東京大学教授（現学

習院大学教授））は、「小学校における海洋

教育の普及推進に関する提言」をまとめた２）。

そのなかで１）海に関する教育内容を明ら

かにすること、２）海洋教育を普及させる

ための学習環境を整備すること、３）海洋

教育を広げ深める外部支援体制を充実する

こと、４）海洋教育の担い手となる人材を

育成すること、および５）海洋教育に関す

る研究を積極的に推進すること、を提言し

ている。特に２）の説明のなかの「学習指

導要領中に海に関する直接的な記述が限ら

れるなかで海洋教育を普及させるためには

…」からわかるように、現行の学習指導要

領を前提とした提言である。

また、２００８年に閣議決定された海洋基本

計画では、高等学校の教科「水産」に関連

して学習指導要領の見直しに言及している

ものの、それ以外の部分では学習指導要領

には触れていない。

学習指導要領にとり上げられれば、海洋

教育の普及が大いに前進することは明らか

である。にもかかわらず、そこに踏み込ま

ないのは、学習指導要領の見直し自体が容

易ではないからである。そうしたなか、東

京大学の海洋アライアンスと政策ビジョン

研究センター（以後、東京大学グループ）

は、２０１２年９月に発表した「海洋基本計画

の見直しに向けた提言」３）（図１）のなかで

学習指導要領の見直しに言及した。（微力

ながら作成に関わった者の私見ではある

が）、困難を承知で学習指導要領に言及し

たのは、そこに大きな意義を見出すからで

ある。

これまで海洋関係者の中だけで論じられ

ることが多かった海洋教育であるが、学習

指導要領に反映されるということは海洋関

係者の手元から離れることを意味する。す

なわち国民の大多数である“海洋関係者以

外”が受け入れられる教育として、国が認

めたと考えられるからだ。

学習指導要領の中に海を書き込むことは

極めて高い目標であるが、その意義を考え

れば、海洋教育の普及推進の主要なアプ

ローチとして位置付けられるべきである。
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学習指導要領への組み入れ方

教育現場では脱ゆとりが声高に叫ばれ、

新しい学習指導要領のもとで小中学校とも

に主要教科の授業時数が１０％増加している。

新しい学習の参入余地が狭まりつつある

なかで、学習指導要領をターゲットにした

取り組みは、ややもすれば荒唐無稽な空論

になりかねない。例えば、教科「海洋」の

創設などはその部類に入るだろう。

東京大学グループは、そうした状況を踏

まえ、理想と現実の微妙なバランスのなか

で２つの提言を行った（つもりである）。

１つは総則の中に、「道徳教育により育

成を目指す日本人像の一つとして海洋や宇

宙の持続的な開発と利用に貢献する日本人

を掲げる」であり、もう一つは「総合的な

学習の時間における学習活動の例として海

洋を掲げる」である。後者の意味は明快で

あるから、ここでは前者を説明する。

学習指導要領の総則は、２００６年に改訂さ

れた教育基本法に掲げられた教育の目的

（１条）、義務教育の目的（５条）、また教

育の目標（２条）を踏まえて、知育・徳育・

体育の観点から解説したものである。

そのなかで、徳育が目指している「公共

の精神を尊び、民主的な社会および国家の

発展に努め、他国を尊重し、国際社会の平

和と発展と環境の保全に貢献し未来を拓く

主体性のある日本人」は、海洋基本法の理

念に謳われる人類の存続基盤としての海洋

（１条）、国際協調・連携・協力（７条）、

環境の保全（１８条）と調和的であり、両者

には密接な接点を見出すことができる。

そこで東京大学グループとしては、徳育

が目指す日本人像に「海洋や宇宙の持続的

な開発と利用に貢献する日本人」を並列さ

せるよう訴えたのである。

学習指導要領の総則に海洋に関する記述

が入れば、学校教育全体を通じて海洋が意

識されるようになり、教科「海洋」を設置

しなくとも、様々な既存教科の中で海洋を

学ばせることができる。さらに新しい学習

指導要領で授業時数が大幅に減少した総合

的な学習の時間でも、学習事例として海洋

がとりあげられれば、より具体的な部分も

カバーすることができる。

環境整備の方策

筆者はもとより、読者の大部分も、学習

指導要領の編成に参画することはできない。

できることは編成に関わる意思決定者に働

きかけることである。しかしひと口で働き

図１ 「東京大学 海洋アライアンスと政策ビジョン研究セン
ター」による「海洋基本計画の見直しに向けた提言」
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かけると言っても、その方策は多様であろ

う。直接的に説得することも一案であるが、

審議を促す環境整備に手を尽くす方法もあ

る。

ここでは筆者が所属する東京大学海洋ア

ライアンスのメンバーたちと働きかけの方

策について話し合った内容の一部を紹介す

る。ただし、あくまでも議論の内容であり、

海洋アライアンスの今後の取り組みと同義

ではないことを予めご承知おき頂きたい。

海洋教育の概念の一般化

審議を促す環境整備の一つとして、海洋

教育の一般化が挙げられよう。すなわち海

洋教育の概念あるいはその名称自体を、教

育関係者でも、海洋関係者でもない一般市

民が広く理解している状況が準備されてこ

そ、審議対象となりうると考えた。

そのためには「全国展開」でシンポジウ

ムやセミナーを「繰り返し」実施すること

などの方策が考えうる。もちろん「全国展

開」も、「繰り返し」も、特定機関だけで

は背負いきれない負荷であるから、目的を

共有する大学、研究機関あるいはNPOな

どが全国規模で連携する必要がある。

教員を対象とした意義づけ

実際に教育を行うのは現職の教員たちで

あるから、意思決定者といえども、教員を

考慮しつつ審議するであろう。すなわち、

現職教員の多くが教育上の意義を認識して

いるような状態を準備しておく必要がある。

そのために教育大学あるいは教育学部が拠

点となり海洋教育に関する教員ネットワー

クの組織化、それに付随して教員研修制度

あるいは教員養成課程のプログラムに海の

素材を増やすように働きかけることも効果

的だと考える。

またはコンクール形式で海を素材にした

カリキュラムを集めるなども、海の教育を

考えるきっかけになるはずである。

意思決定者への働きかけ

周辺環境をどれだけ整備しても、意志決

定者自身が「審議の価値あり」と判断しな

ければ先には進まない。いわゆるロビー活

動であるが、多様な論点を用意しておくべ

きであろう。

例えば中央教育審議会委員の顔触れを想

像すれば、教育家であれば教育上の意義を、

元スポーツ選手であれば体育の観点から、

あるいは企業経営者であれば海洋教育と経

済を関連付けた理由が必要になる。いずれ

にしても様々な観点から論点整理をし、不

断なく訴求し続けることが肝要である。

以上、海洋教育を教育現場に浸透させる

ために学習指導要領という困難なハードル

に挑戦する意義とそのストラテジーを述べ

てきた。容易ならざるハードルと理解して

いるが、こうした検討を、海洋関係者の中

で閉じることなく、多様な分野が連携する

ことにより、予想以上の展開もありうると

期待している。

１）http : //www．sof．or．jp/jp/topics／１３_０１．php

２）http : //www．sof．or．jp/jp/topics／０８_０３．php

３）http : //pari．u―tokyo．ac．jp/policy/policy１２０９１３．pdf

いずれも全文閲覧可
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海洋基本法と海洋教育

２００７（平成１９）年に施行された海洋基本

法では、海洋の開発および利用と海洋環境

の保全との調和、海洋の安全の確保、海洋

に関する科学的知見の充実、海洋産業の健

全な発展、海洋の総合的管理、海洋に関す

る国際的協調について規定している。その

第２８条では、海洋に関する国民の理解の増

進などについて「国民が海洋についての理

解と関心を深めることができるよう、学校

教育及び社会教育における海洋に関する教

育の推進、海洋法に関する国際連合条約そ

の他の国際約束並びに海洋の持続可能な開

発及び利用を実現するための国際的な取組

に関する普及啓発、海洋に関するレクリ

エーションの普及等のために必要な措置を

講ずる」ことと「海洋に関する政策課題に

的確に対応するために必要な知識及び能力

を有する人材の育成を図るため、大学等に

おいて学際的な教育及び研究が推進される

よう必要な措置を講ずる」ことを国の行

動・努力目標として定めている。

しかしながら現実問題として「何を」「ど

のように」実践すれば学校教育や社会教育

で海洋に関する教育が推進されるかまでは

明示されていない。

そもそも海洋教育のみならずほとんど全

ての教育活動・教育実践はその時々の状況

や環境に依存され、その中で最善のものが

行われる。さらにその行為の基となる教員

の専門的知識や技能は多種多様なものが要

求される。また子どもが得る学びも工業生

産物のように同一の規格・内容ではないた

め、再現性が低い。そのため具体的な教育

活動や教育実践を法律で明示することはそ

もそも不可能でありすべきではない。

では国民全体の海洋に関する素養・教養

形成や理解増進を育むためには「何を」「ど

のように」すれば良いのか。

琉球大学は教育学部の有志を中心に日本

財団の助成を受けながら２０１０年度から義務

教育段階を中心として、この問いに対する

最適解を探す「海を活かした教育に関する

実践研究」を行っている。

海洋教育を取り組む上での問題点

そもそも義務教育段階での「海洋教育」

という言葉から何が連想されるだろうか。

海に出向いての教育活動や海について学

ぶことが真っ先に思い浮かぶだろう。四方

を海に囲まれている日本の中でも島嶼県で

ある沖縄県は、海で教育活動を行いやすい

地理的環境にある。現実に校庭の先が港や

海に面している学校もある。しかし沖縄県

でも海に面していない自治体は存在してい

る。義務教育諸学校の現在の教育課程はす

し詰め状態であり、学校週６（土曜半ドン）

を復活したとしても「海が地理的に身近だ

から」という理由だけで海洋教育が新規に

海洋教育の実践と意義
―琉球大学での実践的研究から見えてきたもの―

国立大学法人 琉球大学 学長補佐（教育・学生支援担当）
教育学部 理科教育講座・教育実践学教室 准教授

よし だ あ き ら

吉田 安規良
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追加導入される余地はほとんどなく、既存

の教育活動と入れ替えるかそれと組み合わ

せて相乗効果を狙うしかない。

また屋外での活動が主体となるため雨天

時の対応も考慮しなければならない。学校

が校外活動できる時期は他の行事などの都

合から限定され、大体どの学校も同時期に

なる。仮に受け入れられる施設があったと

しても、ある一時期に日本のほぼ全ての学

校の需要や要望を叶えることは無理であり、

他に用途がなければそれ以外の時期は閑古

鳥が鳴く施設となる。

さらに「海なし自治体」の子ども達への

教育の保証や他の教育活動との両立のため

に海へのアクセス効率を上げるには交通費

の援助など財政的な問題もある。

一方で、海について学ぶ場合には海に出

向く必要はない。海には様々な潜在的教材

価値がある。しかし海洋科学のような複合

的な科学を学ぶのであればその基礎・基本

となる科学的原理を知る必要がある。こう

した基礎・基本となる学びとの両立まで提

案しなければ、学校現場に無用な混乱をも

たらしかねない。

沖縄は海洋教育の適地か？

学校現場は、すでにいじめや学力問題な

ど複雑雑多な問題への解決が求められてお

り多忙化を極めている。安易な現地実習中

心の教育実践だけでは「海洋に関する国民

の理解」は偏ったものにしかなりかねない。

他方で海に出向かずに学べたとしても、

実際に海に出向いて学ぶ意味や意義は教室

での座学では決して得ることができない。

現実に各学校の教育課程は、地域性や季

節性、伝統、さらには今日的な課題への対

応など、様々な要因を踏まえて編成されて

いる。

それゆえ地域性や伝統、文化などを活か

して海が身近だからこそ様々な教育活動が

行われている学校もすでに存在している。

たとえば、港に隣接する沖縄県渡嘉敷村の

学校では、多くの学校が火災や地震を想定

して行う「避難訓練」で地震後の津波を想

定し、中学生が幼稚園児を引率し、学校の

裏山へ逃げる訓練が地域の協力の下で実施

されている。

一方で、海が身近な場所で生まれ育った

子ども達はすでに海についてその危険性を

含めて十分理解しているため（むしろ教員

が転勤族であり知識・経験ともに子どもよ

り劣ったり、学校に「海」が直接的・明示

的に関係しないそれ以外のこと―受験に必

要な学力の向上など―を求めていたりする

こともあってか）、あえて積極的に出向か

ない海が身近な学校もある。

最終的な具体的実践を各学校の主体的判

断・活動に委ねなければならないという現

実的な対応や状況を踏まえると、多種多様

な実践を、実践上の諸問題とあわせて成果

として提示することこそが、「海洋に関す

る国民の理解の増進」や海洋に関する素

養・教養形成へと通じるような海洋教育の

普及に必要な研究である。

沖縄は物理的に海に近いというだけでな

く、上述の問題を解決することからも海洋

教育に関する実践的研究の適地であろう。

琉球大学の実践的研究の概要

「海を活かした教育」を実施するには、
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まず「即応的で明解な、モデルとなるよう

な実践や教材の提示」が必要である。モデ

ルはある特定の条件がそろった学校での実

践が基盤となるが、成果として提示するた

めにはある程度普遍的なものにしなければ

ならない。学校現場の多忙さを考えれば、

完全にパッケージ化した実践や教材として

も、その一部を部分的に活用するだけの実

践や教材としてのどちらでも教育効果が得

られるものであることが求められる。

一方、教員には自身の学びや経験をその

まま適用するだけではなく、たとえ大学ま

でで学んでいなくても「海を活かした教

育」の意味や意義を理解して現実の教育活

動へ適合させることも求められる。

そのためには、「海を活かした教育」も

できる教員の養成や現職教員の研修・教育

活動を充実することが必要不可欠である。

つまり「即応的で明示的な具体的体験・

実践・教材」と「その体験・実践・教材を

活かして、実態に合わせる形に修正したり、

時には間接的・暗示的に行ったりすること

ができるような教育実践能力・教材研究能

力」の両方が「海を活かした教育」の実施

には必要不可欠であり、その達成目標は次

の２点に概括される。

① 沖縄県の地域特性を踏まえた「海を活

かした教育実践」の蓄積と普及

② 「海を活かした様々な教育活動」を多

種・多様な場面で実践できる教員の養成

①と②の事業は密接に関連し、これを実

現するためには、Ａ“人的環境の整備”、Ｂ

“物的環境の整備”、さらにＡとＢを前提

としたＣ“教育実践素材の整備”が重要で

ある。

この３つの歯車が回ることによって海を

活かした教育は、初めて軌道に乗せること

ができる（図参照）。

教育活動は、経済活動と異なり、費用対

効果の側面からだけで議論することはでき

ない。高い教育効果があったとしても、巨

額の予算を費やすことはできないが、反対

に高い教育効果があるにも関わらず予算を

投入できない状況があってもならない。

教育活動の特性を踏まえて費用対効果を

考慮しながら、中長期的に実験的な実践を

継続し、そこから効果を見いだす人的環境、

物的環境のあり方を教育実践や素材とあわ

せて研究の成果として提示したい。

これまで琉球大学が行ってきた研究の柱

を以下に示す。

（□は２０１２年度までに終了したもの、■は

現在も継続中のもの）

その詳細はすでに刊行している報告書を

参照にしていただきたい。

（報告書は沖縄県内の全ての小学校、中学

校、高等学校、特別支援学校に配布したが

まだ残部があるので文末の問い合わせ先ま

で連絡を下されば送付可能）
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研究は、各学校がそれぞれの実態に応じ

て「いいとこどり」ができるようにするこ

とも、成果の一つとして目指している。

■「海」を素材とした各教科の枠を超えた

授業づくり演習。

□海を活用した理科教育実践のための教材

開発と教育支援。

□家庭科教育での「海洋」実践。

■海をモチーフにした離島での図工・造形

教育実践。

■教師教育のための水辺活動プロジェクト。

■「シュノーケリング」を採り入れた体育

授業実践（海洋教育に関する人材育成）。

■海を活かした発達障がい児の支援教育プ

ログラム開発と実践。

■ビーチサッカーおよび海の学習による心

身ともに健やかな子どもの育成研究。

■海を活かした食育̶学校給食に「海」

を取り入れる研究・実践。

□「海を活かした教育プログラム」の事例

収集・分析。

□社会科で「海洋教育」を普遍的・継続的

に行うための教材研究資料整理。

□算数・数学教育で活用できる海洋教材開

発。

■エネルギー・環境教育に「海」を取り入

れる研究。

□臨海学校の教育的意義とその実施におけ

る今日的課題の解消。

海洋教育の今後の方向性

海洋に関する素養・教養形成へと通じる

ような海洋教育の普及に必要な研究とは、

現実的かつ実現可能な多種多様な教育活動

の実践や教材・教具の情報を、実践上の諸

問題（現時点での研究や実践では未だ解決

できていない問題）とあわせて成果として

提示することである。

琉球大学のこれまでの研究成果は、人や

環境に依存する実践である可能性が否定で

きていない。また学術的批判に耐えられる

ようなものであるとも明言できない部分が

ある。

こうした課題を解決することと合わせて

琉球大学は、様々な制約や課題をむしろバ

ネに「琉球大学だからこそできる海洋に関

する国民の理解の増進」を短期的な目標と

して目指しつつも、「琉球大学でも、沖縄

でもできる（琉球大学じゃなくても、沖縄

じゃなくてもできる）海を活かした教育」、

さらには「いつでも、どこでも、だれでも

できる海を活かした教育」の在り方（「海

に出向き、行う教育実践研究」と「海に行

かなくても、海を感じられる教育実践研究」、

そして、その成果を子ども達に還元できる

人材育成をバランスよく推進）を中・長期

的な目標として研究していく。

また、地域に根ざす国立大学として「海

を活かした様々な教育活動」を行う学校教

育現場が困ったときに簡単に相談・連携で

きる機能も充実させていきたい。

研究内容・資料送付の問い合わせ先

〒９０３―０２１３

沖縄県中頭郡西原町字千原１

琉球大学教育学部 総務係
いと す と な き

（担当 糸洲・渡名喜）

電話０９８―８９５―８３１５／FAX０９８―８９５―８３１６

電子メール umi@w３．u―ryukyu．ac．jp
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日本海事センターの紹介
（１）概要
公益財団法人 日本海事センターは２００７

年４月に発足した財団法人（２０１１年４月よ

り公益財団法人）で、国内外の海事社会が

抱える課題の解決に向けて、新たな知見や

整理・分析された情報を、広く国民一般を

含めた外部にわかりやすく、適時に提供す

ることにより、海事関係産業の発展を図る

ことを使命とするシンクタンクである。

具体的には、主として、海事に関する調

査研究・政策提言を行うほか、IMO（国

際海事機関）や ILO（国際労働機関）など

で開催される国際会議において日本政府の

サポートや、世界海事大学（IMOがスウ

ェーデンに設立）や神戸大学など国内外機

関との連携による調査研究・意見交換も行

っている。さらに、当センターは、蔵書数

では東洋一とも言われる海事専門図書館を

運営し、一般に開放している。

また海事思想の普及のための最新の海事

トピックスを語る海事立国フォーラムを年

２回開催している（うち１回は首都圏以外

で開催）。

本年２月に東京で開催した第１３回フォー

ラムでは、これからの海事政策と日中関係

をテーマに、森雅人氏（国土交通省海事局

長）、丹羽宇一郎氏（前中国大使）、伊丹敬

之氏（東京理科大学専門職大学院教授）に

ご講演頂いた。

（２）最近の調査研究成果
最近の海事に関する調査研究成果をご紹

介すると、『日本における海事クラスター

の規模―産業連関表、国民経済計算、法人

企業統計、経済センサスを利用した調査結

果―』（２０１２年１０月公表）がある。

これは日本が貿易立国として世界有数の

海運業および造船業を有し、その関連産業

も多数存在することに鑑み、それらを全体

（クラスター〈複合的集合体〉）として捉

え、その振興を通じて日本の経済発展を図

る視点から、クラスターの構成要素を示し

た上でその規模を試算したものである。

海事クラスターの構成要素は図１の通り

であり、その規模は、付加価値生産額（２０１０

年）が４．２兆円（GDPの０．９％）、売上高（２０１０

年度）が１４．２兆円（日本全体の１．０％）、従

事者数（２００９年）が３０．１万人（日本全体の

０．５％）となっている。

図１：日本の海事クラスター構成図

海に関する国民意識の現状と今後への視点
公益財団法人 日本海事センター 企画研究部研究員 野村 摂雄
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併せて当センターでは、平成２３年度より

日本国内各県などにおける海事産業の現状

を一般にも分かりやすく紹介する目的で

「各県別海事産業の経済学」調査を行って

おり、平成２３年度は７県（長崎県、熊本県、

愛媛県、広島県、富山県、新潟県、秋田県）、

平成２４年度は５県１道（沖縄県、山口県、

兵庫県、神奈川県、宮城県、北海道）をそ

れぞれ対象として行い、今年度は６県１府

（福岡県、鳥取県、京都府、石川県、愛知

県、千葉県、山形県）をとりあげる予定で

ある。

この調査は、海事産業の振興を通じて地

域経済の発展にも資するよう、５年に１度

程度見直しを行う継続事業と位置づけてお

り、フォローアップ事業も実施したいと考

えている。

また本年４月には、当センターの船員問

題委員会の平成２４年度事業のひとつである

「経済予測指標等に基づいた船員需要予

測」を公表した。これは経済予測指標など

を加味してコンテナ貨物船など、バルカー

およびタンカーの別に船員数の需要予測を

行うものである。

各船種の船員需要推定値は、コンテナ貨

物船などについては２０１５年７５．９万人、２０２０

年８２．５万人、バルカーについては２０１５年

４１．４万人、２０２０年４４．６万人、タンカーにつ

いては２０１５年２８．６万人、２０２０年２９．８万人と

なり、総計２０１５年には１４５．９万人、２０２０年

には１５６．９万人に達する。

これをBIMCO/ISF の供給予測に照ら

して需給バランスを算出すると、需給ギャ

ップは２０１５年に４，６１２人不足、２０２０年に

１３，８６７人の不足となり、BIMCO/ISF の需

給ギャップ予測よりも小さくなっている。

需要予測値 供給予測値 需給ギャップ

当センター BIMCO/ISF BIMCO/ISF 当センター BIMCO/ISF

2015年 1,458,811 1,523,440 1,454,199 　－4,612 －69,241

2020年 1,569,148 1,593,198 1,555,281 －13,867 －37,917

表１：船員需給予測結果

これらいずれも当センターのホームペー

ジ上で公表している。これらの調査結果に

ついて今後に向けたご意見を頂戴できれば

幸甚である。

海に関する国民意識調査

２００７年に施行された海洋基本法は、海洋

立国を目指す姿勢を示すとともに、「海洋

に対する国民の理解の増進」を謳い（第２８

条）、海事思想を普及させる必要性を改め

て我々に認識させた。そこで当センターで

は、国民の海に関する意識の現状を把握す

る目的で、２００８年より毎年「海に関する国

民意識調査」を行い、公表している（表２

参照）。これまでに５回を数える同調査の

結果について簡単にご紹介したい。

実施年 実施要領

第１回 2008
手法：インターネットリサ
　　　ーチ
対象：全国の15歳～69歳の

男女
サンプル数：1,000名

第２回 2009

第３回 2010

第４回 2011

第５回＊ 2012
＊第５回は、郵送調査も別途実施。

表２：調査実績一覧

（１）海への好意度、海のイメージ
当調査の最初の設問は、海への好意度を

きくもので、「あなたは海が好きですか」

と敢えて漠然とした設問に対して「好き」
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「嫌い」「どちらともいえない」の３択で

答えてもらうものである。

これまで「好き」の割合は、２００８年７３．５％、

２００９年７３．０％、２０１０年７０．３％、２０１１年６４．７％、

２０１２年６０．７％と、一貫して減少している（図

２参照）。

図２：海に対する好意度

回答者の男女別では、２００８年男性７５．７％、

女性７１．３％、２００９年男性７７．７％、女性６８．３％、

２０１０年男性７１．６％、女性６９．０％、２０１１年男

性６９．６％、女性５９．８％、２０１２年男性６３．９％、

女性５７．５％であり、概して男性の方が好意

度が高い。

世代別では、２０１１年までは１０代の好意度

が最も低かったが、２０１２年の１０代は最も高

い好意度（６４．７％）を示した。

「好き」の理由（自由回答）は、「落ち

着く」、「癒される」、「リフレッシュできる」

など、精神的な効用が例年最も多く挙げら

れており（２０１２年は２６５件）、「泳げる」、「レ

ジャーを楽しめる」、「釣りができる」など

実際的な理由（２０１２年６１件）を大きく引き

離す。

「嫌い」の理由（自由回答）は、「日焼

け、紫外線が嫌」という身体への悪影響が

例年一番多い（２０１２年４６件）。

東日本大震災後に行った２０１１年・２０１２年

調査では、「危険、津波が怖い」（２０１１年４４

件、２０１２年４４件）など、震災の影響が現れ

た。

（２）「海」のイメージ
「海と聞いて思い浮かべること」につい

て選択式でたずねると、「レジャー」が

５７．９％で最も多く、「観光」１３．９％、「船（船

舶）」１０．９％、「海洋生物」７．６％、「環境問

題」４．７％、「その他」３．６％、「海に係わる

仕事」１．４％となった（２０１２年調査）。

この設問は、２０１０年調査から追加したも

のであるので２０１２年調査までの３回の結果

でみると、いずれも「レジャー」が最も多

く（２０１０年５２．６％、２０１１年５２．７％、２０１２年

５７．９％）、「海に係わる仕事」が最も少ない

（２０１０年１．４％、２０１１年１．８％、２０１２年１．４％）。

「海に係わる仕事」に関しては、「海の

職業」として「船員、水先人、造船技術士、

海事技術専門官、海上自衛官、海上保安官、

船舶運航管理事務員、海事代理士」などを

挙げて、仕事内容を知っているものをきい

たところ、「どれも知らない」という回答

は、２００８年１７．３％、２００９年１７．６％、２０１０年

２０．５％、２０１１年２４．３％、２０１２年１９．７％であ

った。

（３）海運についての理解
日本の貿易量に占める海運の輸送割合に

ついて選択式できいたところ、正答率は例

年３％～４％である。

日本人船員（外航船員）の人数について

の設問では（２０１０年調査より選択式回答で

実施）、２０１０年１１．１％、２０１１年５．５％、２０１２

年５．０％の正答率であり、また、日本籍船

の隻数についての設問では（２０１０年調査よ

り選択式回答で実施）、２０１０年６．０％、２０１１
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年５．６％、２０１２年５．６％という正答率であっ

た。

回答者は８割以上が海運を「重要」（「と

ても重要だと思う」および「まあ重要だと

思う」の選択回答）とするが、海運につい

て正確な理解はほとんどなされていないの

が現状である。

今後に向けて

「海に関する国民意識調査」結果の一部

を紹介したが、そこからは「海」の捉え方

がレジャーに偏っていること、また海運に

ついて正確に理解されていないということ

が見えてくる。日本が海洋国家であること

の認識はあっても、その具体的な内容につ

いては、十分に行き渡っていないことの現

れであろう。

国をはじめ自治体や関係企業・団体は、

それぞれ「海洋に対する国民の理解の増

進」に取り組んでいるが、少なくともこれ

までの調査結果を見る限り、この点で目立

った成果はない。

海洋基本法の下で策定される海洋基本計

画は、本年４月に第２次（２０１３年度～２０１７

年度）が閣議決定された。同計画では「海

洋に対する国民の理解の増進と人材育成」

についても、学校教育への働きかけや、地

域における産官学連携のネットワークづく

りの推進など、多様な項目が挙げられてい

る。広く国民の興味関心を惹起し、正確な

知識・理解を普及させ、海洋・海事に関す

る問題に取り組み、解決する能力・態度を

育成していくためには、もとより地道な努

力を各者が進め、海洋基本計画の着実な実

行を期するほかない。

その際、海洋基本計画でも言及している

とおり、メディアやインターネットを通じ

た分かりやすい情報発信を行っていくこと

は不可欠である。

特に海事関係者は、この海洋基本計画自

体が一般紙報道にあってはわずかに海底資

源への取り組みや周辺海域をめぐる国際情

勢への対応に関する部分のみ紹介されるに

とどまっている現実を直視すべきである。

時事の関心に沿ったものだけをとりあげ

がちなメディアに対して、地道な努力とい

うことにはなろうが、海事関係者の日々の

取り組み内容について分かりやすく伝える

努力を続けることが真の意味での海洋国家

の発展につながるものと考える。

また海洋・海事に関する情報を国民も望

んでいることを意識すべきであろう。

当センター図書館が昨年、東京海洋大学

附属図書館と共催した企画展「海のしごと

～船員のキャリア～」には、一般の方も多

く来場し、アンケートには、「初めて知る

ことばかりで面白かった」、「このような展

示を定期的・継続的に行ってほしい」、「わ

が国の国民生活を支える船員の仕事をもっ

と広報し、船員のなり手を増やすことが必

要と思う」というような意見・感想が書き

込まれた。

およそ船員の仕事場は一般人の目に触れ

ないところにあるため、その仕事内容や活

躍ぶりに気づく機会すら一般人には与えら

れていないのが現状である。

国を支えている海洋・海事の世界につい

て「こういうの知りたかった」と一般の方

がおっしゃるような情報を発信すべく皆様

と協力してまいりたい。
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学習指導要領の目的と意義

学習指導要領は、学校教育法および学校

教育法施行規則の規定の委任に基づき、教

育課程の基準として、小学校、中学校、高

等学校の各学校段階別に文部科学大臣が告

示しているものである。

国・公・私立を問わず全ての学校は、こ

の学習指導要領に基づき教育課程（学校の

教育目標や教育の内容を組織した計画）を

編成することとなる。

このように国が学習指導要領を告示して

いる意義は、学校教育が公の性質をもつも

のであることなどを踏まえ、全国的に一定

の教育水準を確保するとともに、実質的な

教育の機会均等を保障するためとされてい

る。例えば、都市部のように人口が多い地

域と離島や農山漁村のように比較的人口が

少ない地域との間で、児童生徒への指導内

容に極端な差があった場合には、児童生徒

の教育を受ける権利を損なう恐れがあると

いうことである。

また各学校において使用する教科書につ

いても、学習指導要領の内容を踏まえ、教

科書会社において編集されることとなる。

このような意義をもつ学習指導要領だが、

学校に対して一律の指導を求めているもの

ではない。各学校において、創意工夫を活

かした指導が行われることを重視している。

つまり、学習指導要領は、大綱的な示し方

をしているので、例えば各教科の指導に当

たって、どの順序により指導を行うのか（特

に順序を示しているものを除く）、どこに

重点を置いて指導を行うのか、教室で教師

のみが指導を行うのか、外部人材や外部施

設と連携・協力して専門的な知識や学校外

の教育資源を活かした指導を行うのか、な

どについては各学校の教育方針に基づき創

意工夫することができるようになっている。

学習指導要領の改訂の現状

学習指導要領はこれまで概ね１０年ごとに

改訂が行われてきている。直近では、平成

２０年３月に小学校および中学校、平成２１年

３月に高等学校の学習指導要領の全面改訂

が行われた。

先に述べたとおり、学習指導要領は文部

科学大臣が告示するものだが、そこに至る

までの経緯を簡単に整理すると次ページ

（図１）のようになる。

まず、大臣から中央教育審議会に対して、

学習指導要領の見直しについての諮問がな

され、専門的な見地から検討が行われるこ

ととなる。今回の改訂では、約３年間にわ

たりのべ２００回以上の審議が行われた。

審議においては、国語や社会などの各教

科などの内容ごとに審議を行う専門部会と、

小学校、中学校、高等学校の各学校段階を

貫いて審議を行う部会を置き、教科の系統

性や児童生徒の発達の段階などを踏まえた

小・中学校における海洋に関する教育の現状
文部科学省初等中等教育局教育課程課教育課程総括係長 川口 貴大
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審議がなされた（次ページ、図２参照）。

また審議の過程において、約６０年ぶりに

教育基本法が改正され、これを受け改正さ

れた学校教育法など、教育の中核となるこ

れらの法律の理念を踏まえるとともに、学

校教育と関連する様々な法律の考え方を踏

（図１）
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まえた検討が行われ、２度にわたる

国民の皆様へのパブリック・コメン

トを経て答申が出された。

その後文部科学省では、この中央

教育審議会の答申を受けて学習指導

要領の告示案を作成したが、告示案

についても国民の皆様へのパブリッ

クコメントを実施した。

このように学習指導要領の改訂は、

長い時間をかけ丁寧な議論と専門的

な検討、また国民の視点からのご意

見などを踏まえ行われている。

小・中学校における
海洋教育

これまで学習指導要領の位置付け

やその改訂のプロセスについて述べ

てきたが、ここで小・中学校におけ

る海洋に関する教育について大まか

に触れておくことにする。

学校教育においては、児童生徒の発達段

階に応じて、主に社会科や理科において海

洋に関する学習を行っているところである。

小学校においては、例えば第５学年の社

会科では、「世界の主な大陸と海洋」につ

いて、地図や地球儀、資料などを活用して

調べる学習が行われるが、ここではユーラ

シア大陸などの六大陸と、太平洋、大西洋、

インド洋の三海洋の名称や位置にとどまら

ず、これらと関連させて、世界の中の日本

の位置を確認させ、世界の大陸や海洋と我

が国の国土との位置関係や、周囲が海に囲

まれた島国であることなど日本列島の特色

を理解できるようにすることとしている。

また同じく第５学年の社会科において、

わが国の産業について学習する中で、海洋

に関する内容についても扱うこととしてい

る。具体的には、わが国の農業や水産業が

国民の食料を確保する重要な役割を果たし

ていることや、わが国の農業や水産業の特

色について、地図帳や統計資料など活用し

て調べたり、食料生産に従事している人々

の工夫や努力、生産地と消費地を結ぶ陸上

輸送や海上輸送、航空輸送の働きを具体的

に調べたりするなどの学習が行われている。

また第６学年の社会科では、国民の祝日

に関心をもち、その意義を考えさせる学習

が行われるが、例えば、海の日について、

海の恩恵に感謝するとともに、海洋国日本

の繁栄を願う日であることを学習する。

（図２）

22 海と安全 ２０１３・夏号



中学校においては、例えば社会科（地理

的分野）で、「海洋に囲まれた日本の国土

の特色」について理解させることを新しい

学習指導要領で明記した。ここでは、日本

の国土は海に囲まれた多くの島々から構成

されていること、近海は海底に大陸棚が広

がり、寒暖の海流が出会い世界的な漁場と

なっていることなどの内容に関する指導が

行われている。

またわが国の領土はたくさんの島々から

なり、それらは弧状に連なっていることや、

他の国々と国土面積で比較したり、領海や

排他的経済水域を含めた面積で比較したり

するなど、わが国の海洋国家としての特色

を様々な面から取り扱うこととしている。

また中学校の理科（第２分野）では、従

前は海洋という文言が学習指導要領上記載

されていなかったが、新学習指導要領にお

いては、「日本の気象を日本付近の大気の

動きや海洋の影響に関連付けてとらえるこ

と」を明記した。

例えば、天気図や気象衛星画像を用いて、

冬に北西の季節風が顕著なのは、シベリア

で発生する高気圧に対して海洋上が低気

圧となるためであることや、夏に南東の

季節風が顕著なのは、北太平洋に発達す

る高気圧に対して大陸上が低気圧となる

ためであることなどから海洋の影響を理

解させるなどの指導が行われている。

また、これらの教科とは別に、学校に

おいて目標や内容を定めて実施する「総

合的な学習の時間」がある。この時間は、

国際理解、情報、環境、福祉・健康など

の横断的・総合的な課題、児童生徒の興

味・関心に基づく課題、地域や学校の特

色に応じた課題など、一つの教科などの枠

に収まらない課題に取り組む学習活動を通

して、各教科などで身に付けた知識や技能

などを相互に関連付け、学習や生活に生か

し、それらが児童生徒の中で総合的に働く

ようにすることをねらいとしている。

各学校において、総合的な学習の時間を

使い、各教科で学習した海洋に関する学習

をもとに、さらに学習を深めていくことも

考えられる。

以上、新学習指導要領における海洋に関

する教育について述べてきた。

この新しい学習指導要領は、平成２０年の

告示以降、移行期間を経て平成２３年度に小

学校、平成２４年度に中学校で全面実施とな

った。

文部科学省では、この間、全国の教育委

員会を対象とした説明会を行うなど、新学

習指導要領の趣旨の周知を図ってきた。今

後、この新学習指導要領に基づき、全国の

各学校において特色ある取組が全国で展開

されることが期待される。

海事広報協会が作成した副教材から
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はじめに

四面を海に囲まれたわが国の経済活動や

国民生活にとって、資源・エネルギーなど

の安定輸送確保などの観点から、海は極め

て重要な役割を果たしています。しかしな

がら国民が海に親しむ機会、海に関して学

ぶ機会は決して多いとはいえず、海の重要

性が広く国民に認識されるに至っていませ

ん。

公益財団法人・日本海事センターが平成

２０年から実施している「海に関する国民意

識調査２０１２」によると、海が「好き」と答

えた人の割合は「嫌い」と答えた人の割合

に比べて上回っているものの、東日本大震

災前の調査である平成２２年の７０．３％から

６０．７％に減少、特に１０代の若者については、

「嫌い」の割合が１４．７％から１９．１％へと４．４

ポイントの増加となっており、若い人達の

「海離れ」が起きています。

また海が嫌いな理由を述べた人の中で、

具体的な震災・津波の影響を特記する例が

見て取れることから、東日本大震災の影響

が引き続いていると考えられます。

一方海運業、造船・舶用工業などの海事

産業においては、労働力の高齢化の進行が

顕著であり、特殊な技術や技能を有する次

世代を担う若い人材の確保が喫緊の課題と

なっています。

日本の海事産業は、国民の多くがそこで

働くことを選択することにより安定的な人

的基盤（ヒューマンインフラ）が確立しな

ければ存立し得ません。

これらの海事産業における若手人材の確

海洋に関する国民の理解の増進と人材育成
国土交通省海事局 海事人材政策課 海事振興企画室

資料出所：「海に関する国民意識調査」（（公財）日本海事センター）
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保・育成に対処するためには、海事産業と

いう職業を選ぶ道を提示していくことが重

要であり、その前提として、青少年を中心

とした国民各層の海に対する興味や関心を

高めることが必要です。

平成１９年１２月の交通政策審議会海事分科

会ヒューマンインフラ部会答申においては、

海事産業の次世代を担う人材を育成する観

点から、青少年の海に関する興味を喚起し、

感動とロマンを与えることを目的とした活

動を強化し、青少年に海に関わる仕事への

あこがれ・夢を抱かせることを目指すべき

とされています。

また平成１９年７月に施行された海洋基本

法において、国は海洋について国民の理解

や関心を深めるために必要な措置を講ずる

ことが明記されており、海洋基本法を受け

た海洋基本計画（平成２０年３月閣議決定）

においても、海洋に関する施策に関し、政

府が総合的かつ計画的に講ずべき施策とし

て海洋に関する国民の理解の増進と人材育

成が掲げられており、海洋への関心を高め

る措置、次世代を担う青少年などの海洋に

関する理解の増進、新たな海洋立国を支え

る人材の育成のための取組みを推進すると

されています。

これを踏まえ、国土交通省では、海事産

業における次世代の人材確保・育成のため

の以下ような様々な取組みを行っています。

海事広報活動

（１）海洋立国推進功労者表彰
平成１９年に施行された海洋基本法に基づ

き科学技術、水産、海事、環境など海洋に

関する幅広い分野における普及啓発、学

術・研究、産業振興などにおいて顕著な功

績を上げられた個人または団体を表彰し、

その功績を讃え、広く世に紹介することに

より、国民の海洋に対する理解を深めてい

ただく契機とするため、平成２０年より国土

交通省をはじめとする関係５省庁（文科・

農水・経産・国交・環境）が内閣官房総合

海洋政策本部事務局の協力を得て、「海洋

立国推進功労者表彰」（内閣総理大臣表彰）

を創設し、毎年７月に表彰式を実施してい

ます。

第５回となる平成２４年は、５人３団体が

受賞され、７月１３日に総理官邸大ホールに

おいて表彰式が行われました。

第５回の受賞者の方々は次のとおりです。

○片田敏孝（国立大学法人群馬大学広域首

都圏防災研究センター教授）

○さかなクン（東京海洋大学客員准教授）

○びわ湖フローティングスクール（滋賀県

教育委員会）

○上 真一（国立大学法人広島大学理事・

副学長）

○深澤理郎（独立行政法人海洋研究開発機

構）

○日本海北部ニシン栽培漁業推進委員会

○星野二郎（三井造船株式会社元社長）

○特定非営利活動法人黒潮実感センター

（２）「海の日」を中心とした取組み
平成８年より国民の祝日「海の日」が制

定され、さらに、平成１５年から「海の日」

が７月の第３月曜日となり連休化されまし

た。

これを契機として、国民の祝日「海の日」

を中心とした幅広い活動を展開していくた

め、７月を「海の月間」として、官民一体
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となって活発な広報活動を展開していると

ころです。

その中でも最大のイベントとして、「海

フェスタ」が開催されています。

「海フェスタ」とは、「海の恩恵に感謝

し、海洋国日本の発展を願う日」という国

民の祝日「海の日」本来の意義を再認識し、

３連休をより有効に活用し海に親しむ環境

づくりを進めることを目的として、毎年全

国の主要港湾都市において開催されている

ものです。

平成２４年は、広島県尾道市、福山市およ

び三原市の３市の共催により、①瀬戸内の

ほぼ中央、海事都市尾道の「造船力」をア

ピール、②海運や海事産業によって蓄積さ

れた富を背景に形成された「歴史的景観」

の保存と「海のまちづくり」をアピール、

③次世代を担う子供たちが「海」の魅力を

体感する仕組みづくり、④瀬戸内の海の豊

かな恵みをアピール、⑤「架橋と共に生き

る『海』の人々の暮らしをアピール」を基

本コンセプトとして「海フェスタおのみち

～海の祭典２０１２尾道・福山・三原～」が開

催され、船舶の一般公開や体験航海、海の

総合展、シーサイドパレードなど海をテー

マにした様々なイベントが行われました。

本年夏には「海フェスタおが～海の祭典

２０１３in 秋田」が開催されます。

海事産業における次世代人材確
保・育成のための取組み

国土交通省では平成１９年から海事関係団

体などと連携し、次世代を担う青少年を対

象に海や海事産業への理解を深めてもらう

ための取組みとして全国各地において航海

訓練所練習船などへの体験乗船、造船所や

港湾、海事産業関連施設の見学会といった

体験型イベントの実施や、海に関わる仕事

を豊富な写真や図表により分かりやすく紹

介したポータルサイト「海の仕事．com」

を開設し、多くの青少年に海や海の仕事に

興味・関心を持ってもらうきっかけとなる

ための取組みを行ってきました。

第５回海洋立国推進功労者表彰式の様子
後列右端：びわ湖フローティングスクール所長の江川久雄さん
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平成２２年には、高齢化の進展と後継者不足

が著しい内航海運における若手船員の確保

に向け、より実効性の高い取組みへと見直

しを行い、平成２３年度より新たに「若年内

航船員確保推進事業」を展開しています。

「若年内航船員確保推進事業」では、対

象である青少年の発達段階に応じて「就職

段階」、「進路段階」、「海事産業に対する理

解と関心を深める段階」の３つの段階に分

け、各段階に応じた人材確保・育成のため

の取組みを行っています。

「就職段階」に対する取組みとして水産

系の高校生などを対象に、内航海運への就

職を志望してもらうことを目的としたイン

ターンシップや企業説明会といった事業を、

「進路段階」に対する取組みとして中・高

校生を対象に、海事産業に対する理解を深

め、将来の職業として捉えてもらうことを

目的とした海事関連産業に関する職業講話

や船員教育機関の学校紹介といった事業を、

「海事産業に対する理解と関心を深める段

階」に対する取組みとして小学生を対象に、

海事産業に対する理解と関心を深めてもら

うとともに、海に関わる仕事へのあこがれ

を抱いてもらうことを目的とした練習船の

体験乗船や海事産業関連施設の見学会とい

った事業を行っています。

おわりに

海事政策における人材確保育成は、官民

をあげて中長期的な視点に立って取組むべ

き課題です。

今後も、関係者一丸となって海事産業に

おける人材の確保育成に取り組んで参りた

いと考えています。
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海洋・海事教育を定常的に実施している公共団体、民間団体は、わが国にもいくつかある

が、その中から本格的な帆船や大型船で、ユニークな船上教育と研修を続けてきた、近畿地

区での取り組みを取材した。

わが国で唯一だった
セイル・トレーニング帆船
「自信」と「達成感」を育む

大阪市所有帆船：「あこがれ」

日本には３隻の大型帆船があった。２隻

は航海訓練所所有で船員養成を目的するの

に対して、大阪市所有の「あこがれ」は小

学４年生以上なら誰でも航海体験できる一

般市民に開放された帆船として１９９４（平成

６）年度から２０１２（平成２４）年度まで運航

された。

大阪市は、帆船を持つ全国唯一の地方自

治体として「あこがれ」を活用し、海と船

を通して青少年の（中高年も例外ではな

い）「生きる力」を育むことを目的に、様々

な特色ある事業を展開してきた。

建造目的は
海洋文化の普及と青少年教育

今から３０年前の１９８３（昭和５８）年、大阪

市は大阪城築城４００年記念イベントの一つ

として世界各国の帆船に大阪港に集まって

もらい、日本初の大型海洋イベント「大阪

世界帆船まつり（OSAKA WORLD SAIL

‘８３）」を盛大に実施した。その中に返還

前の香港籍帆船「ジフン」が青少年の育成

と海洋活動に大きく貢献し、実績があるこ

とに注目。大阪市の「文化振興と青少年教

育の柱」としてセイル・トレーニング事業

の実現に向けて動きだした。それから建造

までの約１０年間、大阪市の各界の有識者や

商船大学の教授なども交え、入念な検討と

対策が講じられ１９９３（平成５）年３月にセ

イル・トレーニング帆船「あこがれ」は竣

工した。

大阪港振興協会会長の五十嵐英男さんが、

「あこがれ」と本格的にかかわったのは、

１８年ほど前の大阪市港湾局担当部長時代か

らで、その後㈶大阪港開発技術協会理事長

として、そして２０１０年からは現職で、「あ

こがれ」のセイル・トレーニング事業に関

ルポ

All in One の船と「魔法の船」に学ぶ
子ども達や青少年の夢と「自信」「達成感」を育む体験航海

総トン数、３６２総トン（国際） 全長、５２．１６ｍ
季刊誌「大阪港」より
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わってきた。

「大阪世界帆船

まつりをきっかけ

に、『あこがれ』

の建造へとつなが

っていったのは、

当時の上司で、の

ちに港湾局長、大

阪市助役となった

佐々木伸氏の発想

力と実行力によるものです」と五十嵐さん

は述懐する。

こうして建造された帆船「あこがれ」は、

青少年のトレーニング・シップとしてだけ

でなく海洋文化の普及、数多くの内外のイ

ベントやレースにも参加し、国際交流と親

善活動に貢献してきた。

９７（平成９）年には、大阪市の主催によ

る国際帆船レース「SAIL OSAKA‘９７」

が、大阪港築港事業１００周年記念事業とし

て開催された。香港から沖縄までが第１

レース、沖縄から鹿児島までは乗員の交換

によるクルーズ・イン・カンパニー、鹿児

島から大阪までが第２レースとし、総数４８

隻の帆船・ヨットが参加した。

３年後の２０００（平成１２）年には、東回り

の世界一周航海「ワールドセイル２０００」を

実施した。これは日本の帆船では初めての

快挙であり、航海日数２６１日、航走距離は

約２万８６００マイルを無事故で完遂した。

また毎年４月に開催される「長崎帆船ま

つり」へは、２００１（平成１３）年より連続し

て参加し、長崎市民にも歓迎されてきた。

２０１０（平成２２）年には、上海万博の開催

を機に青少年交流のさらなる発展・拡大を

目指して、高校生を「友好親善大使」とし

て派遣する「大阪・上海青少年交流事業」

を実施した。経済的にも人的にも密接な関

係があり、友好都市、友好港である上海と

の親善交流に大きな役割を果たした。

五十嵐さんは「この時乗船した高校生は、

皆大きく成長して、大人としての自覚と責

任感を持って帰ってきた」と話す。そして

派遣元の校長先生からも、学生の顕著な成

長ぶりに驚き、「丁重な感謝の手紙を頂い

た」という。

こうした一連のイベントや事業の最前線

でかかわってきた五十嵐さんの苦労は、並

大抵ではなかったと想像できる。また学校

教育に「あこがれ」事業を取り入れられな

いか教育委員会とも協議し、昨年の１０月～

１１月に、大阪市の小学校８校・５００人の生

徒に体験航海してもらった。

市民に愛され定着していった
セイル・トレーニング

「あこがれ」によるセイル・トレーニン

グに参加した人数は、約２０年間で３万４０００

人を超える。トレーニング航海は１日～３

日の入門型コースから、１週間程度の航海

型コースまである。年間スケージュールを

予め決め、乗船希望者を事前に募り、万全

の態勢で訓練航海に望む。

大阪港振興協会会長の五十嵐英
男さん

甲板上での展帆作業、季刊誌「大阪港」より
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トレーニー（航海参加者）は、１日コー

スの場合で最大６０人、コースが長くなると

居住環境から乗船数は減少する。

「あこがれ」には、船長を含めて１０人の

ベテラン船員が乗組員として常勤している

が、乗組員だけでは殆んど船に馴染みのな

いトレーニーを乗船させトレーニングする

事は不可能。そこで活躍し、不可欠なのが

ボランティア・スタッフだ。

トレーニーは、プロの船員を目指して乗

ってくるのではないが帆船を運航するのに

必要な作業を一通り体験する。マスト登り

から展帆・縮帆、舵とりや航海当直、ロー

プワークからデッキ掃除、そして食事の準

備から後片づけまで、船員が行うすべての

作業を体験するのが原則。

ボランティア・スタッフは、トレーニー

の中からボランティア・スタッフとクルー

から推薦された者がなる。通常、１日コー

ス（６０人乗船）では、６グループに分けら

れた各グループに、チームリーダーとして

ボランティア・スタッフが乗船する。宿泊

コース（３５人乗船）の場合は、グループ分

けが減少するのでボランティア・スタッフ

は４人となるが、食事の手伝いでクックス

メイトとして各コースとも２人が担当する。

帆船にこだわった乗組員たち

四代目船長の久下剛也さんは、神戸商船

大学航海科（現神戸大学海事科学部）を卒

業しているだけに帆船での遠洋航海は経験

している。しかし久下さんは、卒業後一度

は陸上の会社に勤めたが、「商船大を出た

以上、船と関わりたかった」し、帆船への

こだわりと憧憬がやまず一旦会社を退職し

た。

コロンブスの米

大陸発見から５００

年を記念するイベ

ントで、コロンブ

スが乗った帆船

「サンタマリア」

を復元して、１９９２

（平成４）年スペ

インから神戸に航

海する事業に参加する。

１５世紀に建造された帆船は、もちろん動

力機器はなく、帆走技術も近代的な帆船と

は根本的に異なる。スペインでの数カ月の

訓練を経て同年、９カ月を要して神戸に帰

着した。

同時期に大阪市が「あこがれ」を起工し、

本格的なセイル・トレーニングを開始しよ

うとしていた。早速応募し採用が決定、当

初は二航士として乗船した。

そうした久下さんに聞いた。

＝ セイル・トレーニングの目的は？

久下 キーワードは「新しい自分の発見」

です。陸では経験することのできない、大

自然や海に触れることで、そして船での拘

束された生活が、今まで見えなかった自分

を発見する事になるのだと思います。船内

では、今まで知らなかった人との協調性や

チームワークが必要とされますし、海の上

でしかも狭い船内ですから注意力も必要で

す。

またマストに登る時もあるのですが、そ

の時は勇気も決断力も必要です。さらに集

中力も求められます。こうした繰り返しの

中で、日頃気の付かなかった「自分」を発

四代目船長の
久下剛也さん
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見し、自信につながると考えています。

＝ 船について全くの素人を毎回、乗せる

上で苦心した事は。

久下 帆船の運航にはどうしても危険を伴

います。ですからマンネリを警戒しました。

そのため特に事前ミーティングに十分な時

間を掛けました。毎回のトレーニーへのト

レーニング内容と目的を、私だけが分かっ

ていてもだめです。乗組員全員とボランテ

ィア・スタッフ全員が理解していないと目

的を一にすることも、問題が発生した時に

も対処できません。コースごとに航海士の

中から研修内容を企画し実行するインスト

ラクション・オフィサーを選任しています

が、彼らとのコミュニケーションがトレー

ニング成否の要です。

＝ ボランティア・スタッフとの関係は？

久下 クルー（乗組員）だけでは、トレー

ニングはできません。クルーの出来ない事

をボランティア・スタッフがやります。ク

ルーは船の運航をある意味で仕事ととらえ

てしまいます。そのため気が付かないうち

に難解な用語を使ったりしてしまいます。

そこでクルーのしようとすることや考えて

いる事をボランティア・スタッフがトレー

ニーに伝え、またその反対もあります。ト

レーニーはクルーのしている事を理解でき

ない場合が多いので、ボランティア・スタ

ッフが仲介します。

＝ ボランティア・スタッフはどのような

人が

久下 トレーニーを経験した方で、クルー

などの推薦でなりますが会社員、学生、主

婦、医者、警察官などあらゆる方がいまし

た。登録されたボランティアは２００人前後

です。

＝ 印象に残った事を

久下 沢山あるのですが一例として、不登

校の児童のためのフリースクールがあるの

ですが、各校の生徒合わせて２０人を乗せて、

５泊６日で屋久島に行ったことがあります。

高校生なのですが、最初に記念に取った集

合写真は、各自がバラバラで一体感は全く

ないのです。しかし航海を続けるうちに仲

間意識というか、連帯感が育ったのかチー

ムワークが育っていきました。そして最後

のお別れの時、「最初の写真は破棄して」

と要望され、もう一度集合写真を撮ったの

ですが、皆がニコニコとしていてとても顔

が輝いていました。

＝ なぜ帆船なのですか。

久下 青少年教育の手段としては、林間学

校やヨット、海浜やその他自然に触れられ

るフィールドはいくつもありますが、帆船

は目的を達成するためのツールとしては最

適な環境です。

理由としては、（テレビや携帯電話がな

く）孤立無援であること、（厳しい）自然

と接していること、我慢を強いられること、

仲間と力をあわせざるを得ない、そして美

久下船長から操舵室で説明を受けるトレ―二―
季刊誌「大阪港」より
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しい自然を身近に感じられるから、だと思

います。

帆船は青少年教育にとって必要なAll in

One（すべて揃っている）です。

感動と達成感を与える喜び

運航管理長の奥

田忠道さんは、「あ

こがれ」の初代船

長を６年間務め、

以後陸で管理業務

に就いてきた。奥

田さんは、東京商

船大学航海科を卒

業して外航船の航

海士を経験してき

た。２０年以上前、外航海運を取り巻く環境

が厳しくなってきたことと、帆船「あこが

れ」の建造と運航趣旨に夢を感じて再就職

してきた経緯がある。

そんな奥田さんは、セイル・トレーニン

グは「船に乗る以上、危険は避けられない」

という。もちろん事故やケガがあってはな

らないが、「危険は避けられない」ことを

強調する。普通の陸での生活では直面する

事のない不安やリスクを、海上での狭い船

内では避けて通れないにしても、万全の体

制で無事に乗り切ることで「感動をもたら

すのではないか」という。

それが「今まで経験したことのなかった

達成感になる」「達成感を繰り返し、経験

させることで自信につながる」ともいう。

「マストに登らせる、誰しもが最初は怖

がって登れない。繰り返してトライし勇気

を出して何とか登れた時。朝日や夕焼けの

海、雲の流れや満天の星と接した時、そし

て今まで知らなかった他人との共同作業に

汗を流して取り組んだ後など、どんな経験

でも感動と達成感を持ちます」という。従

って感動を与えるのは、クルーでもボラン

ティア・スタッフでもなく「できれば１週

間以上乗れば、海と船がトレーニーを確実

に変える」と話す。

船酔いも教育のひとつ

「しかし船酔いや団体生活に抵抗を抱く

トレーニーもいるのではないですか」と、

意地悪い質問をぶつけてみた。

奥田さんは「船酔いも教育にとって良い

効果につながる」ともいう。小笠原諸島へ

の２週間くらいの航海があった。２０歳前後

の女性が出港してから最初の１週間は、船

酔いで完全にダウン。居住区で寝たきり状

態が続き、帰りの航海も３日間はダメだっ

たそうだ。しかし残る４日間で船酔いにも

慣れ、海や空を見る元気を取り戻し、クジ

ラを見て感激し、マストにも登れるように

なると船内生活が楽しくてたまらない様子

がみてとれた。その女性は下船時、奥田船

長に「二度と来るかと思った」といいなが

ら、感激して下船していったそうである。

運航管理長の
奥田忠道さん

船上では共同作業が欠かせない
季刊誌「大阪港」より
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似たようなエピソードには事欠かない。

社員のやる気と共同意識を構築

福島県のあるスーパーが「あこがれ」で

新人社員研修を行ったことがあった。

後日、社長からお礼の手紙が届き「社員

の歩留まりが良くなり、モチベーションが

向上した」と丁重な感謝の言葉が述べられ

ていたそうである。

「やはり同じ釜の飯を、揺れる船内で作

って食べ、共同作業をすることで連帯感、

運命共同体、仲間意識が出たのでしょう

か」と奥田さんは、笑って話す。

多くを学んだと体験者

こうした当事者の思いに対して、体験者

や外部関係者はどの様にとらえたのか探っ

てみた。

（１０代・女性・小学生）
私は「あこがれ」に乗って見つけたこと

があります。それは、友達のやさしさです。

私が酔った時、紙袋をもってきてくれたり、

はげましてくれたりしました。

「あこがれ」に乗らなかったら、きっと

友達のやさしさをみつけられなかったと思

います。私は、酔ってしまったけど、やさ

しさと言う友達の心をみつけられてよかっ

たです。あらためて「助ける」、「やさしさ」

のすばらしさが分かりました。

（１０代・女性・高校生）
正直、船で８日生活したくらいでそんな

に成長するものか、と思っていた部分もあ

ったのですが、おわった後から考えると、

本当に私は変わりました。

今まで行動したくても少しの勇気が出な

くて行動できていなかったのですが、本当

に積極性が身についたと思います。協調性

や他人との共同生活の仕方など、「あこが

れ」は本当に私のマザーシップです。

（２０代・男性・会社員）
洋上研修をする理由があるのか、どうか

疑問に思っていました。しかし、洋上研修

によって同期のメンバーの顔を覚えるだけ

でなく、名前や性格、そして一緒に目的を

達成することで信頼を持つようになりまし

た。今後大切にしていきたい同期のメン

バーとの絆を深められる場として相応しい

研修だと思いました。

（２０代・女性・会社員）
頑張っている人を見て、自分も逃げずに

頑張る事ができた。高所恐怖症な私にとっ

て１０m以上もあるマストに登る事は、も

のすごくハードルの高い事でしたが、同じ

ような高いところが苦手な人たちが挑戦す

るのを見て、いつまでも逃げてはいけない

と思い挑戦する事ができました。

これから先、沢山の試練があると思いま

すが、そのような時に今回得た「逃げない

精神」で乗り越えていきたいです。

ボランティア・スタッフから船の専門用語を習う子ども達、季刊
誌「大阪港」より
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（３０代・女性・会社員）
初めて帆船に乗

ってから、帆船の

虜になっていた。

風だけで船が動く

感動。青く蒼く広

がる海、満天の星、

体力の限界超える

かの如くの船酔い。

そのすべてが魅力

だ。

帆船のもう一つの魅力は、共同作業にあ

る。しかし今回程、その難しさを感じたこ

とはない。トレーニーの中で年長者であり、

船の経験者である自分の立ち位置。「危険」

を伴う帆走作業の中で全体的にルーズさが

目立つ場面が多かった。叱るべきか？どう

やって理解させるか・・が、日々仲間の絆

が深まる中に答えがあった。

年齢の壁はなく遠慮する事は何もないの

だと知った。教えようとすることから学ぶ

事。仲間たちから得たものは、数知れない。

この航海で見つけた財産・・・それは仲間、

歴史、そして自分。

外部関係者の声

一昨年に大阪港振興協会が主催した、セ

イル・トレーニングの魅力と教育力の強化

に関するシンポジウムとパネルディスカッ

ションでの発言と感想の一部を紹介する。

※ NPO法人京田辺シュタイナー学校
初等・中等部教員 吉田幸恵さん

「何でも思い切ってやってごらん」とい

う乗組員の言葉で、マスト登りに挑戦し、

できた子が、何かを成し遂げることで一つ

成長したと思う。強制的な指導でなく、近

くでしっかり見ていてくれる温かい目差し

と確かな技術があったから挑戦できたと思

う。

「あこがれ」に乗った経験からか、将来

の夢という話の中で、外国に行ってみたい

子供がいる。世界は海でつながっている事

を身近に感じられる「あこがれ」は、中学

生が大人の世界を垣間見ることのできる素

晴らしい体験の場だった。

※ KTC中等高等学院キャンパス長
鈴木貴之さん

初めは、うつむき、首を振るしかなかっ

た不登校の女生徒が、友達の輪に入るよう

になり、最後には「ありがとう」と感謝の

言葉を述べている。その後、海外留学に行

きたい、そのために英語を勉強したいとい

うまでに成長した。「あこがれ」のキーワー

ドは『達成感』と『生きる力』です。

天測も大切な研修の一部。季刊誌「大阪港」より

※ 大阪市立東淀工業高等学校長
正木 仁さん

いろんな学校から集まった生徒でしたの

で、最初は口もきかず１～２日目は、船酔

いで船上に寝転んで食事も摂らない生徒が

数人いたので前途多難でした。ところが３

～４日目になると、船に慣れ、食事をし、

初めは怖かったマスト登り
季刊誌「大阪港」より
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活動をするようになります。「じゃまくさ

い」とロープを引っ張らなかった子も「も

っとピンピンに張って！」という指示を受

け、ロープを引く、この繰り返しのなかで

「みんなと力を合わせないとやっていけな

い」ことに気付いたようでした。

５日目の夕方、船長から「あと１５分で嵐

が来ます」と放送がありましてね。「そん

なはずないやろ？」その日は快晴で海水浴

もしたんですよ。ところが、ホンマに来ま

した。これが“自然”なんですね。まだセ

イル３、４枚張ったままなので急遽、引き

下ろすことになった時のこと。ふとみると、

船長の合図を受け、みんなカッパを着て安

全ベルトをして「我、行くぞ」と言わんば

かりに準備態勢を整えているんです。「こ

こまで変わったか」と正直驚きました。

※ 帆船「あこがれ」ボランティァア
藤本 智成さん

「あこがれ」に乗船する人はたいてい一

人です。最初は他人とのコミュニケーショ

ンに戸惑われます。僕の仕事は、そんな空

気の中で、参加したみなさんのいいと

ころを少しずつ引き出すことだと思っ

ています。例えば、自己紹介の内容を

覚えておいて「アレできるんやね。や

ってみせて」と頼んでみたり、いいと

ころをお互いが認め合っていくうちに、

だんだんテンションが上がって、船の

中が楽しい雰囲気になっていく、降り

る時はみんな笑顔で「また来るから

ね」と、そんなつながりが好きなんで

す。だから続けています。

※ KTC中等高等学院長
小林 英仁さん

昔は、親子、近所のおじさん、おばさん、

年齢の違う友達間での遊びの中で、ルール

を自然と覚えていけるコミュニティがあり

ました。それが今はないですね。しかし我々

が「あこがれ」に乗るとき、上は２２歳から

下は１５歳までがグループとして動いていま

すので、関係の中でルールを身につけてい

るようです。

彼らは、意味のないルールは嫌いますが、

反対に意味のあるルール、自分が納得でき

るルールには縛られたいと思っています。

意味のあるルールとは、命を守るため、生

き抜くためのルール。それを守らないとケ

ガをする。それを守らないと命を落とすこ

と。そこを学んでいるようですね。

経験者は内面変化・成長が顕著

２０１０（平成２２）年７月に、７泊８日の帆

船航海を体験した高校生２９人の内面変化を

測定した結果は下図の通りとなっていて、

成長・変化が顕著になっている事が伺える。
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多くの市民や子供たちに親しまれ
惜しまれ廃止された「あこがれ」

２０１１年末、大阪市は行・財政改革の一環

としてセイル・トレーニング事業の見直し

を取り上げた。毎年、市からの１億円余の

負担が問題視され、「基礎自治体（大阪市）

の仕事ではない」、「教育問題は教育委員会

の仕事」といった理由があげられた。

２０１２年１２月、事業廃止が発

表されると、かつての乗船者

や市民の間から「帆船を残そ

う」との機運が盛り上がり、

市会には「あこがれ」存続を

求めて多くの請願書が提出さ

れた。

本年３月９日、広く海洋文

化の発展に貢献してきた個人

や団体に贈られる「ＭＪＣマ

リン大賞２０１３」（マリンジャー

ナリス会議主催）で、これま

での功績が認められ、大賞を

受賞した。

多くの体験者や市民、ボランティア・ス

タッフや乗組員に惜しまれて、３月末で大

阪市のセイル・トレーニングの事業は廃止

された。

測定結果
検査項目
①セルフコントロール 困難な状況下でも冷静に対処する姿勢
②コミュニケーション 相手の気持ちを理解し、言いたい事を伝えようとする姿勢
③状況認識力 新しい環境に適応し、役割を果たそうとする姿勢
④ストレス対処力 辛い場面でも立ち止まらず対処する姿勢
⑤積極性 新しいことへ積極的にチャレンジする姿勢
⑥目標達成力 目標実現に向けて最後まであきらめず立ち向かう姿勢
⑦ポジティブ思考力 前向きに行動する姿勢
⑧チームワーク 積極的に他者と関わろうとする姿勢
⑨ホスピタリティ 周囲に思いやりを持ち接しようとする姿勢

測定方法は、EQ(心の知能指数)を測るモノサシであるコンピテンシー(行動特性)９項目が、航海体験によってどのように変化したかを測定
するCHEQという簡易診断ツールを用いて実施。EQは、1Q（知能指数）と違って教育・トレーニングによって開発が可能な能力であり、ス
トレスに打ち勝ち最後まで粘り強く取り組む精神的な強さや、周囲の人たちと協力しながら物事を進めてゆく協調性を評価要素として取り上げ、
教育界でも学校の教育方針に組み込む事例も増えてきている。

多くの市民や子供たちに愛された「あこがれ」の出港。
2013年3月末でセイル・トレーニング事業は廃止された。季刊誌「大阪港」より
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「魔法の船」で学ぶ
滋賀県の子ども達

滋賀県所有：学習船「うみのこ」

驚きと興奮に包まれた船内
他校と交流し学ぶ子ども達

子ども達の大きな歓声、驚きと興奮に包

まれた船内。初めて乗る大型船、他校から

集まった初めて会う多くの同級生、そこに

は不安と未知に対する関心と驚異が待ち受

けていた。

滋賀県所有の学習船「うみのこ」には、
ゆ た お だに

県内湖北地方３校（湯田・小谷・朝日小学

校）から集まった１４７人の（２人が病欠）の

小学５年生と、各学校長を含む引率教員１５

人、そしてフローティングスクール職員（全

員が教員）４人が乗っていた（通常は３人）。

朝１０時に彦根港を出港してきた「うみの

こ」では、各校交えた班編成を終えオリエ

ンテーションから始まり、航海での活動・

学習説明、船内見学、避難訓練、郷土の自

然観察と琵琶湖の採水などもして湖南にあ

る大津港に入港。引き続き寄港地での活動

が始まった。

今年８回目の児童学習航海の主題は、「見

つめようびわ湖、深めよう友情、輝かせよ

う自分の命」。主題や指導目標、具体的な

学習・活動内容は事前に各校の先生たちが

集まって協議して決めてきた。

滋賀県は海のない県の一つであるが、ド

真ん中にわが国最大の湖・琵琶湖がある。

琵琶湖を囲んで人々が住み、そして小学校

が点在する。今回乗ってきた児童たちは、

湖北地方に住む。そこで寄港地活動は、地

域事情にそった内容で組まれ各班に分かれ

て交代で行われる。

今回は、魚釣り、琵琶湖の外来魚につい

て、水中観察そして湖岸散策の４つ。魚釣

りの経験のない子供たちに、引率の先生か

ら注意事項とともに釣り方を教えてもらい、

早速トライ。釣れるのは外来種のブルーギ

ルばかりだ。それでも初めて魚を釣った歓

びは、隠しようがなく子供たちの歓声も半

端でない。

地元を知って環境を学ぶ

ブルーギルは、在来種の卵を食べる事か

らリリース（水に戻す）は厳禁されている。

湖岸にはいくつも収納ボックスが置かれて

いる。その周りで外来魚についての説明を

聞く子ども達。

水中観察の班では、普段、湖の表面しか

見ていない者にとって水中カメラを通して

見ると水草や藻があり興味深々。水中カメ

ラとテレビモニターは、子供たちに水中を

見せたいと願う教員手作りの力作。近畿地

方１４００万人の水がめである琵琶湖は、滋賀

県民の長い努力によってきれいな水質に管

理されてきた。

長さ :６５ｍ 幅 :１２ｍ 高さ :２０ｍ 総トン数：９２８ｔ
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寄港地活動が済むと、二班に分かれての

夕食タイム。食事係の子ども達が本船司厨

部員の指導で、テーブルセットと盛り付け

が進む。今晩のメニューは地元食材を使っ

た「湖の子ステーキディナー」の豪華版。

他班は、その間にシャワーを浴びる。

そして夕食後、ふれあい学習体験として

各班対抗の綱引き大会が待っている。

乗船前まで知らなかった他校の子供たち

と、力を出しきってロープを引く。勝った

班も負けた班も、船内は割れんばかりの歓

声とともにエキサイト。子供たちの熱気と

大きな応援の声。学習室は、子供たちの興

奮と熱狂の坩堝と化す。

その夜、子供たちは消灯後になっても寝

ずにハシャイで騒いだのはいうまでもない。

学習船「うみのこ」は３０年前から

学習船「うみのこ」の歴史は古い。日本

一の大きな湖を持つ滋賀県は、１９６９（昭和

４４）年から「滋賀青年の船」、８０年から「び

わ湖少年の船」という事業を毎年行ってい

た。この成果の延長線上で１９８２（昭和５７）

年３月、県で船を作って、わが国初の子供

たちを対象とした学習船（フローティング

スクール）が造られることになった。

フローティングスクールは、１９８３（昭和

５８）年度から始まり県内の全ての小学校の

５年生を対象に、母なる湖・琵琶湖を舞台

にして学習船「うみのこ」を使った宿泊体

験型の教育を展開。環境に主体的にかかわ

る力と人と豊かにかかわる力を育てること

を目的としている。

乗船に当たっては異なる学校との集団乗

船を原則とし、大規模校については分割乗

船することとしている。（多い時には７校

が乗船の航海もある）

児童の学習船であるため、船内のいろい

ろな設備のサイズは小学校５年生用にして

いて、またどの部屋も多目的に活用できる

ように造られているのがユニークだ。

乗船者実績（延べ人数）は
県人口の三分の一以上

こうした学習船「うみのこ」を管理運営

している滋賀県立びわ湖フローティングス

クール（教育委員会）所長の江川久雄さん

に、研修内容や実績などについて聞いた。

事業がスタート

して今年で３０年を

迎えた事業は、「昨

年度までの乗船児

童者数は合計で４７

万人を超え、引率

者（先生など）４

万人余、その他保

護者や見学者、サ

ポーターなどの合

計１万人余、総合計で５５万人を超えていま

す。滋賀県人口のまさに三分の一以上が乗

船している事になります」と江川さんはい

う。

江川さんは小学校の校長を歴任し、フ

ローティングスクールには２回目の勤務だ

という。フローティングスクールに勤務し

ている他の職員も全員が小学校の教員で、

当スクールに転勤した時には全員が小型船

舶操縦士の資格を取得する。そして事故の

ないように安全意識を常に心がけ、乗船学

習をサポートしている。

フローティングスクール所長
の江川久雄さん

38 海と安全 ２０１３・夏号



母なるびわ湖、環境など
船内での団体生活を通じて学ぶ

「うみのこ」では、３つの領域で体験活

動を目的に実施している。

一つは、びわ湖を通しての環境学習で「琵

琶湖に学ぶ」。プランクトンの観察、水質

の調査、水草のシオリづくりやカッター活

動など（領域１）。

二つ目は、友達に学ぶ「ふれあい体験学

習」で、郷土や人と触れあい共に学びあい

行動すること。学校紹介やタウンウォーク

ラリー、カッター活動やロープワークなど

（領域２）。

三つ目は、船から学ぶ。「うみのこ」の船

内で集団生活を送り、暮らしをみつめる。

これには避難訓練、食事（供食）活動、（船内）

清掃活動、（親から離れての）就寝活動など

があり（領域３）、これらの体験活動は乗

船校が内容を選択し決める事になっている。

１回の航海での平均乗船児童数は１６０～

１８０人程度で、特別支援学校の場合では平

均で１５０人位としている。

各学校からは、児童数に応じた教員も乗

船するとともに、フローティングスクール

に所属している職員も３人が乗っていく。

出港地や帰港地さらに航路選択は、各学

校所在地に応じて乗船校が決め、近年では

年間で約９４航海（延べ日数で１８８日）を、年

度当初に予め計画する。その他に希望があ

れば他府県の児童も乗せる事があるらしい。

乗船して
参加児童のその後の変化

江川さんは、最初は期待を抱きつつも不

安でドキドキして乗ってくる児童たちに対

して「今から皆さんに『魔法の船』に乗っ

てもらいます」といって送り出すそうであ

る。

そういわれて親元から離れ、一泊二日の

乗船経験をした子ども達は、どの様な感想

を抱くのか気になり一部を紹介してもらっ

た。

一番多いのが他校の友達のことに関して

の記入で「初めは友達ができるかなぁと思

ったけど、相手の学校の友達から声をかけ

てくれたので、簡単に友達になれました。

本当に友達が簡単にできる『魔法の船』で

した」。

「フローティングスクールでは友達と仲

良くするためにあるとわかりました。それ

で、すぐに○○小の人と友達になれまし

た」など。

次に多いのがプランクトン・ウオッチン

グや水調べのことで「琵琶湖にプランクト

ンがあんなにたくさんいるのにはすごいと

思いました」「僕はプランクトン・ウォッ

チングが楽しかったです。特に琵琶湖の固

有種のビワクンショウモを見られて良かっ

たです」、そして「琵琶湖の水が北湖と南

湖であんなに違いがあることは知りません

カッターの研修を受ける教員たち
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でした。なぜ、違うのかについてもっと調

べてみたいです」「僕は琵琶湖がかけがえ

のないものだとわかりました」など、環境

意識の変化も顕著だ。

「船の教育力」を実感

江川さんは「多くの児童がいろいろなこ

とを記入してくれます。初めて経験したこ

と、初めて感動したこと、ちょっとの自信

が持てたこと、友達の大切さや琵琶湖のす

ばらしさなどを、フローティングスクール

事業で私たちが願っていることを、全て紹

介できないぐらいに記述してくれていま

す」と嬉しそうに話してくれる。

児童の変化を要約すると、「狭い船や湖

上での生活をするため安全意識が高まり、

他の学校の友達がたくさんできることに喜

びを感じるようになります。湖の（地域に

よる）水の違いやプランクトン観察から環

境への意識が高まること。また、水の大切

さや親のありがたさなどを意識してくるよ

うです」という。

そして「ひきこもりやいじめに遭ってい

る子供、特別支援学校や寝たきりの子供に

とっても、船内での団体生活には教育効果

があります。こうした成果は他の校外学習

では得られない経験です」と続ける。

「二回目の赴任ですが、改めて『船の教

育力』の素晴らしさに驚かされています」

という江川さん。「船の教育力」とは、「船

は人をたくましくし、規律を教える。そし

て、船は心を通わせ、琵琶湖を語る。また

船には夢とロマンがあります」と熱く語る。

校長や指導担任の感想から

学校代表者や指導責任者からの所感の一

部を紹介する。

《学校代表者の感想》
※ ふれあい体験学習、びわ湖環境学習、

「湖の子」船内生活を通して、児童一人一

人が新たな発見をしながら、学びを広げた

り深めたりできたように思われる。

※ 郷土やびわ湖について学ぶことはもち

ろんであるが、「限られたスペースや資源、

時間を有効に使い乗船する仲間とどのよう

に力を合わせて課題を解決していくか」と

いう学びも大きい。「うみのこ」で学んだ

力が教室で発揮されることを十分に意識し、

単に一泊二日の体験学習に終わらせないよ

うにしていきたい。

※ 二日間他校と協力しながら湖の上で過

ごせたことは、子どもにとって大変有意義

で貴重な体験であった。

※ 本校にとって歴史的、文化的、地理的

にも意義のある琵琶湖・淀川交流事業に５

年生児童が参加し、雄大な琵琶湖の自然に

学び、そして何より滋賀県の児童との交流

を深めることができたことは、画期的なこ

とであった。活動全体を通して両校の児童

が交流から学ぶことも多くあり、本事業の

成果を改めて感じている。次年度の本事業

熱心に先生から釣りの仕掛け方を聞く子ども達
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の一層の充実に期待したい。（淀川交流航

海大阪府実施校長より）

※ 普段、病院や学校から外出することが

少ない児童にとって、今回の活動は大変貴

重な体験となりました。養護学校の児童に

とって、このような実体験を通した活動が

自分の住んでいる滋賀県を知るひとつの機

会となり、何よりの財産となったと考えま

す。例年ながら、障害のある児童に、フロー

ティングスクールの先生方、船員の方、同

時乗船校の先生方には多くのご配慮をいた

だき感謝します。

《学校指導責任者の考察》
※ 普段は少人数の固定された人間関係の

中で生活している本校児童にとって、他校

の初めて出会った友だちと一緒に二日間活

動したことは大変貴重な経験でした。また、

環境学習を通してふだん身近にありながら

あまり意識していなかったびわ湖の美しさ

やそこに棲む生き物、水の汚れの実態につ

いて直に触れることができました。

※ びわ湖の学習を通して、５年生なりの

様々な驚きや発見がありました。このこと

は、びわ湖を守っていく使命を持つ子ども

にとって、大変値打ちのある郷土学習につ

ながっていると思いました。

※ 初めて出会う人と一緒に行動すること

に不安を感じている児童がたくさんいまし

た。しかし行ってみるとすぐに打ち解け、

人との出会いの素晴らしさを感じられた２

日間となりました。

３つの教科書「琵琶湖」「友だち」「船」

から水や環境の大切さ、協力することや譲

り合うことの大切さなど、多くのことを学

ぶことができました。

保護者や先生たちも
「うみのこ」育ち

就航以来３０年も経過しているため、保護

者の中にも乗船経験を持つ方が多く、自分

の時の体験を児童に話したりして、親子二

代の「うみのこ」育ちが増えてきている。

また５年生になったら「うみのこ」に乗

船できるという期待感が、多くの児童や保

護者にはあるようで、滋賀県ならではの事

業に地元住民のみならず他府県からも注目

と期待を寄せられているようだ。

鈴木雅美船長(右)と池田栄一機関長

「うみのこ」から育った船員もいる

学習船「うみのこ」に乗っているのは、

旅客船を運航している琵琶湖汽船㈱所属の

船員で、鈴木雅美船長はじめ６人の運航要

員と５人の司厨部員。

鈴木さんは、同社に入社して３４年のベテ

ラン。「うみのこ」には１２年間乗っている。

機関長の池田栄一さんも本船に乗って８年

になる。二人とも「本船には、初めて乗っ

てくる子ども達ばかりなので他の船に比べ

て気を使いますが、それでも子ども達が歓

ぶ笑顔に癒されます」と語る。

鈴木さんによると「『うみのこ』を体験
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した子の中から、３人が海上技術学校など

を経て当社の船員になっている」という。

「うみのこ」は船員の後継者育成にも貢献

している。
ド ラ

銅鑼の音とともに出港

乗船二日目、前日に引き続き晴天で子供

たちは６時に起床する。洗面、寝具整理の

後、デッキで朝の集いを行って学校旗など

を掲揚。朝食の後、本日の活動の説明を受

けて出港だ。

８時半、各班代表者が銅鑼を交代で叩い

て出港。対岸ではフローティング・スクー

ルの他の職員たちが旗を大きく振って見送

ってくれている。子供たちも負けずと手を

振って応える。船が回頭し、針路を北東に

向け機関出力がアップする。そうした船の

出港を、初めて体感しながら滋賀の宝の風

光明媚な琵琶湖を北上する。

ドラとの音とともに手を振って大津港を出港

盛りだくさんの環境学習

航海時間は約８時間。その間、盛りだく

さんの環境学習が予定されている。

琵琶湖大橋を通過した頃から始まる学習

は、琵琶湖の（透明度の）水調べ、プラン

クトンウォッチング、琵琶湖名産のシジミ

でのストラップ作りと水草でのしおり作り

の四つ。これらの学習は各班でローテーシ

ョンを組んで、船内・デッキと場所移動し

ながら行う。

顕微鏡を覗くとプランクトンがたくさん

水調べは、各地区で採取した水を先生た

ち手作りの長方形の器に入れて、「湖の子」

と記されたマークがどの位の距離まで読め

るか測る独特の機材で行う。子供たちは真

剣に距離を読み取り、データを記録する。

採取地域によって透明度は微妙に違い、や

はり湖北の学校近くの源流で採取した水は

透明度が一番高い。

プランクトンウォッチングでは、顕微鏡

のプレパラートに一滴落とされた琵琶湖の

水の中にびっしりと動くプランクトンが鮮

明に観察でき、ここでも子供たちから歓声

が上がる。前もって渡されていたテキスト

には、琵琶湖に生息する動植物各種のプラ

ンクトンが記されていて、それを参考に、

「発見」したプランクトン名を記録してい

く。

先生たちのアイディアが随所に

顕微鏡は１０数台用意されてあるが、それ

とは別にテレビ画面にも映るよう工夫され

ている。子供たちは、こうした画面を見な
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がら先生の説明を受ける。

シジミのストラップや水草でのしおり作

りも、仲良くなったばかりの他校の生徒と

協力しながら作業を進める。指導する先生

たちも楽しそうだ。

しかし子供たちの中には、学習障害や協

調障害などの発達障害の子もいる。そうし

た障害を抱える子どもにとって通常の校内

での指導と異なるが、非日常的な船内での

教育指導は効果があるようだ。

一通りの環境学習が終えるころ、「うみ

のこ」は、水深８０mの湖底から屹立する

白石の岩礁を一周。見る角度によっては１

～４つの岩に見える白石。子供たちは、琵

琶湖の不思議の一つに見入る。

さらに北上すると「神が住む」といわれ、

史跡と名勝の島・竹生島に接近、ここ

でも本船は島を一周して子供たちに見

せる。自分たちの住む、かけがいない

琵琶湖や恵まれた自然、これらの環境

を守り伝えることの必要性と歴史に触

れた２日間の体験学習航海は、終わろ

うとしている。

よ そ

「乗船経験を他府県の子ども達
にも」と

下船直前、子供たちには最後の学習

が待っている。廊下や学習室、居住区

や食堂、便所さらには木甲板に至るま

で、手分けして丹念に掃除する。

１４時３５分、予定通り「うみのこ」は

長浜港に着岸した。岸壁には保護者や

留守役の教員たち、そしてびわ湖フ

ローティングスクールが手配している

バスが待ち構えていた。

子ども達は、学校ごとに整列し、引率教

員から最後の説明を受け鈴木船長や乗組員

に明るくお礼をいって、分かれてそれぞれ

の学校に向かった。

乗組員や先生にお礼を行って下船する子ども達
よ そ

「こうした経験を他府県の子ども達にも、

させてあげたい」と、航海中に話してくれ

た養護教員の一言が印象に残った。

（巻末カラーグラビアに続く）
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海洋教育推進委員会の設立

海からの災害を受けながらも、海との関

わりによって生活文化を育み、豊かな人間

社会を形成してきたわが国において、海を

知り、持続的に利用していくことは今後の

大きな課題である。しかしわが国では、海

洋教育は広く普及しておらず、一般市民の

海や船への関心は必ずしも高くない。

また船舶海洋工学分野においては、海

事・海洋産業への就職を志す若者が減少し

続けており、次世代の育成が喫緊の課題と

なっている。このような状況を少しでも改

善する必要がある。

そこで日本船舶海洋工学会では２００５年７

月に、分野横断型の時限付き研究委員会で

ある「海洋教育ストラテジー研究委員会」

を設置した。

国内外の海洋教育の現状や方向性などに

関するさまざまな調査を行った結果、長期

的に海洋教育を実施する必要性が認識され

た。その結果２００８年５月に、学会の常設委

員会として、「海洋教育推進委員会」（Mari-

time Education and Culture Committee、

以下MECCという）を設立した。

MECCは大学、企業、官公庁、民間団

体などの約５０人の委員で構成されている

（図１）。各委員は、東部、関西、西部の

各支部に属しており、地域での海洋教育活

動も行っている。

また新たな海洋教育活動を企画するため

に、ワーキンググループを設置している。

活動の概要

委員会の活動は、主に①海洋教育フォー

ラムや海洋教育セミナーの開催、②青少年

向けの啓蒙活動、③新たな海洋教育活動の

企画に分けられる。以下に、それぞれの活

動の概要を述べる。

海洋教育フォーラムは、一般市民の海洋

教育の輪を広げることを目的として年に１

回開催している。

第１回海洋教育フォーラムは、海洋教育

推進委員会の設立を記念して、２００８年５月

１９日に開催された。海のさまざまな分野で

活躍されている７人の講師が講演され、委

員会の船出にふさわしい活発な議論が交わ

された（表１）。

第２回海洋教育フォーラムは、船の科学

館の協力を得て、「日本の海洋教育を考え

る―船長さんが語る海洋教育―」と題して

船舶海洋工学分野の教育の現状と今後の取り組み
公益社団法人 日本船舶海洋工学会

図１．日本船舶海洋工学会の海洋教育推進委員会の構成
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開会挨拶 浦環（日本船舶海洋工
学会副会長）

海洋教育への期待
（基調講演）

眞先正人（内閣官房総
合海洋政策本部）

今求められる「水圏環
境リテラシー教育」と
は？－伝統的「魚食文
化」と「科学」のメガ
ネで海を観る－

佐々木剛
（東京海洋大学）

JAMSTECにおける青
少年海洋教育活動

田代省三
（海洋研究開発機構）

船の科学館で開催して
いる海洋教育の普及活
動

小堀信幸
（船の科学館）

漕ぐということ。カヌー
による海洋教育の凄さ
－ハワイの州宝、ホク
レア号と海洋教育－

内田正洋
（海洋ジャーナリスト）

海で一年中遊ぼう！ ドジ井坂
（海遊びの仕掛け人）

夢、挑戦、人とのつな
がり
（特別講演）

白石康次郎
（海洋冒険家）

閉会挨拶 荒井誠（日本船舶海洋
工学会海洋教育普及推
進委員会委員長）

開催された。船から見た世界、海上での体

験学習の様子が臨場感を持って語られた。

第３回海洋教育フォーラムは、海・船・

魚のプロフェッショナルを講師として迎え

て、それぞれの仕事の魅力について語って

もらった。

第４回海洋教育フォーラムは、「みんな

で海を知ろう！！海のエネルギーを電気に

変える」と題して、近年、注目を浴びてい

る海洋エネルギーやその教育方法について

学ぶフォーラムとした（写真１）。

海洋教育セミナーは、主にMECCの委

員を対象としたものであり、東部支部で７

回（海洋教育ストラテジー研究委員会で開

催したものも含む）、関西支部で２回、西

部支部で２回開催された。

学生の視点から見た海洋教育活動、博物

館での海洋教育活動、教育現場の声、産学

官の海洋教育の見える化など、さまざまな

話題を取り上げてきた。

青少年啓蒙活動は、主に小中学生、高校

生を対象として、体験型の学習の機会を提

供するものであり、船舶海洋関連の大学が

中心となって実施している。実際の船の見

学、船の工作、施設公開、体験乗船、講義、

実験などの海洋教育プログラムを実施して

いる。各大学が独自の海洋教育プログラム

を構成し、各地域で特色のある活動を行っ

ている。

一部の活動は、日本造船工業会と当学会

との共同事業として実施している。また博

物館との共同事業の一環として、船の科学

館や日本科学博物館と共同で、「家でもで

きる水の実験」などを企画し、実験の実演

および講演を行った（写真２）。

これらの青少年啓蒙活動に加えて、高校

生、大学生などが水中ロボットの性能を競

い合う水中ロボットコンベンション、水中

ロボットフェスティバルを開催している。

また、大学生から若手の社会人を対象と

表１ 第１回海洋教育フォーラムの講演プログラム

写真１ 第４回海洋教育フォーラムのパネルディスカッションの
様子
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して、２泊３日の合宿形式で、船舶の性能・

運動分野および構造・材料分野のそれぞれ

の分野で、特別講義、基礎講義、ディスカ

ッションを行う夏の学校を実施している。

さらに新たな海洋教育活動を企画するた

めに、いくつかのワーキンググループを設

けて活動を行っている。例えば将来、多く

の市民が乗船を体験できるように、実習船

のコンセプトデザインおよび製作も含めた

乗船システムの開発を目指している。

その第一歩として、実習船を持つ水産高

校や海洋科学高校と連携して、全国産業教

育フェアで船などに係わる実験を実演して

いる。また科学館や博物館を対象としたア

ンケート調査を実施し、海洋教育、海事教

育の今後の方向性を調べるとともに、これ

らの施設との協働の可能性を模索している。

さらに子どもたちに実際の船や海洋構造

物を見てもらい、スケールを実感してもら

うことは、子どもたちに多くの刺激を与え

るものと期待される。そこで毎年夏休みに、

東部支部において造船所見学会を実施して

いる。

また海洋教育セミナーの一部として、同

様の見学会を実施している企業の担当者が

集まり、プログラムや課題の共有化につい

て情報交換を行う場を設けた。

フォーラムやセミナーの開催、および青

少年啓蒙活動は、限られた人数の市民に海

洋教育普及活動を行うものであるが、より

多くの市民に対して海や船に関する知識を

普及するために、ホームページや教材を作

成している。

ホームページでは、海洋教育に関するイ

ベント情報を収集し、リストアップするこ

とによって、各地域の市民の海洋教育イベ

ントへの参加を呼びかけている。また「海

の不思議箱」のコーナーを設け、海や船に

関する解説をイラスト付きで紹介している

（図２）。さらに、これまで学会の海洋教

育活動で使用してきた教材や、事例調査に

よって得られた教材をとりまとめ、教材集

を３巻発行した。海洋教育の現場で利用さ

れることを期待している。

図２ 「海の不思議箱」に掲載されたイラストの例

海洋教育活動の成果・課題と展望

当学会での活動は、概ね①海洋教育フ

ォーラム、セミナー、青少年啓蒙活動など

の市民参加型の海洋教育、②ホームページ

を通した海洋教育、③教材集による海洋教

育に分類される。

市民参加型の海洋教育は、講師と参加者

との間で対話できること、実際の海や船の

写真２ 国立科学博物館での水力で進む船の実演の様子
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大きさを体感できることなどの利点がある。

一方でこうした事は、多くのコストや労力

がかかり、参加人数も少数に限られる。

これまでのフォーラムやセミナーでは、

多くの一般市民が参加し、海洋教育の発展

に向けた価値のあるネットワークが構築さ

れた。しかし参加者が固定化されつつある

傾向も見られ、リピーターだけでなく、新

たに参加者を増やすべく広報活動に力を入

れる必要がある。

また、どの世代を対象とするか、海や船

に関する知識を普及するのか、海洋教育の

方法に焦点を置くのかなど、フォーラムや

セミナーの企画意図をより明確化する必要

がある。

青少年啓蒙活動としては、当学会で年間

に約２０のイベントを実施している。各イベ

ントの熟成度には違いがあるが、参加者に

あわせた海洋教育プログラムの作成と参加

者の募集方法が大きな課題となっている。

ただし年数を経るごとに認知度が増し、継

続して実施することの重要さを感じている

担当者も多い。

MECCでは、イベント担当者が交流で

きる会を設け、各団体の教育プログラムの

「見える化」をさらに推進し、教材の共有

化などによるイベント実施の効率化を図り

たいと考えている。

ホームページは、多くの市民に多くの情

報を提供できるツールである。海や船に関

する知識の提供に加えて、動画を利用した

乗船の疑似体験や、将来的には市民と

MECC委員との双方向通信も可能である。

ただし、市民からホームページへのアクセ

スを促す努力が必要である。現在は、MECC

の活動報告、海洋教育イベントリストと「海

の不思議箱」の掲載にとどまっているが、

長期的には動画などの魅力的なコンテンツ

を増やしていき、海洋教育に係わるポータ

ルサイトの構築を目指している。

教材は、学校の図書室や市民図書館など

に設置されれば、市民が直接的に触れる機

会が増える。ただし情報の提供者から市民

への一方向の情報伝達である。

MECCでは、海洋教育教材集を３巻作

成したが、各団体で実際に使用されている

教材を寄せ集めたのみである。今後は、海

洋教育の現場で利用される状況を意識して、

ライブラリ化を行う必要がある。例えば、

海洋基本法（第２８条）ならびに海洋基本計

画（第２部・１２）では、海洋教育が国策と

して重点的に推進されていくべきことと謳

われている。海洋政策研究財団では、各世

代別の「２１世紀の海洋教育に関するグラン

ドデザイン」において、海洋教育に関する

カリキュラムと単元計画を取り纏めている。

このような活動と協働し、MECCで取り

纏めた教材を学校の教育現場に普及してい

きたいと考えている。そのためには、専門

家と学校の教師との間を取り持つ教育支援

コーディネーターの協力も必要であろう。

おわりに

本報では、日本船舶海洋工学会の海洋教

育推進委員会（MECC）の活動の概略を紹

介したが、詳細については日本船舶海洋工

学会誌KANRIN、MECCホームページ

（http : //www．jasnaoe．or．jp/mecc/index．

html）においても随時報告しているので、

参照されたい。
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一般社団法人・日本船長協会は、わが国

における航洋船舶の船長、または船長の経

歴を有する者を正会員として組織されてい

る唯一の船長の団体です。

定款に『船長の見識の涵養と技術の研鑽

を行うと共に船長の職務に関する諸問題を

調査研究することにより、海運並びに海事

の発展に資すること』を定め、その活動促

進に努めています。

わが国外航海運の現場指揮者として、あ

るいは無官の外交官といわれて、世界の海

で活躍してきた先輩船長たちの偉業を踏襲

し、さらに研鑽に努め、志を同じくする船

長の集団として誇りを持ってわが国海運の

発展の為に尽くしてきた協会は、２０００年に

創立５０周年を迎え、その節目に当たる記念

事業の一つとして「船長、母校（母港）へ

帰る」が企画されました。

２万人余、１００校を超えた講演活動

この企画は、当協会会員の現役船長また

は船長経験者が学校に赴き、主として小学

校高学年と中学生を対象に海事関係意識の

普及推進と海洋環境保護意識の動機付けな

どを目的として海と船の話をするもので、

船長が自らの母校を訪れ講演を行う場合を

『船長、母校へ帰る』講演会とし、卒業生

に船長がいない学校で行う場合を『船長、

日本船長協会が取り組む海事思想の普及活動
一般社団法人日本船長協会常務理事

やまもと たけ し

山本 丈司
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海と船を語る』講演会として実施しており

ます。

これまで（２０１３年３月３１日現在）、小学

校７３校、中学校３６校、高校他８校で開催し、

ほぼ日本全国の都道府県にまたがっており、

聴講児童・生徒数も２万人に迫る状況で、

一部地域で反復開催要望が出るほど好評を

得ています。

子供達の反響

ここで、最近講演を聴いた子供達の感想

を一部紹介します。

「船長さんはやっぱりかっこいいと思い

ました。船長は、乗組員の命を預かってい

るので責任重大です。だけど、そのプレッ

シャーに負けず、やっているのは、やっぱ

りかっこいいです」

「お話の中で、人生は航海に例えられる、

待てば海路の日和ありという言葉で、人生

はつらいこともあるが、いいこともありま

す。私は先輩が勇気をくれたように思いま

した」

また当講演を実施した中学校の校長先生

からは、「卒業を真近に控え、自分の将来

について現実的に考えるヒントをいただけ

たのではないかと思います。世界の海につ

いての最新情報を交えて、分かり易くお話

いただき、大変感謝致します」とのお手紙

を頂きました。

このように順調に実施している当事業で

すが、開始から十余年経過したことを機に、

これまでの実績を取りまとめた報告書を作

成すると共に、変化する時代背景に対応す

るための必要な見直し（レビュー）を実施

する計画をしています。

今後も「子供達に海と船を語る」
事業を継続

レビューを実施する理由は次の通りです。

（１）関係者への謝意

当事業は、１０年以上の歴史、１１７校の実

績がありますが、これは多くの方々のご協

力のもとに成り立ったものです。

そこで、これまでの実績の取りまとめを

行い、報告書としてまとめ発表することに

よって、ご協力いただいた方々への謝意を

表すこととしました。

（２）時代背景の変化への対応

昨今、脱ゆとり、子供達の「海離れ」の

山本船長（筆者）講演
（青森港練習船「青雲丸」船上）

加速など、開始当時と時代背景が変化して

いることから、協会として講演方法の見直

しや、講演対象者の拡大など、事業見直し

の必要性を感じておりました。

一方、政府は２００７年７月２０日に、「海洋

に関する国民の理解と人材育成」を施策の

一つとして掲げた海洋基本法を施行し、さ

らに、それを果たすための海洋基本計画も

施行されました。

海洋基本計画は、おおむね５年毎に見直

しが行われますが、２０１２年３月２８日に開催
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された『第９０回海洋フォーラム』で海洋政

策財団から、「海洋基本計画をレビューし

た結果、海洋に関する学校教育は十分なさ

れていない」と発表されました。

当協会の事業は、これら海洋基本法、海

洋基本計画の施策の目的と方向性が合致し

ていることから、「国民の海洋への理解度

を深める為の努力が必要」との指摘を真摯

に受け止め、また、かねてから事業の見直

しの必要性も考えていたことも考慮し、事

業のレビューを行い、講演内容の再編や対

象者の拡大を図ることとしました。

「子供達に海と船を語る」事業は、歴史

も長く、好評なため当協会では極めて重要

な事業として位置付けております。今回の

レビューを通して、関係者への深い感謝の

意を示し、また、さらに好評を得られる講

演が実施できるよう入念に準備し内容を改

善・充実させていきたいと思います。

海事関係団体の連携も必要

わが国では、世界で唯一といわれる「海

の日」という国民の祝日が設定されている

にも関わらず、小中学校の教育課程に「海」

が無く、ひいては国民の海洋に関する理解

度が低いことが憂慮されます。

一方、周囲の海事関係団体で実施されて

いる「海事思想普及活動」を見渡しても連

携感に欠け、その効果・実態も疑問の余地

があります。

今後は、各関係団体が連絡を密にし、ベ

クトルを揃えてより一層「海洋に関する国

民の理解と人材育成」に邁進することが、

海運業界の後継者対策として有益であると

思量します。

Theory and Practice of Ship Handling
英語版「操船の理論と実際」
神戸大学名誉教授 井上 欣三 著

本書は２０１１年に出版された「操船の理論と実際」（２０１１年度日本海運集会所住田正一海事
奨励賞を受賞）を著者が英訳し、ネイティブとともに仕上げた英語版「Theory and Practice
of Ship Handling」（操船の理論と実際）。
わが国外航商船隊の９７％が外国人船員に運航されている現状の中、操船論は国籍を問わず

船長、航海土、そしてこれから海技士資格を取得しようとする者にとって、必ず学ばなけれ
ばならない教科のひとつである。
本書はそうした内外の読者に理解が届くよう、操船に関する科学的知識を踏まえ、海上で

「実際に船はどう動くのか」を実務的観点から詳細に解説している。また現場で有用な各種
船舶の操船性能をデータベース化し、操船シミュレーターでの研修にも役立つ内容となって
いる。近年の船型の多様化と大型化は著しく、そうした各種の技術革新にも対応している。
学生が学ぶためのテキストとして最適な内容であるのはもちろん、実務においても操船技

術の維持・向上に役立つ好著。
B５判・２９９ページ・定個５，２００円（税別）
発行所：〒１６０―００１２ 東京都新宿区南元町４―５１成山堂ピル
（株）成山堂書店TEL：０３（３３５７）５８６１ FAX：０３（３３５７）５８６７
E―mail : publisher@selzando．co．jp
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Ｂ＆Ｇ財団の取り組み

公益財団法人ブルーシー・アンド・グ

リーンランド財団（略称：Ｂ＆Ｇ財団）は、

スポーツを通じた青少年の心身の健全育成

と国民の健康づくりを目的とした事業を推

進するため、昭和４８年に設立。ボートレー

スの収益金によって全国４８０カ所の市町村

に艇庫、プール、体育館などで構成される

「Ｂ＆Ｇ海洋センター」施設を建設し、地

元自治体に無償譲渡してきました。

またスポーツ指導と施設の運営などを担

うＢ＆Ｇ指導員の養成事業も継続的に行い、

これまでに１万７０００人以上に及ぶ全国屈指

の海洋性スポーツ指導員組織を構築。

平成１０年からは、健康づくりプログラム

の開発・普及などを行うソフト事業にも力

を入れており、全国のＢ＆Ｇ海洋センター

では、幼児から高齢者までを対象にした「地

域の健康づくり」や青少年の健全育成をめ

ざす「海洋性レクリエーション活動」、「環

境学習」などのさまざまなプログラムを日

本財団の助成を受けて展開しています。

海洋教育を推進するため、青少年を対象

とした体験航海事業（B&G体験クルーズ）

では、これまでに５万人以上が参加。年齢

が異なる子どもたちが、船で集団生活を行

いながら“豊かな人間性”を養い、寄港地

で各種マリンスポーツや自然体験活動など

を楽しんできました（使用船の事情により、

平成２４年度をもって休止）。

当財団が平成２１年度に学習研究社に依頼

した調査によると、B&G体験クルーズを

はじめとする海や水辺の自然体験活動が、

子どもたちの自主性や自立心、社会性や学

習意欲の向上などに幅広く良い影響を与え

ていることが明らかになっています。

小笠原諸島父島を寄港地とした「Ｂ＆Ｇ体験クルーズ」

水に賢い子どもを育む
年間型活動プログラム（水プロ）
の実施

Ｂ＆Ｇ財団では、各種プログラムの開発

に着手するなかで、学校教育と連携した海

洋教育事業として「水に賢い子どもを育む

年間型活動プログラム（通称：水プロ）」

を、小学校の「総合的な学習の時間」に導

入・推進してきました。

カヌーやヨットなどの海洋性レクリエー

ションを含む“海や水辺の活動”はどうし

豊かな自然・海での体験が子どもたちをたくましく育てる
～水に賢い子どもを育む年間型活動プログラム（水プロ）～

公益財団法人 ブルーシー・アンド・グリーンランド財団
事業部海洋教育課 課長代理 小野田 智子
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ても夏場に偏りがちですが、「水プロ」は

年間を通して幅広く「水に関する活動・学

習」を学校の授業などで実施するものです。

その内容は、主に①体験プログラム ②

物づくりプログラム ③実験プログラム

④学習プログラム（環境学習・安全学習）

に分けることができます。これを自分たち

の地域の特性にあったプログラムに自由に

カスタマイズして実施します。

子どもたちは、地域の海や河川などに出

てカヌーなどのマリンスポーツ（体験）を

行うほか、そこに生息する動植物を観察（学

習）。またそこから発展し、水質調査など

を行い（実験）、海・河川で拾った貝殻や

ゴミなどを再利用したフォトフレームを作

る（物づくり）など、水辺の体験のみなら

ず社会や理科、図工など他教科とも結びつ

け、多角的に「水」について学習するとと

もに「地域」についても学びます。

こうした地域の海や河川など、水辺の自

然を教材として、体験・学習から楽しく学

ぶことにより、「環境保全の大切さ」や「郷

土愛」を育むとともに、探求的な学習を通

じて子どもの主体性や創造性を伸ばし「生

きる力」を育みます。

ルーツはニュージーランド

「水プロ」は、マリンスポーツが盛んな

オークランド市（ニュージーランド）の小

学校に導入されている「Waterwise（ウォー

ターワイズ）」という水辺の安全学習プロ

グラムがモデルとなっています。

その内容を参考に、日本の小学校の「総

合的な学習の時間」への導入をめざしてＢ

＆Ｇ財団が開発したのが「水プロ」で、平

成１６年度から各地の小学校が導入を開始。

平成２４年度は、北海道せたな町立瀬棚小

学校から九州鹿児島県南大隅町立大泊小学

校まで、全国１８の小学校で各種プログラム

が展開されました。

地元の海を改めて学ぶ

水プロの特長について

「水プロ」の運営の特長は、学校単位で

の活動だけでなく、Ｂ＆Ｇ海洋センターや

漁協など、地元の団体や水に関連する専門

家などと連携して実施することにあります。

特に、地元の専門家に“ゲストティーチ

ャー”として協力いただくことで、より専

門的な学習を行うことができ、子どもたち

の探究心を刺激しながら、地元を知り、地

元とのつながりを感じることができます。

海や河川など、水辺での体験学習は安全

面から学校教諭に敬遠されがちですが、「水

プロ」の実施にあたっては各種マリンス

ポーツ、水辺の活動ノウハウを身につけた

Ｂ＆Ｇ指導員などと連携することで安全面

への配慮が行き渡るようにしています。

もちろん、水辺の活動であることから、

水の事故を防ぐための“安全教育”もこの

プロラムの特長になっています。
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日本は、欧米諸国に比べて溺水事故の割

合が高い傾向にあり（溺死者数は英国の１２

倍、オランダの９倍／２００５年度WHO調査）、

子どもたち自身が自分の身を自分で守る

“自助意識”を高め、事故を未然に防ぐこ

とが大切です。

そのため、「水プロ」では、海や川に入る

ときの注意点や気象の知恵などを学ぶ一方、

万が一水に落ちた時の対処法として、着衣

泳やペットボトルを利用した浮遊の仕方や

救助法などを体験的に学習していきます。

また近年では、地域の避難経路を確認す

るなど防災意識向上のプログラムにも力を

注いでいます。

水に対して正しい知識を持ち（水に賢く）、

水と親しくなってもらいたい・・そのよう

な想いがこの「水に賢い子どもを育む年間

型活動プログラム」に込められています。

水辺の安全学習として着衣泳を体験

各小学校のプログラム例

実際に授業で行っている授業例を簡単に

紹介します。「水プロ」を導入している小

学校は、各地域の特性を活かしたさまざま

な内容のプログラムを取り入れています。

三重県伊賀市立大山田小学校は、「さま

ざまな自然と関わる体験を通して、人と人

とのつながりを子どもたち自身に実践させ

たい、また地域に出かけることによって地

域とのつながりを深め、地域を誇れる子ど

もにしたい」と「水プロ」を導入しました。

大山田小学校での年間授業例（４年生）
＜１学期＞

※カヌーと着衣泳体験（体験・安全学習）

ライフジャケットの大切さやバディ

（パートナー）の重要性など、水辺での活

動を安全に実施するためのルールと自分の

身は自分で守るセルフレスキューを学ぶ。

※地域の川の観察と生物採取（環境学習）

身近にある川をもっと知るため、実際に

川に出向き水量観察や生物採取などを体験。

改めて自然の多さに気づく。

＜２学期＞

※琵琶湖博物館の見学（環境・地域学習）

大山田地域と琵琶湖とのつながりや水族

館の展示方法を学ぶ。実際に自分たちでミ

ニ水族館も作った。

※林業体験と水源地調査（環境・地域学習）

川の源は山であり、きれいな川を守るた

めには森林を守り育てることが必要と学ぶ。

※浄水場の見学（環境学習）

自分たちの飲み水について浄水場を見学。

＜３学期＞

※ＥＭ団子作り（実験学習）

EM団子（有用微生物を土と練りこんだ

もので、水の浄化作用がある）を作って地

域の人たちが自然を守るために努力をして

いることを知り、今度は自分たちで出来る

ことを考えた。

※学習発表会（まとめ）

次の学年へと引き継ぐための学習発表会

を実施。
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こうして、１年間にわたり「水プロ」を

学んだ大山田小学校の児童たちは、「地域・

河川・自然」に対する興味、関心を高め、

そこに棲む動物や生物に目を向けることで

「環境保全の心」を養いました。

また地域の人や自然との出会いから、道

徳心を養い、豊かな人間形成を育むととも

に水辺の安全学習では、自分の命を守るこ

との大切さと同時に人の命、そして様々な

命の大切さを学びました。

大山田小学校 服部川での生物採取の様子

日本の海洋教育に対する課題

日本は、四周を海で囲まれている海洋国

であり、海からの恩恵を受けていながら海

について学ぶ機会が少ないのが現状です。

学校教育においても、かつては多く見られ

た臨海学校が、近年ではどんどん減少して

います。

同じ海に囲まれた国でありながら、日本

はオーストラリアやニュージーランドに比

べて国民の海に対する親しみや海への関心

は低く、また海に対する教育も充分ではあ

りません。

日本では「水辺は危険だから近寄るな」

という、いわば禁止型の教育が続けられて

きましたが、その背景には“親世代の自然

体験不足”もあり、子どもたちを海や水辺

から遠ざける一因になっていることが指摘

されています。

確かに自然の中での水辺体験には危険が

伴いますが、重要なことは、ただ単に危険

から遠ざかるのではなく“水辺や自然での

実体験を通じて、自然とどのように向き合

えば良いか”を知り、また“自分の身を守

るための意識を養い、必要な知識・技術を

習得する”ことなのです。

雨は山に蓄えられ、川となって大地を潤

し海に注ぎ、全ての生物に豊かな自然の恵

みを与えてくれます。海や水辺の活動は子

どもたちの感性を刺激し、多くのことを学

べる絶好の教材なのです。

B&G財団では、海に囲まれた日本だか

らこそ、もっと子どもたちに海や水辺に親

しんでもらいたいと、全国の「Ｂ＆Ｇ海洋

センター（施設）」や「Ｂ＆Ｇ海洋クラブ

（組織）」を通じて、子どもたちが水に触

れ、水に親しみ、水を学ぶ機会を提供して

います。

また、水の安全教育などのさらなる推進

を目的に全国１７，０００人で構成される日本最

大の海洋性レクリエーションの指導者組織

「Ｂ＆Ｇ全国指導者会」を平成２２年に設立。

お互いに活動情報を交換しながら、より密

度の濃い事業の推進を目指しています。

Ｂ＆Ｇ財団は、これからも全国のＢ＆Ｇ

海洋センターや自治体との連携を図りなが

ら、一人でも多くの子どもたちが、海や河

川などでの水辺の体験を通じ、豊かな人間

性を身につけ、心身ともにたくましく成長

することを願いながら、海洋教育事業を推

進していきます。
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海事産業全般の知識啓発を目的に

日本は四面を海に囲まれた島国でありな

がら、“海事産業”は国民にとって遠い存

在だ。当協会では、青少年を始めとする一

般国民に対し、海運、船員、造船、港湾、

港湾運送など海事産業全般の知識啓発を図

るため、乗船ウォッチング、施設見学会、

船や海に関するコンクールなど様々な広報

活動を展開している。

さらに具体的に海事産業を子どもたちに

知ってもらうには、どうすればよいか？

特に学校の授業において、教師に海事産業

の分野を取り上げてもらうことが最も効果

的なのだろう。しかし残念ながら現状は「学

習指導要領」（文部科学省告示）や教科書に

おいて、海事産業の重要性について指導す

るようには記述されていない。現行の「小

学校学習指導要領」は、平成２０年３月２８日

に告示され、平成２３年４月１日に施行され

たばかりで、「工業生産を支える貿易や運輸

などの働き……は国民生活を支える重要な

役割を果たしている」と触れられているの

み。これまでの状況から見て、次の改訂時

期は、平成３０年を過ぎた頃になると思われ

る。もちろん、学習指導要領や教科書の改

訂は重要だが、違う方法で、直接教育現場

において、海事産業の重要性が取り上げら

れるようにできないか―。そんな発想から、

次に述べる副教材の作成事業は始まった。

日本海事広報協会では、日本海事セン

ター、日本内航海運組合総連合会、日本造

船工業会、日本港運協会の協力を得て、平

成２３・２４年度の２カ年にわたり「小・中学

校における副教材による海事教育の推進事

業」（以下「副教材事業」という）を、広

島県呉市の小学校において展開。引き続き

平成２５年度もそれを増刷し、同市小学校の

子どもたちに配布する予定となっている。

教育現場と一体となって

ただ、海事産業を知ってもらうために資

料や副教材を製作し、学校に対して一方的

に送ることは今までどの業界もやってきた

こと。学校には同じような副教材が何十冊

も送られてくるという。実際に現場教師に

授業で活用してもらわなくては意味がない。

私たちは、この点について再検討した。

制作したものを全国にばらまくのではなく、

特定の港湾都市において、現場教師に副教

材の編集に直接携わってもらい、「社会」

や「総合的な学習の時間」の授業の中で、

製作にかかわった教師を始めとするその地

域の教師に、これを活用した授業を行って

もらえないかと考えた。

実施都市を決めるに当たっては、多くの

海事産業が立地し、しかも本事業に協力的

な都市を選ばなくてはいけない。平成２３年

度に先立ち、前述した協力団体および国土

交通省海事局海事人材政策課による中央企

海運と船と港の役割を伝える
副教材による海事教育の推進事業

公益財団法人 日本海事広報協会 速水美恵子
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画委員会を開催。

副教材の編集方

針をはじめ、実

施対象都市、実

施対象学年の選

定などの基本方

針を策定した。

対象は、授業

で貿易や運輸を

学ぶ小学５年を

中心とした小学校高学年。副教材として児

童用テキスト、教師用指導書およびワーク

ブックの３点セットを制作。

副教材の内容には海事産業を子どもたち

が身近に感じるようにと、その地域の特色

も入れる。当協会では前もって、地方の海

事広報協会に候補都市の選定・調整をお願

いしてきた。

副教材事業は呉市から始まった

その結果、呉市が造船を中心とした海事

都市であること、そして本事業について市

長のご理解があることから、第１回目の副

教材事業の実施都市を呉市と決定した。

平成２３年６月に、当協会理事長の豊島が

呉市の小村和年市長を訪ね、正式に本事業

の協力依頼をした。小村市長には本事業の

趣旨に賛同していただくとともに協力も快

諾していただき、さらにその場で呉市教育

委員会に連絡も入れていただいた。その足

で教育委員会に挨拶に行き、本事業の趣旨

を説明。こうして、副教材事業は呉市にお

いて本格的にスタートを切った。

前述したとおり、本事業の特長は、現場

教師に副教材の編集に参加してもらうこと。

呉市教育委員会で、本事業の編集委員会の

メンバーを推薦していただく。メンバーは

同市立小学校教育研究会社会科部会（以下

「社会科部会」という）から校長１人、教

師３人、そして同市教育委員会から１人の

合計５人となった。

第１回呉市編集委員会を同年８月に開催。

この日はまず同編集委員会メンバーに海事

産業の現場を体感してもらうことで副教材

の内容に反映させたいと、IHI MU呉工場

（現・ジャパン マリンユナイテッド）の

見学会を行った。

ヘルメットをかぶり、広大な造船所を見

学。人の手ならではの繊細な職人技の“ぎょ

う鉄作業”（船体の丸みを出すための曲げ加

工）、それとは正反対に、船台では、ダイナ

ミックなブロック搭載作業が繰り広げられ

る。教師たちの目にはこのような海事産業

がどのように映っただろうか。

試行錯誤を経て

見学会終了後の編集委員会では、事務局

で製作した副教材（児童用テキスト）案を

協議。編集委員からは、「情報量が多すぎ

る。これでは子どもが処理できない」、「海

事産業のすべてを入れたいのは分かるが、

一度に学ばせるには無理がある」、「“外航”、

“内航”など言葉が難しい」、「一般の教師

が新しい項目に取り組むのは難しい。まず、

教師が読んで楽しいものにしなくては」な

どの手厳しい意見が出た。

私たちが始めに提案したものは、“授業で

は使ってもらえない”ものだったのである。

また、ゼロからのスタート。私たちは、と

くに「教科書に沿った内容の副教材が、授

児童用テキストの表紙
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業で使いやすい」とい

う意見を参考に、改め

て編集案を考え直した。

①主に小学５年生の社

会の教科書（教育出

版）の単元「工業生産

を支える人々」の内容

に関連付けて、編集し

直す。さらに４～６年

生も使用できるように

編集する。

②児童用テキストの内

容を絞り、その分教師用指導書を充実させる。

「工業生産を支える人々」の単元では、

工業生産を支える貿易や運輸の働きなどを

授業で扱うものとして、学習指導要領で指

導されている。

教科書では、自動車生産の流れにそって、

日本で自動車がどのようにつくられている

か、完成した自動車が自動車専用船によっ

て（ここで船が出てくる！）各地へ運ばれ

ていくまでを記載。

しかし、自動車をつくるために必要な原

料はどこから、何で、日本に運ばれてくる

のかが何一つ記載されていない。

自動車生産の輸入・輸出を通して
海運・港湾・造船産業を知る

そこで、自動車生産の輸入・輸出にかか

わる船の働きを入れることとした。

①日本で生産される自動車の部品をつくる

原料は、船によって外国から運ばれてくる。

②その部品は、日本の自動車工場で加工さ

れ自動車が完成する。

③自動車専用船に自動車を運転して積み込

む港湾運送の仕事の紹介。

④その船を運航しているのは船員の仕事。

⑤完成自動車は、自動車専用船によって国

内（内航）と外国（外航）へ輸出されている。

造船のページは、呉市の造船所の協力を

全面的に得て制作。イラストをふんだんに

使用し、例えば呉の造船所と“マツダスタ

ジアム”（広島市にある広島東洋カープの

本拠地）との広さを比較、大型ドックの容

積は、プールの何杯分になるかなど、目で

楽しめることを意識した。

地域のページでは、呉港全域の大きな写

真から、臨海施設を紹介。子どもたちに自

分の住む港の近くには製紙工場や製鉄所が

あり、それぞれの原料は船で運ばれている

ことがわかるように意識した。

児童用テキストに基づき、教師用指導書

とワークブックを制作。指導書を制作する

のも、本事業の特長の一つだ。指導書では

各ページの中央に児童用テキストの各ペー

ジの縮尺版を配し、その傍らにそれぞれ、

①学習のねらい、②指導のポイント、③本

文解説、④発展学習のヒント、⑤トピック
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ス、⑥データを入れ、教師が海事産業につ

いて授業をしやすいように工夫した。

２３年度に１年間かけて制作した副教材３

点セットだが、２４年度はそれを実際の授業

で活用してもらうために、事業を進めた。

２４年５月末に市内小学校の４年生以上の

全児童向けに制作した副教材を各校宛に配

布。それに先立ち４月に社会科部会総会、

５月に呉市校長役員会の場に赴き、副教材

を授業で活用してもらうようお願いした。

そして初の試みである副教材を使ったモ

デル授業の実施に向けて動く。副教材を手

にしてどのように活用するか、具体例とし

て、教師の方々にモデル授業を見てもらう

のだ。「工業生産を支える人々」の単元を

学ぶのは９月以降。それまでに、当協会の

ホームページにモデル授業の映像をアップ

しなくては意味がない。

編集委員のメンバーの一人である室賀先

生が、ちょうど５年を受け持つことになっ

たことで、快くモデル授業を引き受けてい

ただく。７月初めのモデル授業の撮影に向

けて、打ち合わせを行った。「児童に海事

産業が日本の工業生産を支えていることに

気づかせる」ことを目標に、指導案も製作

してもらう。当協会のホームページにモデ

ル授業の映像を公開したのは、８月末日。

ぜひ、こちらのページを見ていただきたい。
http : //www．kaijipr．or．jp/educational/index．html

１２月にはアンケートを実施。戻ってきた

アンケート結果は、私たちにとって、うれ

しい結果だった。その一部を紹介しよう。

《教師から》
◎日本にとって海事産業は重要であるが、

子どもの身近なものに感じられないので、

今後積極的に扱っていきたい。

◎呉をとりあげてわかりやすく作られた資

料なので、社会科だけでなく、キャリア教

育（子どもたちの将来の仕事へ向けた教

育）や総合的な学習の時間等でも活用した

いと思います。

◎副教材を使った授業の様子を実際に動画

で見られることはあまりないので、大変参

考になった。

◎継続して提供していただけるとありがた

いです。

《子どもたちから》
◎船の役割がわかった。船はぼくたちの生

活に欠かせないことがわかった。

◎船や港で働くたくさんの人々がいろいろ

な活躍をしているのがわかって勉強になっ

た。

◎今まで船に興味がなかったが、もっと知

りたくなった。

現在、副教材事業は平成２５・２６年度事業

として、場所を倉敷市に移し、調整してい

るところだ。

平成２５年４月に見直された海洋基本計画

にも「海洋に関する教育の推進」として「海

洋関連の副教材の作成の促進」がうたわれ

ている。

本事業は、一過性のものではなく地道に

一歩ずつ海事産業のことを広めていく事業

だ。まだまだ課題もつきない。しかしこれ

からも協力団体とともに海事産業の重要さ

が子どもたちに浸透するように力を尽くし

ていきたい。

そして本事業が将来、海事産業に携わる

人材育成につながればと考えている。
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商船教育の到達点とその特徴

商船教育は船舶運航の学術つまり商船学

を教えることをその内容としている。それ

は海運業界の日本人船舶職員の需要の高ま

りとの関連では限りなく船員教育（船をい

かに動かすかという技能伝授）に近くなる

が、学校教育法１条校の真理（学術）探究

機関に位置づけられ、戦後の商船学研究は

一段と高度化していったのである。その頂

点は、商船学博士課程（１９９７年の商船大学）

と国際流通学科（１９９６年の富山商船高専、

北前船経営のエッセンスをとりいれた文系

学科）の誕生である。

商船学は航海学と舶用機関学からなり、

その学理の特徴は第一に、海洋という自然

航路、大量運搬対応の大型・制御技術、長

期間の航行可能な自己完結性の三要素によ

って規定された技術学であること。第二に、

それは不均等な技術発展を背景に、道具と

最先端技術を混在させた船舶技術で、しか

も予測不可能な側面を持つ海洋現象などに

船舶運航は大きな影響を受けること。その

ため、船長以下、多数の乗組員の協業でカ

バーしなければならない領域が多い。それ

に対応できる資質育成のため、寮制度と帆

船実習、さらに卒業後の海上における乗船

経験の積み重ねで、シーマンシップに磨き

がかけられる仕組みが維持されてきた。

第三に、グローバル経済社会の展開に伴

い、リーダーとしての外航船長には国際的

動向の把握や船舶運航の経営経済的思考力

そして多国籍乗組員との共生社会づくり実

践力の必要性がより強化されてきている。

ここに日本の商船教育は学際的で総合的

（設計、維持、管理）技術学および新シー

マンシップという資質に担保される海洋市

民（シテイズンシップ）的教育に近づいた

といい得る。

しかし２１世紀に入り、市場競争原理導入

による選択と集中の戦略的大学づくりが展

開され、“商船”大学は他大学と合併して

海洋工学部や海事科学部となり、富山商船

高専は工業高専と合併して、それぞれ“商

船”の名称が消えた。

そして、学校運営も独立行政法人という

一つの経営組織となり（学部自治ではなく）、

その内部で既存の伝統的学問（理学、工学、

農学、水産学など）との競争下で、海に関

した新たな学問形成に乗り出した感じ（今

のところ海洋開発志向）を強くしている。

しかし、その新学問は、一定の段階に到達

した“商船学”のエッセンスを取り入れざ

るを得ないことは新カリキュラムを見ても

明らかで、本論のタイトルを“商船教育に

よる……”としたことは有意義なことだと

思っている。

日本海側・富山での様々な挑戦

ここに紹介するいくつかの事例は商船学

商船教育による海洋市民の育くみ
～日本海側・富山での試み～
富山商船高専名誉教授・元富山大学教授 雨宮 洋司
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なかでも航海学のエッセンスを踏まえて日

本海側・富山の地で実践した“海洋市民育

み”の試みである。それは研究室を飛び出

して筆者自身が主体的に関わってきたもの

で、このような試みが継続されることによ

り、国連海洋法条約の趣旨を真に支える海

洋市民が育っていくものと思っている。

①帆船海王丸の富山新港への誘致と
シーマンシップのシンポジューム開催
富山新港入口にある海王丸パークの核に

なっているのが初代帆船海王丸であり、工

場のための港湾から市民が憩う港湾空間を

備えた港へ舵を切った証になっている。当

地への帆船誘致実現に奔走したのが、バイ

船（北前船）時代の船頭代表の家系を持つ

当時の市長であり、筆者はそのような大型

帆船が持つ魅力について、前述の商船学の

技術的三要素に由来するかたちで、「蒸気

船との競争の中で到達した最高の技術的結

晶であって、“Beauty、Nature，Challenge”

の三要素からなる海のロマンそのものであ

る」と説明した。

誘致以来、毎月１～２回、多くの市民が

そこに集まって、マストに登り、ロープを

引っ張り、２９枚の帆を展帆して、海洋市民

としての意気込みを誇示する光景が２５年近

くも続けられている。

こうしたことを背景に、２０１０年には富山

県（日本海学推進機構）主催の県民対象シ

ンポジューム“シーマンシップに学ぶ暮し

の知恵と共生社会のリーダー像”が開催さ

れ、海と船が教える本当の人間力とは何

か？について議論が行われた。

②市民協働みなとまちづくりの模索
富山新港のあるところは元々潟湖があっ

た場所であり、そこから西へ内川という河

川が延びている。川の一帯は北前船主、廻

船問屋や網元の家が集積していたところで

あり、現在もその周辺は海とともに歩んで

きた特色あるまちなみが残され、漁業基地

にもなっている。

近代港湾の富山新港・背後地に進出した

多数の企業群と日本海側のみなとまちの原

風景・内川周辺の町並みとを一体化して考

え、これからの新“みなとまちづくり”の

契機にすべく、散策にも便利な絵地図作成

とそれを利用したみなとガイド育成事業

（みなとガイド塾）をそこの住民と共に立

ち上げて４年目になる。

これは自分達が住んでいる郷土は、古来、

海上交通の要所であり、その痕跡も残って

いること、他方、これまで日本海側の主要

な近代港湾づくり（新産業都市港湾から日

本海側拠点港湾）への挑戦もしてきている

ことをあらためて認識し、これからの新“み

なとまちづくり”に一石を投じようとする

市民協働の事業である。

ここにおいても、“海から郷土を眺め”て、

“海の自然を生かし、チャレンジ精神を持

った歴史ある美しいみなとまち”をつくる

ことをその目標に据えており、これも商船

国際ビジネス学科学生の展帆作業（舘教授提供）
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学（航海学）の社会的適用の例になると思

っている。

③環日本海学科の新設と商船学エッ
センスの取り入れ
新湊のバイ船関係者達が、明治後半に取

り組んだ近代化路線のひとつが新湊甲種商

船学校（旧富山商船高専）の設立であった。

昭和５年には，地方商船学校のための大

型帆船海王丸と日本丸建造の実現にもこぎ

つけている。１９８０年代以降、航海、機関学

科（海部門）の縮小と陸上向け工業系学科

への改組が富山商船高専でも続いていたが、

１９９６年に商船教育の流れを組んだ国際流通

学科という新学科増設が行われた。

それは９０年代に入ってからの日本海の雪

解け（冷戦の終結）に対応した地元富山県

の環日本海時代推進の自治体外交に、富山

商船高専（文科省）側が呼応したものであ

り、船を使っての商売や北洋漁場の開発と

いう地元の人達が取り組んできた海人魂を

呼び起こすのに十分なものがあった。

この新学科は海上商人としての地元活動

史を念頭に、現代的国際ビジネスパースン

育成を目標に置き、次の三つの特徴を持っ

た教科群を柱に据えた。①英語の他にロシ

ア語、ハングル、中国語のひとつを選択し

て二カ国語を必修とする。②校内練習船や

カッターを使っての海洋実習（近年は保存

係留中の帆船海王丸での展帆実習もある）

を教科として取り入れ、この学科の全専任

教員の海洋実習も義務づけた。③在学中、

英語圏（オーストラリア）のほか、環日本

海諸国（ロシア、中国、韓国）での異文化

体験学習を必修としたことなどである。

なお当初は③の環日本海諸国での異文化

学習は、学校所有の練習船若潮丸（２３１ト

ン）を利用して、海洋実習を兼ねて、対岸

諸国の商船（海洋）大学を訪問して学生交

流を図る予定であったが、実現は出来なか

った（なぜ校内練習船の有効利用は不可能

なのか？その要因を洗い出す必要がある）。

結局、富山空港からウラジオストク、大

連、ソウルへの直行便を利用する１カ月の

異文化体験実習へと切り替わって今日に至

っている。いずれにしてもこの新学科は、

困難を乗りこえ、新シーマンシップへの接

近を試みたものということができる。

異文化学習でのロシア人家庭訪問（宮崎准教授提供）

以上は、富山商船高専における商船教育

の広がりの実例であり、それは現場（下）

からの提案を中央（文科省）が受け止めて

実現したものであり、このような積み重ね

の継続こそが、海に囲まれた日本における、

真の海洋市民の核づくりになるはずである。

それは、このところ力説されている海洋

開発政策を支える主要な原動力になるもの

であり、これからの海洋教育展開にあたっ

ての貴重な実践例とされなければならない。

２００７年の富山工業高専との合併後、その

学科名は“国際ビジネス学科”へと改称さ

れたが、上述の三つの特徴点は是非とも継

承していってもらいたいと願っている。

④共生に向けた環日本海域の学校間
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交流の深まり
国際流通学科の環日本海域異文化交流の

実践経験は、その後、富山大学の教育学部

（現人間発達科学部）およびその附属小学

校でも活かされることになる。

一つ目は、教育学部の学生達を上記三カ

国の大学（ロシア・ネヴェルスキー海洋大

学、韓国・キョンヒ大学、中国・大連海事

大学、いずれも附属（小）学校がある）へ

送り、異文化体験カリキュラム（その地の

歴史と言語の授業、学生間交流と家庭訪問、

小学校での教育実習）を１０日間程度行うと

いうものであって、互いの共通言語は英語

になる。短期間にもかかわらず、両国の若

者が意気投合するのは早く、“習うより慣

れよ”が証明された。

二つ目は、富山県（日本海政策課）の支

援を受けて、富山大学付属小学校のイニシ

アチブで、四カ国の附属小学校教員が互い

の小学校に出向いて、それぞれの国の子ど

も達に授業（音楽、図画工作、社会、体育

など）を行うという画期的な取り組みであ

る。そこでの共通言語も英語としたが、教

室での授業展開にあたっては、言葉を最小

限にするため、教材の工夫こそが最大のポ

イントになった。

この実践を通して分かった重要な点は、

子ども達を惹きつける授業が出来る（力の

ある）教員には国境は存在しないというこ

とであった。このような授業交流が実現し

た背景を精査して言えることは、担当した

当該大学人（学長や校長）およびその組織

にはある共通点が備わっていたということ

である。それはリアリズムを根底においた、

共生社会の理解、国際的感性、チャレンジ

精神などの三点（シーマンシップの諸要

素）が存在していたと思われるのである。

ネヴェルスキー海洋大学は、ソ連崩壊後

に新設された様々な諸学科と既存の伝統的

商船系諸学科を包含した大学全体のアイデ

ンティティ（新針路）模索を学長や一般教

員も学生と共に大学の大型練習帆船（ナジ

ェジダ号）に乗り組み、遠洋航海の各寄港

地で様々な交流を通して考えており、その

附属小学校も音

楽や絵画を柱に

した感性教育を

行うなどユニー

クな取り組みを

している。

大連海事大学

とその附属学校

も大転換期にあ

ったが、海員魂

的な組織的対応（官僚臭さの少なさ）が感

じられた。

キョンヒ大学とその附属学校は国連主義

を標榜し、それを諸活動に活かしている学

校ということで、前二者の海洋・海事大学

と同様、自由な気風であふれていたといえる。
参考資料 :①「商船学の基礎とその社会的適用」海事産業研究所
報386号1998.8、②「海洋大学における商船学の位置づけ」
日本航海学会誌66号、1980.12 ③「海を越えた心のキャッ
チボール」富山大学出版会 2007.3

日本の先生による音楽科授業（中国・大連）

韓国の先生による社会科授業（富山大
学附属小学校）
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驚きの連続だった着任の頃

私は普通高校を卒業し、教員になってか

らの２２年間も普通高校にばかり勤務してき

たため、高校＝普通科という思いこみが出

来上がっていた。だから異動によって、生

まれて初めて実業高校（水産高校）の教員

となった時には、戸惑いも大きかったが、

好奇心も刺激された。

最初に強い印象を受けたのは、赴任した

直後に行われた「乗船式」だっただろう。

高校生が漁船に乗り、６０日間かけてマグロ

を捕りながらハワイを往復してくる。しか

も、その直前の学校に、なんのドタバタも

ない。

普通高校であれば、３泊４日の通り一遍

の関西修学旅行でさえ、学年集会、しおり

作成、特設ホームルームによる自主研修の

計画など、相当のドタバタがあるものであ

る。日数にしても、活動内容にしても、普

通の修学旅行とは比較にならない大規模な

実習が、これほどさりげなく始まるという

のは、いったいどういうことなのだろう、

との驚きが大きかった。

この日以来、私は、水産高校の中で行わ

れることを特に注意深く観察し、積極的に

参加するようになった。その結果、地引き

網を引いての魚類観察、泊まりがけでの定

置網実習、金華山沖での漁場調査、遠洋航

海実習の準備となる北海道への短期航海、

ウニやナマコの種苗生産、缶詰、干物とい

った水産加工品作りなど、普通高校でなら

「特殊」で「大規模」なイベントが、淡々

延々と日常的に行われている学校であるこ

と、必ずしも船乗りを養成するだけではな

く、幅の広い総合実業高校であることなど

が分かってきた。新しい水産加工食品の開

発や魚介類の養殖、資源調査などで、日常

の学習と研究活動が直結している点も面白

いと思った。

先生や家族に見守られての出港式

水産教育の現状と問題

現在、私が勤務する宮城県水産高等学校

には講師を含めると５０人あまりの教員がい

て、約４００人の生徒が在籍している。定員

は４８０人であるが、石巻地区の過疎化の影

響などもあって慢性的に定員割れを起こす

上、不本意入学などによる中退者も出るた

めに、常に約２クラス分の欠員がある。し

かも、１年次３クラスの海洋総合科を、２

年次より４類型に分けることなどあって、

私が見た水産高校の現状と課題
宮城県水産高等学校 教諭 平居 高志
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ひとクラス当たりの生徒数は少なく、２０人

以下になることさえある。ほどよい少人数

教育を行うことが出来ることは喜ばしい。

しかしながら、毎年定員割れが続いてい

るという現実は、決して喜ぶべきことでは

ない。そこには、単純に過疎化や不本意入

学というだけでは済まない様々な問題があ

るように思われる。

一つは高学歴化だ。大学進学率が上昇す

れば、普通科志向が強まる。水産高校から

でも大学進学は可能だし、むしろ「水産高

校枠」を使えば有利な場合さえある（公務

員も同様）。

しかし一般には、大学に進学するのであ

れば、普通高校にと考えるのが自然である。

普通科進学率が上昇することで、主体的に

考えず、ぼんやりと生活している中学生は、

なんとなく普通科に進む、という状況が生

じているようだ。

不本意入学、すなわち水産や海洋環境、

食品について学びたいという積極的な動機

ではなく、成績の輪切りによって高校を選

択した、目的意識を持たない生徒の増加は、

その結果であろう。

もう一つは、軟弱化だ。漁業は３Ｋある

いは５Ｋといわれる。遠洋に出れば、携帯

電話も通じない。そのような職場環境を若

者は嫌う。実際には、水産高校を出ても、

必ず船に乗るわけではないし、「六次産業

化」に表れているとおり、水産業も幅の広

い産業分野である。漁業が不振だと言われ

る今日においてなお、船に乗れば、大卒を

もしのぐ際だった高収入が得られるという

魅力もある。だが、それらのことを知らず、

「水産高校＝漁業＝船に乗る＝つらい」と

いう思い込みによって、水産高校を避ける

生徒は多いようだ。

入学後の問題としては、学校の萎縮とい

うことがある。

最近は、教育現場に限らず、何か問題が

発生すれば、責任が非常に厳しく追及され

る。それは異常といってもよいほどだ。そ

れによって学校も萎縮し、とにかく事故を

起こさないことだけが最優先になりかねな

い状況がある。

予防にはキリがないという性質がある。

事故を起こさないことを重要視しすぎた結

果、実習の内容も及び腰となり、座学が増

えるといった現象が起きているような気が

する。

東日本大震災が発生したことで、「また

大津波が来たらどうする？」という想定を

絶えず迫られることは、その不都合を加速

させた。命に危険が及ぶような非常事態が

発生する可能性（確率）と、学習の日常性

を考えると、行きすぎた防災対策はたいへ

んデメリットが大きいと感じられる。

そもそも水産業は、自然を相手とするの

で、多少のリスクは避けられない。体で仕

事を憶える世界であり、座学に馴染まない

生徒も多いことから、学校の萎縮は他の学

丹精に育てたウニの放流
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校以上に教育効果のマイナスに直結するだ

ろう。

さらに、水産高校と直結している水産業

にも、色々と困った問題が発生している。

産業構造と食生活の変化

日本における産業構造の変化を見てみる

と、統計上最も古いデータである１９２０（大

正９）年には、第１次産業：第２次産業：

第３次産業の比率は５３．８：２０．５：２３．７であ

るのに対して、１９５０（昭和２５）年頃から第

１次産業の衰退が顕著となり、私が見た限

りで最新のデータである２００７（平成１７）年

には、同＝５．１：２５．９：６７．３となっていて、

第１次産業が極端に衰退し、第３次産業が

肥大したことが、はっきりと見て取れる。

日本人の食生活＝食文化にも重要な変化

が認められる。もともと日本人にとって魚

介類は最も重要なタンパク源であった。し

かし、日本人一人当たりの魚介類と畜肉類

の摂取量の経年変化を見てみると、２００６年

頃に両者の関係が逆転するや、その差が急

速に拡大している。

しかし人間が生物として、「食べる」こ

とを全ての基礎とし、その上に立って各種

活動を成り立たせていることを考えると、

食糧自給率がカロリーベースで４０％に満た

ないわが国で、第一次産業の地位が低下す

ることは、非常に危険なことである。

世界第６位のＥＥＺを持つ一方で、農耕

地を確保することが難しく、家畜飼料さえ

輸入に頼らなければならない国土の特性を

考えると、タンパク源を海産物から畜産物

に移行させることも不合理だ。

水産業の可能性

第一次産業そのものが地位低下を起こし

ている上に、魚介類が食卓から減少してい

るとなると、水産業に関わる人々が明るい

展望を持てるわけがない。しかし、地球温

暖化と歩調を合わせる形で激化している自

然災害、特に砂漠化は、私たち生物として

の人間が「食べる」ことの可能性を脅かし

つつある。

よく知られるとおり、地球の表面積のう

ち、陸は３０％、海は７０％である。世界の人々

が魚食の可能性に着目して、開発に取り組

んだ場合、海の持つ潜在的可能性は非常に

高いと言える。

『もしドラ』（岩崎夏海・著『もし高校

野球の女子マネージャーがドラッカーの

「マネジメント」を読んだら』ダイヤモン

ド社、２００９年）のベストセラー化で、一般

レベルでも有名になった経営学の始祖Ｐ・

ドラッカーは、１９９９年、Ｐ・センゲとの対

談において、今後３０年間で最も重要な新し

い産業として「水産養殖業」を挙げている

（『ＤＶＤだからわかるドラッカーのマネ

ジメント理論』宝島社、２０１１年）。

また昨年の夏に、被災地支援の一環とし

楽しくもあるが厳しいカッター訓練
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て招待され、アメリカの水産業の実態を視

察した本校教諭は、「これからは水産業の

時代だ」という言葉を繰り返し耳にしたと

言っている。

日本において水産業は、長期的に見た場

合、非常に有望な産業分野であると思われ

る。海洋環境が水産高校の守備範囲であり、

それがトレンドな分野であることも言うま

でもない。

今後に向けて
食の重要性をもっと大切に

生物としての基本＝「食べる」ことが軽

視されてよいわけがない。しかし、学校も

含めて、今の世の中には、食べられること

は当たり前で、その前提に立って何をする

かという意識に満ちているように見える。

子どもに「夢」を語らせても「食べる」

ことから遠いことほど人間的で、美しく輝

かしいと考えているのではないかと思わさ

れる。

さすがに水産高校生ともなれば、自分た

ちの専門を職業と結びつけて考えるように

なるが、普通高校で生徒の語る「夢」は、

第三次産業との関係が深く、中でもスポー

ツ（インストラクター、トレーナー、マネ

ジメントを含む）や芸術（ファッション、

各種デザインを含む）に関わるものが多い。

販売員を希望していても、扱いたいのはそ

れらと関係するものだ。中学校でも同様の

傾向があるようだ。

少なくとも、そのような意識を学校が後

押しするのはよくない。むしろ学校は、そ

のような価値観を問い直し、生物の基本と

しての食の重要性をもっと大切にし、それ

と職業におい

て関わること

を格好悪いと

か、夢がない

などと決して

思うことのな

い教育を施し

ていくべきで

あろうと思う。

その上で、

水産高校は、

魚食文化の維

持発展、船舶や港湾流通のプロを育てる形

で、水産業全体の底上げに寄与し、日本人

の食生活を支えていくことが必要だ。

とはいえ、私は一介の普通科教員に過ぎ

ない。私がそこで果たすべき役割とは何だ

ろうか？

それは水産高校と水産業の姿を、中学生

を中心とする多くの人々に伝えることだと

思っている。前述の通り、水産高校や水産

業に対する思い込みや偏見は根強い。自分

が見聞きしたことを語りながら、水産高校

が決して船乗りになるためだけの学校では

ない総合実業高校であるということ、水産

業には非常に大きな可能性があるというこ

とを、中学生を中心とする多くの人に伝え、

水産高校だけではなく、広く日本の食問題

について考えるきっかけを作っていきたい。

普通高校から異動して、新鮮な驚きを持

ってそれらを見た自分、専門分野にとらわ

れず、いろいろな学科・類型をつまみ食い

的に見て歩くことが出来る自分だからこそ、

それが出来るということもあるのではない

かと思っている。

執筆者が、水産高校に着任して数々の驚
きと感動をつづった著作
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海運のグローバル化に対応する
世界海事大学

欧州を拠点とし、世界中から集まる海の

専門家に修士レベルの海事専門教育と研究

の場を提供する世界海事大学（World Mari-

time University、以下WMUという）ほ

どユニークな教育機関は他にあるまい。

北欧スウェーデンの南端マルメに位置し、

国連の専門機関である国際海事機関（IMO）

が、１９８３年に設立した修士号（MSc）や博

士号（PhD）を取得するための大学院大学

で、学生のバックグラウンドも船員出身者

や海事局の若手エリートなどさまざまだ。

彼らは、アジア・アフリカ・南米・東欧

の出身者が多く、さらに個性豊かな教授陣

の国籍もバラエティに富んでいる。WMU

の学生は、すでに社会人として、海・船に

関わる仕事を経ており、各自の職歴に特化

した知識・経験は豊富だ。毎年１００人前後

が入学し、多くは母国の政府や海運会社か

ら奨学金を得ている。

中でも海洋政策研究財団（Ocaen Policy

Research Foundation, OPRF）が支援する

「ササカワフェロー」たちは、日本財団の

強いバックアップのもと、各学年の２５％以

上を占めている。

実践的・専門的な校外研修
フィールドスタディ

WMUでは、通常の講義に加え、専門性

に応じたフィールドスタディと呼ばれる校

外研修への参加が必須となっている。期間

は数日から１週間程度で、スウェーデン国

内から南米チリまで、専門に応じて訪問先

は異なる。

私が専攻するMSEA※（Maritime Safety

& Environmental Administration）では、

ドイツ、デンマーク、スウェーデンでのフ

ィールドスタディを終え、今後は韓国、ト

ルコ、マルタへ訪問する予定である（３月

末現在）。

フィールドスタディは、貴重な学びの場

であるのはもちろん、この研修を通じて仲

間との絆が深まり、卒業後も活かせる世界

的な人脈や海事ネットワークを構築する良

い機会である。本稿では、数あるフィール

ドスタディのひとつ、ドイツ訪問から最新

の船員教育の現場を紹介する。

ドイツで学んだ防火訓練

ドイツのロストック（ワーネミュンデ）

には ISV（Institute for Security Technol-

ogy / Maritime Safety Association）とい

う防火訓練用の体験施設がある。

ここでは、消火器の型式承認に始まり、

陸上運送者の訓練も請け負っているが、防

欧州における海事専門教育の事例
世界海事大学 修士課程２年 深澤 あずさ
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火に関わる業務の大半は海事に関連してい

る。

ドイツのフィールドスタディでは、ISV

の訓練を簡略化した形で体験することがで

きた。

救助班は４人編成で、機関室に取り残さ

れてどこかで倒れているであろう仲間を救

出するというシナリオを与えられた。

オーバーオールに着替え、空気ボンベを

背負って救助訓練の準備ができた。このと

き感じたのは、いつか私がポートステート

コントロールで、対象船舶における船員の

操練不足を指摘する立場になったとして、

自分で実際に空気ボンベを背負ったことが

なければ判断を間違うおそれがあるという

ことである。つまりボンベを逆さに（バル

ブを下向きに）背負えていないのは、一度

も触ったことのない人（あるいはきちんと

教わったことのない人）なので、ファイヤー

ドリルを本当に行っているかどうかの判断

材料となる。

次にマスクを装着、マスクの口（弁）に

手をあて息を吸うと陰圧になり顔の輪郭に

マスクのゴムの縁がピタッと吸い付くのが

わかる。ボンベの残量をちらちら見ながら、

マスク内で呼吸を保つのはなかなか難しい。

現場実感の重要性
シミュレーション・トレーニング

救助の装備ができたところで、（本来は

まず避難場所に集まり、総員点呼で全員の

安否確認、仲間の不在報告、救助指示の手

順）機関室を模した二階建ての建屋の屋上

から階段を降りていく。

思いのほか、ステップが急で狭い。下り

階段は後ろ向きになって進むのだそうだ。

本番さながらのシミュレーションで白煙を

焚かれ、通路幅の右端に立つと左側は見え

ないほど。視界不良のため、ダミー人形の

「仲間」を見落としそうになる。

このため右手で壁を伝いながら室内を一

筆書きの要領で回り、トーチの心許ない明

かりを頼りに、煙と熱を避けて低い位置や

隅の方に身を潜めているであろう仲間を探

すのだ。一方、わが隊の先頭は速いペース

で進んで行ってしまう。チームワークもコ

ミュニケーションも緊急事態においては、

特に大切である。

救助訓練に臨む筆者：左

ISV の見学では、普段馴染みのない道具

の使い方についても学んだ。例えば、フラ

ッシュオーバー（部屋にたまった可燃性ガ

スの引火により爆発的に室内全体が炎に包

まれる現象）の危険回避には、開扉の前に

ドイツの防火訓練施設を見学・体験
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充分に水をかけて温度を下げる。そのため

のツルハシ（先端が鋭利なハンマー型の開

孔器で、消火栓のノズルを接続して噴霧で

きる優れもの）の実演も行われた。

普段ハンマーを振り回すことはないので、

力いっぱい打ちつけても弾かれてしまう。

コンテナの壁のペラペラの鉄板でも結構固

いものだと実感した。

近年、船員の教育訓練にも IT化の波で、

コンピュータを使ったシミュレーション・

トレーニング（CBT）の質の向上が注目

されている。ドイツの各種訓練施設でも

CBTが取り入れられており、本番さなが

らのシナリオや、ゲーム感覚で異なる問題

に対処する能力を試すことができ、何度も

自分のペースで反復練習できる点が高く評

価されている。

しかし、その一方で訓練には現場で実感

を伴う生の経験が不可欠だと感じた。

今後は、双方の手法の利点を活かした海

事教育訓練カリキュラムの構成が重要にな

ってくるだろう。

次に紹介するのは、大人というよりむし

ろ子どもを対象とした海事教育の現場とし

て、スウェーデンの事例を報告する。

スウェーデンにおける
海洋・海事教育

WMUのあるマルメ市内の西、海岸沿い

にある SEA―U Marine Science Centre

（SEA―U）海洋科学センターは、「海を身

近に」をコンセプトに、子どもから大人ま

でさまざまな年齢層を対象に環境・自然・

文化そして海に関する教育と経験の機会を

提供している。その名称には「SEA―Uで

会いましょう（See you！）」の思いが込

められているに違いない。

地理的にも近隣に位置するWMUと

SEA―Uは、昨年末に教育協力の理解に関

する覚書を交わし、広く深く海のこと、特

に海洋環境を学ぶ場を提供する相互協力を

５年間約束することで合意した。

見学会は随時予約制で行われており、大

人も子どもも時間を忘れて未知の世界と対

面できる。

初めに SEA―Uのスタッフによるプレゼ

ンテーションと自慢の水槽が披露され、ウ

ェーダーギア（ズボン・靴が胸まで一続き

になったゴム製の衣服：胴長靴）に着替え

て、海の中を覗き込んだ。捕獲生物の観察

用に顕微鏡が備えられ、教員の知識を高め

るための資料もウェブ経由で提供されてい

る。

海の中をのぞいてみる子ども

SEA―Uの専門スタッフは、海洋生物学

者、教師、写真家、研究者などさまざまな

分野のエキスパートから構成されている。

SEA―U独自の海洋教育学は、マルメ大

学との共同研究の対象になっており、「子

どもたちをアウトドアに連れ出し、本物で

実態のある経験をさせる」ことをモットー

にしている。
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SEA―Uはさまざまな子どもたちを受け

入れており、車椅子使用者や知的障がい者

も海に親しんでいる。持続可能な海洋環境

教育のアプローチは数々の賞を受賞してお

り、近年ではアフリカ南部のナミビアの大

統領が SEA―Uの専門家を招待して、地元

での教育指導を行った。

SEA―Uの特筆すべき点は、地元の学校

とのコラボレーションにある。子どもの海

洋教育を目的としながら、結果的に先生自

身が海洋教育に関する知識や情熱を高め、

環境保護への関心を強めている。

SEA―Uのイニシアティブは大きくメデ

ィアにも取り上げられ、地元の学校からの

評判も良い。SEA―Uとのコラボレーショ

ンを望む学校は増加しており、需要が拡大

していることから、現在のこじんまりした

建物から４倍の面積の新しい建物へ移転を

始めたところである。

様々な海洋教育を実践する
スウェーデンの事例

SEA―U以外にも、スウェーデンでは子

ども向けの海洋教育がさかんだ。スウェー

デン西岸を中心に、昔の船を展示した海洋

博物館や水族館があり、小学生や中学生は

学校が主催する見学会を通じて、海や船に

関する知識を学んでいる。

こうしたフォーマルな海洋教育とは別に、

スウェーデンではスポーツ・フィッシング

がさかんで、個人が子どもたちに海や魚の

話をするインフォーマルな海洋教育もおこ

なわれている。

彼らはスウェーデン・スポーツフィッシ

ング協会に所属し、レクリエーションとし

て釣りを楽しむかたわら、行政とは無関係

に、全くの個人ベースで魚釣りの基本や楽

しみ方を概ね８～１２歳の子どもを対象に指

導している。基本的に、趣味の範囲内であ

るため、釣った魚は写真を撮って、海に帰

すのが彼らの流儀だ。同協会には、会員が

釣った魚の大きさ、重さ、場所、日時に関

する大規模なデータベースがある。

一方、古くからヨットに親しんできたス

ウェーデン国民にとって、一人乗りの小型

ボートを含め、休日のセーリングが趣味と

いうのは珍しいことではない。

WMUの近くでは、Linhamnという町

にヨットクラブがあり、およそ１０～１２歳、

そしてさらに上の年齢の子どもたちが参加

している。

海洋教育を通じた
環境保護意識の確立

スウェーデン国民が海洋教育に関心が深

いのは何故だろうか。日本と同じ海洋国家

であり、魚をよく食べる国民だと言われて

いる。特に南部ではうなぎを食する（蒲焼

より燻製が主ではある）という点に関して

も日本人と似ているかもしれない。

古くから人や物資の運搬も海上輸送に依

存してきた国である。加えて近年は海に関

わる余暇の関心が高まり、環境保護への注

目度は非常に高い。

海に親しみつつ環境を守っていこうとい

う意識は、大人から子どもに着実に受け継

がれている。

※MSEAは４つある専攻のうちの１つで、海の安全と環境につい

て学ぶ。他には法律・政策（MLP）、港湾管理（SPM）、教育訓

練（MET）を学ぶコースがある。
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あらすじ

これは事実に基づい

て作られた映画である。

リドリー・スコット監

督、ラルゴ・エンター

テインメント作品で

１９９６年に配給された。

帆船「アルバトロス

号」にアメリカ各地か

ら集まってきた高校生

が７か月の訓練航海を

する物語である。バミューダ島を１９６０年１０

月２９日に出帆し、小アンチール諸島を巡っ

たのち、パナマを抜けてガラパゴス諸島に

行く。ここでは約２か月滞在して、生態の

勉強をする。その後再びパナマを経由して、

最後の寄港地であるメキシコのユカタン半

島でマヤ文明に接するのである。

この間、青春の真っただ中の訓練生は心

身共に鍛えられ、たくましく育っていく。

いよいよ最後の仕上げとして航海も後１

カ月残すだけとなった。ユカタン半島を出

たアルバトロス号はバハマのナッソーに向

けてメキシコ湾を東に進んで行く。途中で
すい か

反カストロ派の艦艇に誰何されるハプニン

グを経験しながら航海は順調に進む。

そして１９６１年５月２日の朝、運命の日を

迎えるのである。皆はすでに目覚めており

当直交代の準備やら朝食の準備、そして各

自思い思いの準備に追われていた。天候は

まずまずであった。

思いがけず突然、伝説の嵐ホワイト・ス

コールが船を襲った。急激に傾く船体に立

て直す暇もなく、９０°横倒しになり、そし

てやがて沈没してしまうのである。

アルバトロス号

帆船「アルバトロス号」はオーシャン・

アカデミー社所有の２本マストの全長２７ｍ、

スチール船体のブリガンティン型帆船（前

檣：横帆、後檣：縦帆）。

１９２１年オランダで建造され、当初水先案

内用として、第二次世界大戦ではドイツ軍

のUボートへの無線連絡用として使われ

た。その後、１９５４年に個人に渡った後、上

記の会社に引き取られることとなった。ア

ルバトロスとは、アホウドリを意味する。

映画「ホワイト・スコール（白い嵐）」より学ぶ気象と海難

海技大学校名誉教授 福地 章
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高校生の海洋学校

同社は、高校生を対象に募集し、

アルバトロス号で訓練をする海洋学

校である。今回は１５人の生徒が集め

られた。

５人の職員は、船員であるととも

に教員資格を持っている。スキッ

パー（船長）は夫婦で乗船しており、

妻は医師の資格も持っている。

船では、高校の仲間から遅れない

ように授業時間がしっかりと組まれ

ている。停泊中は、主として授業を

行い、航海中は航海術の勉強と次の

港までに仕上げる課題が与えられる。

ただ８カ月も学校を留守にするので、

１年留年は覚悟しなくてはならない。

航海当直は、一班４～５人で当番に当た

り４時間交代の労働となる。

たとえ留年しても、セールトレーニング

から得られるものは大きい。つまり自然環

境を知りチャレンジ精神をつかむこと。

チームワークの中から他人への思いやりを

学び、リーダーシップを育むというもので

ある。

魅力にあふれる航海の日々

早い者は、出航の１カ月前にバミューダ

島で合流し、職員と共に船内整備や出航準

備に取り組んだ。

生意気盛りの訓練生の共同生活ではいた

ずらあり、ちょっとした争いがあるのは当

たりまえといえようか。

いよいよ準備も整い、１０月２９日にバミ

ューダを出港して南下しながら、小アンテ

ィル諸島の各島を訪れるのである。これら

の島々は、１７世紀後半から１８世紀前半にわ

たる植民地戦争の結果、オランダ、フラン

ス、イギリスの植民地大国で分割統治され

たため、１日も航海すれば、オランダ語圏、

フランス語圏、そして英語圏を次々に経験

することとなる。

多くの西インド諸島には、征服者が残し

た古い要塞やもろもろの廃墟があって、少

年達の冒険心を満たしてくれるのであった。

また、熱帯の海は泳いだり、浜辺で日光浴

をしたり、素潜りや水中銃での魚獲りが彼

らをとりこにしてしまう。何百万もの色鮮

やかな小魚もいれば、サメやバラクーダ、

ロブスターなどとサンゴ礁の海は海洋生物

の宝庫だ。

キュラソーでは、地元ラジオ局に招かれ

て出演したり、TVでのインタビューに応

じたりして忙しい時を過ごす。また、特に
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楽しかったのは大学のファッション・シ

ョーやダンス・パーティに招かれ女子大生

との交流を持ったことである。

やがてパナマを抜けてから太平洋に出る

と、やや長い航海をしてガラパゴス諸島に

着いた。ここは独自の小さな世界があり、

この島独特の奇妙な生き物が住んでおり、

ダーウィンの学説で有名である。ここに２

か月滞在し、おのおの生物学の研究に携わ

ることになる。

そして再び、パナマを抜けて最後の寄港

地、メキシコのユカタン半島のプログレソ

に帰港した。ここはマヤ文明が多く残され

たところで廃墟になった都市の寺院、柱、

壊れた彫像そしてピラミッドと見どころが

多い。この頃になると、スキッパーの授業

のおかげで、ガイドのスペイン語の説明を

ほとんどの訓練生がついていけるようにな

っていた。

いよいよ出航の日が迫ってきた。メリダ

の町で仲間と共に最後のおみやげを買い求

めたのである。

ホワイト・スコール（白い嵐）の
襲来で一気に横転

４月２９日プログレソを出港した。バミ

ューダで合流してから７カ月、乗船してか

ら６カ月が過ぎようとしていた。訓練生は

過酷な状況下でも、冷静な判断と敏速な

チームワークで一つ一つを乗り越え、彼ら

の顔には涙や笑顔が浮かんでいく。青春期

から大人への扉を開きかけた少年達は一生

誇れる素晴らしい体験を得たのである。

この後は、バハマのナッソーへ向かい、

ここで船での最後の試験がある。そして、

あとは最後の寄港地コネチカットへ向けて

進むだけだ。６月４日がその到着日である。

５月２日の朝７時半、船はフロリダから

２９０ｋｍ沖を走っていた。訓練生が「天気

はどうですか」とスキッパーに尋ねると「そ

う悪くないね」と答える。「どんよりとし

て、時化てきた。北の方が荒れ模様になっ

ているかもしれん」。

２０分後、空は曇り、雲行きが怪しくなっ

た。しかし雨は降っていない。

８時、突然雷鳴と共に近くで落雷があっ

た。このとき後方からの弱い風で帆はフル

セイルになった。

８時半、空は一転、にわかに掻き曇って

真っ暗になる。風の変化はなく、雨は降っ

ていない。数百ｍ先の海面がうねうねと盛

り上がっているのがわかった。

すると突然の大雨が襲ってきた。しかし、

このとき何の不安も感じなかった。そして

数分後、雨が小降りとなって突然、前触れ

もなく、「白い嵐」による風が吹きつけた

かと思う間もなく船が危険な角度で傾き始

め、船の右舷半分が水に浸かってしまう。

一度再直立するが、浸水が多く船を立て直

すことができなくなった。

船内の人間は不意をつかれたうえ、海水

がものすごい勢いで押し寄せたので、キャ

ビンの中は数秒で水浸しになった。近くの

出口から脱出しろというスクランブル（緊

急脱出命令）がかかった。

船上では一艘のロングボートを切り離し、

もう一艘が水中から浮上してきて二艘にな

った。ボートに避難して外を見ると、どん

より曇った空で冷たい雨が降っていた。や

がて船は沈没し、閉じ込められたスキッ
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パーの妻と料理人、そして訓練生４人が犠

牲となったのである。

漂流の翌日は、晴れて、気温が上がって

きた。朝７時半、貨物船「グラン・リオ」（オ

ランダ船籍）が漂流者を発見、救助した。

ホワイト・スコールは
ダウン・バーストだった

今ではこのホワイト・スコール（白い

嵐）はダウン・バーストによってもたらさ

れたものであるといわれる。しかし、この

時代ではダウン・バーストはまだ知られて

いなかった。世の中に問われるようになっ

たのは１９７６年以降のことで、研究の結果、

ダウン・バーストと命名されることとなる。

ダウン・バーストとは積乱雲によって起

こされ、冷やされて重くなった強い下降気

流が、地面に吹き降りた後、激しく発散し

て突風となり周囲に吹きだしていく現象で

ある。

時代背景

１９６０年～１９６１年の時代背景を見てみよう。

１９５９年、キューバでフィデル・カストロの

革命政権が誕生した。１９６１年、アメリカ支

援のもとでカストロ革命政権の再転覆を試

みたピッグス湾事件が起こるが、カストロ

が勝利しこの後、社会主義宣言がなされた。

アメリカはジョン・F・ケネディ大統領

の時代である。

映画は当時訓練生として参加していたチ

ャック・ギーグが、仲間の死を悲しみ、い

つまでも記憶にとどめておくべく書いた本

「White Squall」をもとに、３０年以上経っ

た１９９６年に、リドリー・スコット監督によ

って映画化されたものである。

エピローグ

この原稿を書き終えた４月２６日、私とス

キッパーの二人は、３２ft のクルージング・

ヨットで瀬戸内海の家島群島の南から小豆

島の福田に向かって航海していた。

空は薄日が差したり、曇ったりの天気で、

艇は風力３～４の風を受けて順調に走って

いた。天気予報は、“西日本は上空に寒気

が入り、日本海側を中心ににわか雨が降る。

気温は低め”であった。

以下、スキッパー（S）と私（M）の会話。

（S）「あそこの雲、黒いなー」

やがて閃光が一閃して雷が鳴る。

（M）「ダウン・バーストありかな」

（S）「えっ？」

（M）「吹きおろして拡がる風」

（S）「えっ？」。

そして、スキッパーがジブに手をかけ

セールを緩めるのとほとんど同時に強風を

受け、艇があっと言う間に大きく傾き舷側

でピチピチ跳ねる海水。背中から雨まじり

の雹がたたきつけてきた。

私の握る舵は効かず、８０°近く傾いた状

態がしばらく続いたがどうしようもない。

やがてどうにか艇が水平にもどったが、積

乱雲が過ぎる間の３０分位は不規則な風に帆

がバタバタと暴れていた。水中転落のこと

を考えると、防水の携帯電話を所持するこ

とや仲間と家族に対する定時連絡の必要性

を痛感したものである。油断大敵、今ここ

で大いに反省しているのである。
＜参考文献＞
１．「白い嵐 －アルバトロス号最後の航海 ―」チャック・ギー
グ・著、岡山 徹・訳、株式会社ソニー・マガジンズ

２．「気象科学事典」日本気象学会・編、東京書籍
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一般財団法人 日本気象協会
気象予報士・防災士・環境カウンセラー 富沢 勝

日本最初の天気図と暴風警報の発表

今年２０１３年は、わが国で天気図が作成さ

れた１８８３（明治１６）年３月１日から１３０年

目の節目です。そして日本最初の暴風警報、

１８８３（明治１６）年５月２６日の発表からもや

はり、１３０年目です。

当時の資料からこのあたりを記してみた

いと思います。

明治新政府は、日本を近代化するにあた

り、諸外国との交易などで海洋の重要性を

認識し、船舶を安全に運行させることを考

えました。そのための気象観測から天気図

作成へと至るのですが、天気図作成の第一

の目的は、暴風警報を出すことでした。

日本最初の暴風警報

１８８３（明治１６）年５月２６日

晴雨計ハ前８時間ニ多ク沈下セリ
なかんずく

就中四国及内海ヲ最トス 而シテ低度ノ

部位ハ高知ト宮崎ノ間ニ在リテ南西部ニ於

イテハ軟ヨリ和ニ至ル速度ノ旋風（低度ノ

中心ノ周囲ヲ回旋スル風）吹ケリ 降雨ノ

部位ハ東方ニ移リタリ 高知ニ於テハ前２４

時間ニ１０２「ミリメートル」）ノ雨量アリ

天気ハ北海道ノ外一般ニ陰鬱ニシテ中央部

及津軽海峡ハ温暖ナリ 沿海ノ各地方ヘ警

報ヲ発セリ（晴雨計＝気圧計のこと）
（注）下記天気図の破線で囲まれた部分は気圧の低い所で、低気圧
と考えてよく、これが南岸沿いを東よりに進むと予想したのでした。

図-1 明治16年5月26日午前6時（京都時）
提供：気象庁

図-2 明治16年5月26日午後2時（京都時）
提供：気象庁
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天気図の前段に記したものが、日本で最

初の暴風警報を出した気象概況で、天気図

の情報また気象観測（雨量観測など）で高

知において２４時間に１０２ミリの大雨が降っ

たこと、各地測候所からの報告などから暴

風警報発表に至ったのでした。

破線の所を追跡していきますと高知県の

すぐ南沖から、近畿および東海地方を通り

関東地方の東沖にかけておよそ８００km位

の距離を約１６時間かけて、東寄りに進んで

いることがわかります。この南岸を東寄り

に進んだ「低気圧」の移動速度は、時速約

５０kmと推定できます。この暴風警報は見

事に適中し気象観測、天気図作成、暴風警

報発表の重要性が認識されました。

予報・警報に対するクニッピング（日本

の気象事業確立に寄与したお雇い外国人）

の考え方は、「内務省地理局東京気象台天

気図ノ記」に出ています。

このパンフレットは英文と和文の両方で

書かれたもので、天気図発行の１カ月後、

すなわち１８８３（明治１６）年４月に各地方測

候所に配布されたものです。

「凡ソ天気ノ変化ハ偶然起ルニ非ズ又単ニ

一地方ヲ限ルニ非ラスシテ更ニ広遠ナル地
がい

方ヲ蓋シテ暫次一様ニ起ルモノナリ 又暴

風ノ１回起リシトキハ其鎮静スル迠ハ必ラ

ス他処ニ移動スルモノナリ 是等ノ事実ア

ルニ依リテ警報及ビ予報ヲ発シ得ルモノト

ス…以下略」

この暴風警報第一号が翌年、１８８４（明治

１７）年６月１日の最初の天気予報（「全国

一般風ノ向キハ定リナシ天気ハ変リ易シ但

シ雨天勝チ」）へつながるのでした。

天気図の作成時刻

明治時代の当初の天気図作成時刻には必

ず京都時と記されています。当時は京都や

東京の地方時が日本の標準時としての地位

を占めていました。東経１３５度の明石を標

準時としたのは、１８８４（明治１７）年のロン

ドンでの国際会議からで、各国はイギリス

のグリニッジ天文台における地方時と１時

間の整数倍の時刻を採用することとした。

以後、天気図作成時刻も明石が標準時と

いう採用が決まったのです。

筆者の調べではわが国の天気図から「京

都時」という文字が消えたのは１８８８（明治

２１）年１月１日からでした。

(参考文献など)「気象百年史」編集 気象庁 発行 日本気象学会
気象庁HPから組織・制度、歴史 「天気予報いまむかし」
股野宏志著 成山堂書店

なお２０１３（平成２５）年現在の気象警報

には大雨、洪水、大雪、暴風、暴風雪、

波浪、高潮の７つの警報があります。

図-3 明治16年5月26日午後10時（京都時）
提供：気象庁 破線で囲んだ所は低気圧
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海上交通センターの
さらなる充実・強化の施策

海上保安庁は、昭和５２年東京湾海上交通

センターの設置をはじめ、船舶交通がふく

そうする東京湾、伊勢湾および瀬戸内海に

おいて、これまで全国７カ所に海上交通セ

ンター（VTS : Vessel Traffic Services）

を設置し、レーダーおよび船舶自動識別装

置（AIS : Automatic Identification System）

を活用して航行船舶の動静の把握、船舶の

安全な航行に必要な情報や大型船舶の航路

入港間隔の調整を行うとともに、航路およ

びその周辺海域に配備している巡視船艇な

どとの連携により、不適切な航行をする船

舶に対する指導などを実施しています。

また、平成２２年７月には運用管制官が従

来から実施していた情報提供に加え、航法

の遵守および危険防止のための勧告、視界

不良時における航路外待機指示の権限など

を新たに付与した港則法および海上交通安

全法を一部改正する法律が施行されたこと

により、運用管制官は、十分な専門知識や

経験に基づき、これまで以上に複雑かつ高

度な判断が必要な業務に従事しています。

国際標準に合致した
資格認定制度の導入

諸外国においては、国際海事機関（IMO）

および国際航路標識協会（IALA）による

運用管制官の技能の認定などに関する国際

標準が制定されており、米国、カナダ、シ

ンガポールなどの海運先進国においては、

同標準に則った資格認定制度を運用してい

ます。

わが国においては、これまで運用管制官

の水準を確保するために、各海上交通セン

ター職員による職場内研修のみでこれに対

応していました。

このため運用管制官の知識および技能の

統一的な付与ならびに維持向上を図り、国

際標準に則った研修制度を確立するために、

海上保安学校門司分校において平成２１年か

ら順次、運用者、指導者および監督者のレ

ベル毎に分けた専門的研修を開始していま

す。

運用者に対する研修は、国際基準・関係

法令などについて一定レベルの技能、知識

を付与することにより、現場における研修

を効果的なものとし、運用者に必要な資格

を早期に取得させることを目的としていま

す。

指導者に対する研修は、運用者などの職

場における研修計画の立案、研修資料の準

海上交通センター運用管制官における教育体制の確立
海上保安庁交通部安全課

大阪湾海上交通センター（２０１０年撮影）

海保だより
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備、研修の進捗状況、知識・技能の修得状

況の確認、必要な支援を行うなど指導者と

して必要な知識・技能を習得させることを

目的としています。

監督者は、運用管制官を指揮・総括する

能力や法の施行に伴う高度な判断が求めら

れることから、その研修は必要な知識、指

揮監督、当直班内の連携能力を涵養する能

力などを習得させることを目的としていま

す。

このような研修体制が確立したことから、

平成２４年に IALAに対し、わが国の研修

体制が国際標準を満たしていることを上申

し、平成２４年４月承認を受けました。

これにより、同年以降資格認定審査に合

格した運用管制官に対し、海上保安庁交通

部長から国際標準に則った認定証を交付し

ています。

海上保安庁交通部長からの認定証

資格認定後においても、毎年１回の審査

が義務付けられており、運用管制官の能力

の維持向上が図られています。

訓練用シミュレーターを
活用した訓練

船舶運航者などにおいては、BRM

（Bridge Resource Management）訓練と

して、操船シミュレーターを使用した模擬

船橋に海難原因となる様々な状況を設定し、

乗組員のチームワーク、情報の共有、対処

能力の維持向上を図り、ヒューマンエラー

による海難の防止を目的とした訓練が実施

されていますが、海上交通センターにおい

ても、運用管制業務にかかる訓練用シミュ

レーターを活用した訓練を実施しています。

この訓練は、実際の運用卓と同じ状況に

運用管制官（プレーヤー）を数名配置し、

別室の指導者（コントローラー）が事前に

作成したシナリオを基に海上交通ルールに

違反して航行する船舶や機関故障船舶など

を発生させ、プレーヤー側が一体となり、

情報共有を図りながら、想定事案に対応し、

海難の発生などを防止するものです。

本訓練により、緊急事案における運用管

制官個人およびチームとしての対応能力の

向上が図られ、海難減少に大きく寄与して

います。

海上保安庁では、こうした教育体制によ

り運用管制官の能力向上を図り、今後も船

舶交通の安全確保に努めて行くこととして

います。

関門海峡海上交通センターによる訓練状況
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海難事故を防止するには、船舶所有者、

運航者をはじめとする海事関係者、漁業関

係者、マリンレジャー関係者など、船舶の

運航に直接関わる人たち以外にも、海運、

漁業活動の恩恵を享受している国民一般に

対し、海難防止思想の普及と理解を深める

ことが必要です。

そこで海上保安庁、（公財）海上保安協

会、（公社）日本海難防止協会では、毎年

７月１６日から３１日までの１６日間、「海難ゼ

ロへの願い」をスローガンに官民一体とな

って『全国海難防止強調運動』を実施して

います。さらに今年は本運動の推進に親し

みやすいサブタイトル“海の事故ゼロキャ

ンペーン”を用いて一層の浸透を図ります。

平成２５年度の『全国海難防止強調運動』

は、３月５日に「全国海難防止強調運動実

行委員会」が開催され、本年の実施計画が

策定されました。

実行委員会は、日本船長協会、日本船主

協会、日本旅客船協会、日本気象協会、日

本内航海運組合総連合会、大日本水産会、

全日本海員組合、日本海事広報協会、日本

マリーナ・ビーチ協会、日本セーリング連

盟、日本海洋少年団連盟、日本小型船舶検

査機構、船員災害防止協会、日本海洋レジ

ャー安全・振興協会などの海事関係の民間

団体と国土交通省、海上保安庁、水産庁な

どの関係官庁が一堂に会し、海難を減少さ

せるにはどうするべきか、効果的な海難防

止活動を進めるにはいかにすべきかなどに

ついて、官民が一体となって議論する場で

あり、その事務局を日本海難防止協会が務

めています。

本運動の実施計画の策定にあたっては、

第９次交通安全基本計画における海上交通

分野の目標と海難などの分析データを考慮

し、原則３年間の「重点事項」を定めてお

り、本年度は平成２３年度から実施している

重点事項、①「見張りの徹底及び船舶間コ

ミュニケーションの促進」②「小型船の安

全対策の徹底」を実施して３年目となりま

す。

また重点事項にかかる具体的な対応策と

して推進項目を定めており、これは運動に

対する効果評価を行い、毎年度見直しをし

ています。

本年度の推進項目は、重点事項①「見張

りの徹底及び船舶間コミュニケーションの

促進」については、具体的項目として（イ）

平成２５年度全国海難防止強調運動実施計画について

公益社団法人 日本海難防止協会 企画国際部

海難事故ゼロ キャンペーン

海上安全教室
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常時適切な見張りの徹底、（ロ）船舶間コミ

ュニケーションの促進、を揚げています。

重点事項②「小型船の安全対策の徹底」

については、（イ）発航前点検の徹底《プレ

ジャーボート》、（ロ）航行中のみならず操

業・作業中も含めた見張りの徹底《漁船・

遊漁船》、（ハ）気象・海象情報の入手《プレ

ジャーボート・漁船・遊漁船共通》、（ニ）

ライフジャケットの着用など事故救命策の

確保《プレジャーボート・漁船・遊漁船共

通》などの運動を推進して参ります。

さらに実行委員会で決定された「平成２５

年度全国海難防止強調運動実施計画」に基

づき、中央ではポスター・リーフレットを

作成して、関係団体の地方支部や傘下会員

などに配布するなど広報活動を実施してい

ます。

また、この運動の協賛団体（６９団体）お

よび全国１１カ所にある地方の推進連絡会議

に広報誌やホームページへの掲載の協力を

依頼して全国的な周知を図ります。

地方組織においては、独自の地域特性を

勘案した実施計画を策定して、海難防止講

習会や訪船・現場指導、電光掲示板やポス

ターによる周知など積極的な活動を展開し

ています。平成２４年度には、◇霧海難防止

キャンペーン（近畿・四国地方）、◇居眠り運

航撲滅キャンペーン（瀬戸内海、宇和海地

方）、◇春は一番！南風（はえんかぜ）に気

をつけて！（鹿児島県・串木野地区）など、

各地方組織が活発な取り組みを行いました。

これからも、関係者一丸となり海難防止

活動に取り組んで参りますので、ご協力お

よびご支援をお願いいたします。

それゆけ、水産高校
～驚きの学校生活と被災の記録～

平居 高志 著
「水産高校」に対して「浜の荒くれ者が集まる学校」との印象しかなかった教師の、初め

て見聞きし体験する実業高校での体験記。そこは進学校では経験する事のなかった純朴な生
徒や熱意ある教員たちとの接触、独特な授業やさまざまな実習、見たこともない施設など、
想像以上の知的刺激に満ちた世界だった。進学校の国語教師が、新たに着任した水産高校で
過ごす驚きと喜びの日常を、生き生きとした文章と写真で綴られている。
船を操り、魚を獲る。水揚げをして流通に乗せる。加工・調理して販売する。そのすべて

を学ぶことができる「究極の総合実業高校」、それが「水産高校」だと著者はいう。
本書には、これからの水産業ひいては海運業界をも担う人材を育てる「水産高校」の魅力

と役割が、著者自身の尽きせぬ興味と学校や生徒への愛着とともに描かれている。そして「現
場教師」は学校教育や水産業の抱える問題、課題にも直面し率直に発信する。
そして３月１１日に発生した東日本大震災。学校も甚大な被害を受け、仮校舎での授業が始
まる。海での実習は制限され、通学もままならない。巻末には、東日本大震災によって被害
をうけた学校の「被災の記録」も掲載されていて読む者を圧倒する。
「思い描く」だけではない将来を、そして水産高校と水産業の発展を、「それゆけ！」と

願う、そんな一冊になっていて進路に迷う中学・高校生や教育現場で苦闘する教員たちにも
読ませたい。

B５判／１９０頁／定価１，８００円（税別）
発行所：〒１６０―００１２ 東京都新宿区南元町４―５１成山堂ピル
（株）成山堂書店TEL：０３（３３５７）５８６１ FAX：０３（３３５７）５８６７
E―mail : order@seizando．co．jp
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世界海事大学がつなぐ世界の海事

ＷＭＵの概要

国際海事機関（IMO）が設置運営する高度

な海事専門教育を行う大学院大学、世界海

事大学（World Maritime University : WMU）

は、北海とバルト海をつなぐ海上交通の要

衝、デンマークとスウェーデンを隔てる幅

約４kmのエーレスエンド海峡を臨むスウ

ェーデン南部、人口約３０万人のマルメ市に

主要なキャンパスを置いています。

海峡は橋で結ばれ、対岸のコペンハーゲ

ン国際空港からは鉄道で約３０分の便利さで

す。橋上からは行きかう船舶とともに多数

の洋上風力発電風車が見え、海域利用の多

様性の発展を感じます。一方で本校に隣接

する美しい芝生が整備された臨海公園では

平日昼間でもジョギングや散歩を楽しむ多

くの人々の姿が見られ、修士課程学生の深

澤さんの本編でのご説明どおり、人々の海

洋への深い親しみを感じます。

このような場所に将来の国際的な海事分

野のリーダーを育てる本校が所在すること

は決して偶然ではなく、１９８３年の創立以来

同市が建物を提供しているほかスウェーデ

ンが最大の支援国となっています。また日

本は、日本財団や海洋政策研究財団などに

よる奨学資金提供など第２位の支援国です。

異文化コミュニケーション

今回、終日行われる修士課程の国際法の

授業のうち午後の一部、３人の発表を見学

できました。

討論形式（発表２０分、質疑１０分）でテー

マは海洋法。順に「海洋の科学的調査と軍

事調査」、「自由海論」および「領海基線」

について、長時間の授業への疲れも見えず、

大変高度な内容の発表でした。

教育は全て英語で行われます。学生はす

でに入学資格の高い条件を越えており、母

国語訛りはありますが大変流暢な英語で発

表します。また難解な専門用語がすんなり

出てこない場合などに他の学生が間髪をい

れずに指摘し、発表者の苦笑いとクラス一

同の明るい笑いで教室が包まれる場面が

度々見られ、異なる文化を持ちながら海事

という共通分野を学ぶ学生間の協働のすば

らしさと英語力上達への強い意識を感じま

した。

また同校では希望者に対する課程開始前

３ヶ月間の英語プログラムが用意されてい

るほか、就学中大多数の学生が利用する学

生寮での日常のコミュニケーションで英語

力を日々高めているとのことです。

本年３月現在の卒業生総数は３，４７７人（内、

日本２４人）であり、その多くは IMO、政

府関係機関、海事産業、研究機関などで活

躍されており、IMOの会議場でも卒業生

の活躍をよく目にします。

海外情報

ロンドン事務所

WMUの外観
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No. 船種 船名等
総トン数
（人員）

発生日時および発生場所
海難
種別

気象・海象
死　　亡
行方不明

①

プレジャー
ボート

Ａ丸
0.5トン

（乗員１人）
２月４日　18：42頃
愛媛県宇和島市沖合

衝突
天気　曇
波浪　なし
視程　10km

１人

　Ａ丸は船長１人乗組みにて、愛媛県宇和島市内での所要を終え、愛媛県宇和島市所在の九島へ向け帰港中に
不明船と衝突し、衝突によって生じた破口により水船状態で発見された。船長は、衝突によって行方不明となっ
ていたものの、後日遺体で発見、死亡が確認された。救命胴衣未着用。

②

漁船
Ｂ丸
Ｃ丸

9.7トン
（乗員２人）
9.7トン

（乗員２人）

２月25日　05：59頃
大阪府阪南市沖合

衝突
天気　晴
波浪　0.1m
視程　10km

１人
１人

　Ｂ丸およびＣ丸は各船２人乗組みにて、操業のため両船横抱き状態で定係地から漁場向け航行中、台湾から
大阪向け航行中の外国籍貨物船と衝突し、両船横抱き状態のまま２隻とも転覆した。Ｂ丸およびＣ丸乗組員各
２人のうち、Ｂ丸乗組員１人の死亡が確認され、Ｃ丸乗組員１人が行方不明となっている。救命胴衣未着用。

③

プレジャー
ボート

Ｄ丸
長さ

９メートル
（乗員１人）

３月18日　19：30頃
和歌山県印南町沖合

安全
阻害

天気　曇
波浪　3m
視程　10km

１人

　Ｄ丸は船長１人乗組みにて、和歌山県の係留地を出港、和歌山沖で遊走し切目川河口付近で錨泊していたが、
荒天により走錨し、転覆した。船長は、Ｄ丸から海へ投げ出され、付近磯場にて発見されるも死亡が確認された。
救命胴衣未着用。

④

その他
（押船兼
曳船）

Ｅ丸
19.0トン

（乗員２人）
４月29日　23：34頃
千葉県野島崎南西沖合

転覆
天気　曇
波浪　1m
視程　10km

２人

　Ｅ丸は乗員２人乗組みにて、他船に曳航されながら岩手県宮古港を出港、福岡県北九州市向け航行中、野島
崎沖で荒天により転覆した。乗員２人は、Ｅ丸から海へ投げ出され、行方不明となっている。

海難種類

用途

衝

突

乗

揚

転

覆

火

災

爆

発

浸

水

機
関
故
障

推
進
器
障
害

舵

障

害

行
方
不
明

運
航
阻
害

安
全
阻
害

そ

の

他

合

計

死
者
・

行
方
不
明
者

一
般
船
舶

貨物船 45 8 0 5 0 2 8 2 0 0 2 7 1 80 3

タンカー 8 1 0 0 0 0 7 0 0 0 0 2 0 18 0 

旅客船 2 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 9 0

プレジャーボート 12 15 15 2 0 9 30 11 1 0 28 16 9 148 10 

その他 15 2 4 2 0 8 4 3 1 0 7 2 0 48 3

漁　船 42 20 11 7 0 1 14 8 1 0 17 0 18 139 4

遊漁船 3 3 0 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 11 0

計 127 53 30 16 0 21 64 29 3 0 55 27 28 453 20

主な海難（平成２５年２月～平成２５年４月発生の主要海難） 海上保安庁提供

船舶海難の発生状況（速報値）（平成２５年２月～平成２５年４月）
（単位：隻・人）
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月　日 会　議　名 主　な　議　題

3.5

3.5

3.8

3.8

3.12

3.18

3.18

3.21

3.25

4.22

5.20

全国海難防止強調運動実行委員会

浮体式洋上ウィンドファーム実証研
究事業に係る船舶航行安全対策調査
委員会第２回作業部会（２）
浮体式洋上ウィンドファーム実証研
究事業に係る船舶航行安全対策調査
委員会第２回作業部会（３）（小名
浜港内での作業）
浮体式洋上ウィンドファーム実証研
究事業に係る船舶航行安全対策調査
委員会第２回作業部会（３）（福島
沖での作業）
海運・水産関係団体連絡協議会第３
回打合会
平成24年度第２回通常理事会

平成24年度第２回社員総会

海運・水産関係団体連絡協議会

天然ガス燃料船の普及促進に向けた
総合対策検討第３回航行安全検討委
員会

第３回浮体式洋上ウィンドファーム
実証研究事業に係る船舶航行安全対
策調査委員会

海事の国際的動向に関する調査研究
委員会（海上安全）

①平成24年度全国海難防止強調運動の運動方針（重点項目）にか
かる海難の状況および効果評価

②「全国海難防止強調運動」のサブタイトル
③平成25年度全国海難防止強調運動実施計画案
④平成24年度全国海難防止強調運動の実施状況
⑤海難防止の自主活動および情報共有
①第１回作業部会（２）議事概要案
②浮体式洋上風力発電設備設置に伴う東京湾の曳航作業
③東京湾の曳航作業に伴う工事中の安全対策
①作業部会事業計画
②小名浜港内における作業概要
③小名浜港内における作業に係る安全対策

①浮体式洋上風力発電設備設置に伴う福島県沖での作業
②福島県沖での設置工事に伴う工事中の安全対策

①簡易型AISの小型船搭載実験
②報告書
①審議事項
・平成25年度事業計画・収支予算の承認
・理事の選任
②報告事項
・職務執行状況
①審議事項
・平成25年度事業計画・収支予算決議
①事業計画
②簡易型AIS
③簡易型AISの小型船搭載実験
④報告書
①StS方式係留中におけるLNG移送の安全性
②StS方式LNG移送に係る運用基準案
③航行安全対策案
④燃料移送を伴わない航行・入出港要件案
⑤報告書骨子案
①第２回委員会議事概要
②第２回委員会の対応
③作業部会結果（安全対策）
④レーダによる最大探知距離の検討
⑤ビジュアル操船シミュレーション実施方案
⑥船舶航行安全対策案
①実施計画案の承認
②調査テーマの承認
③COMSAR17審議結果報告
④MSC92対処方針案

日本海難防止協会のうごき （平成２５年３月～５月）
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※ 読者から寄せられた意
見やコメント、要望の一部を
紹介します。

※ 柴田 悦子 大阪市立大学名誉教授
２０１２年秋号の石田依子氏論文、同年冬号の遠藤小
百合氏の投書、さらに２０１３年春号匿名氏の上記２氏
へのコメントは、今日の内航船員へ女性が参加する
際の困難をいろいろな角度から分析されていて、多
くのことを学ぶことができました。女性の社会進出
が進んでいる今日、今なお、女性参加が極端に遅れ
ている内航船員の実態を克服して、平等への道を考
える契機をつくってくださった方々に感謝します。
筆者も６０年前、旧制大学へ入学した時、女子学生は

３００人中わたし一人でした。その後母校（大阪市大）
の教員になり、４０年勤務したのですが、この間学部
教員３６名中女性はずっと一人でした。「一人きりの
女性」を意識しないわけにはいかないですが、肩を
はらず、同僚と平等に付き合うことを心がけました。
しかし、男性教員と比較されても、恥ずかしくない講
義を行い、業績をあげる努力をしたことは事実です。
その頃をふりかえって、女性が働き続けることが
できる第一の条件は民主的な職場づくりではないか
と思うのです。セクハラ的な事件があった時も、信
頼できる友人（男）に協力してもらってセクハラ男
に直接抗議したこともありました。このことは、す
ぐに教員間に伝わり、この種の事件は二度と生じま
せんでした。
世界で男女平等への道を大きく進めたのは、国連
の「国際女性年」（１９７５年）につづく「国際女性の
１０年」キャンペーンでした。「あらゆる形態の男女
差別撤廃条約」が締結され、わが国も批准、その後
不完全ではありますが「男女雇用機会均等法」が施
行されたのです。
こうした流れの中で女性の社会参加は進むのです
が、世界との比較でわが国のジェンダーギャップ指
数はなんと１０１位（２０１２年）、全く後進国です。男女
平等にむけて日本全体の底上げが緊急課題です。
内航海運に女性船長が活躍しておられるのは、と
ても嬉しいことです。外航・内航を問わず男性中心
の船員の中へ女性がもっと進出していくことを願っ
ています。しかし、「海と安全」誌で述べられたよ
うに、内航船の規模や船員労働の特性から女性の進
出が阻まれていることも事実です。これらの阻害要
因を根気よく取り除く以外に前進はないように思え
るのです。例えば、中規模船を対象に船内設備の改
善については船舶の解撤・新船建造に際して、女性

船員対応設備の義務付けを法的に行い、そのための
助成制度整備、乗船スケジュールのより細かい調整
など、現場の要求に即した対応が望まれます。これ
らの実現には労組など組織の力が必要でしょう。こ
れは同時に男子船員の労働条件改善にもなります。
大半の女性は自分の能力を労働の場で伸ばし、成
長したいと望んでいます。それを妨げる諸問題には
力を合わせて乗り越えてほしいのです。上役や同僚
男性の無理解を嘆く前に、どうしたら彼らの遅れた
意識を変えることができるか、考え工夫してくださ
い。「結婚・出産・子育て」の困難は、社会的条件
整備と職場・家庭の民主的協力で乗り越えられます。
一歩ずつ周りの壁を崩して、女性船員が増加するこ
とを願っています。
※ 北田 桃子 世界海事大学常勤講師
過去８年にわたりヨーロッパを活動拠点とし、女
性船員の研究を行っている者として、本誌「海と安
全」に掲載されている日本の内航女性船員のトピッ
クを、非常に興味深く読ませていただきました。日
本の女性船員、とりわけ内航で働く女性船員の現状
は今まで語られることがなかったため、こうした議
論は歓迎すべきもので、これを機に多くの海事関係
者と共に船員育成や船員雇用問題について話し合っ
ていきたいと思います。
研究を通して（女性）船員の状況を発信していく
身として、データ分析によって得られた新しい「知
識」を正しく伝えることの重要性を改めて認識しま
した。石田先生の論文に出てきた「女性嫌い」や「女
性のプロ意識の低さ」という表現については、もう
少し丁寧な説明がないと誤解を生む危険性をはらん
でいるように思えます。
「女性嫌い」の回答者は、訪問調査や電話調査の
ときにどんな質問をされたのか、「女性のプロ意識
の低さ」を裏付けるデータは女性船員・実習生の側
からきちんと取得したのか、結婚・出産後の離職率
は必ずしも「女性のプロ意識の低さ」を証明するも
のではないことは、２０１３年春号の匿名氏の証言から
も明らかです。
ジェンダーの話題は、とりわけセンシティブで、
女性船員のみならず、雇用主、男性船員、船員養成
機関、政府、組合など関連する全ての人々について、
集約した意見がどこまで科学的に有効であるかを熟
慮する必要があります。少なくとも、海事社会のジ
ェンダーを研究する私のモットーは、男性社会で頑
張る女性を応援し、勇気を与え、研究成果を女性支
援に役立つよう生かしていくことです。各研究者の
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スタンスは異なって然りですが、「女性嫌い」の雇
用主や「女性のプロ意識の低さ」を問題視する論文
を読んだ若い日本女性が海運界で働きたいと思うで
しょうか。そうした意味から、研究成果を結論づけ
る際の、研究者の社会的責任がいかに大きいかとい
うことを痛感します。
世界の人口の半分は女性であることから考えても、
「船員の「人員不足」と「男女共同参画」の問題は
全く異なる次元の問題」（石田氏、２０１２：p．８）と
は言い難いと思います。
人員不足を人口の半分を占める女性を無視して埋
めようとすること自体が異常なことです。女性の社
会進出は少子化につながると述べられていますが、
国際通貨基金（IMF）が２０１２年に発表した子育てと
女性の就労に関する調査では、女性の就労が直接少
子化に繋がるとは言えないとの報告があります。女
性の社会進出を男女が協力して子育てできる新しい
関係を生み出すチャンスであると捉えるプラス要因
等にも視点を広げるべきかと考えます。私が暮らす
スウェーデンにはその実例が多く存在します。
ただ、石田先生の報告にあるように、内航海運の
現状が、国際海事機関（IMO）が掲げる政策と大
きなギャップがあることは確かでしょう。同時に海
運事情は国ごとに異なって然りですので、日本政府
が法整備や助成制度を確立し、船社も協力すること
で、船員全般の労働条件改善につながると思います。
“Policies make a difference．（政策が変化を生む）”
とは、IMF専務理事のクリスティーヌ・ラガルド
氏が昨年１０月に来日して言った言葉で、日本経済を
立て直すには「女性をもっと活躍させるべきだ」と
警告しています。
遠藤氏および匿名氏の投稿では、日本女性が仕事
に誇りと責任をもって取り組んでいることが文章全
体から伝わってきました。特に海事関係の女性が少
ない職場では、ことに苦労も大きかったであろうと
想像します。結婚・出産にかかわらず女性船員が仕
事を辞めれば、「やはり女はダメだ、どうせまた辞
める」と言われ、逆に結婚せずに仕事を続けていれ
ば、「まだ結婚しないのか、そのうち子どもを産め
なくなるよ」とささやかれ、まるで悪いのは全て女
性であるかのような認識こそが、昔から変わらず日
本にはびこる女性の社会進出の最大の壁と言えるで
しょう。
締めくくりの言葉にかえて、ある海事大学の男性
教授が言った言葉を引用したいと思います。「社会
制度に問題があるから、女性の社会進出が困難だと

言うのは、女性のエゴだ！」やはり悪いのは女性で
しょうか。皆さんはどう思われますか。

※ わが国は、総延長約３４，８００㎞におよぶ世界第６
位の海岸線を有する島国で、市町村人口の約５割が
海際に住んでいる◆そして資源の少ないわが国は、
海を交通や交易、さらには貴重な水資源を確保する
場として利用している◆また日本近海は全海洋生物
種数約２３万種の１４．６％がある生物多様性のホットス
ポット◆さらには金や銅などを高品位で含む海底鉱
床やメタンハイドレートなどの非生物資源、波力発
電や潮流発電など再生可能エネルギーにも関心が高
まっている◆海は私たちの生存と生活、社会、文化な
どとは切っても切れない◆学校教育の中で子どもた
ちが、海洋について学びその恵みを享受し、海洋・海
事教育を正しく身に付ける事は、まさに日本の未来
を支える学習活動◆そうした意図から特集を組んだ。
※ 古本屋で日本海事振興会（海事広報協会の前
身）発行の、「海の世界」（１９５９（昭和３４）年９月号）
を入手した◆同誌には、わが国が高度経済成長に差
しかかってきたころ、経済成長の底辺を支える貿易
輸送路としての海運を讃える記事が満載していて興
味深い◆例えば、北海道の海のない学校の教員が、
毎年児童たちを海に連れて行き海事思想を広めた功
績に対して運輸大臣賞を受賞したのを機に、海運界
の重鎮たちを交えての座談会など◆また同誌を中心
とした「海の友の会」という組織があったらしく、
「読者のサロン」とする会員の投稿欄には、海や船、
港や船員との触れ合いや共感を楽しく紹介していて
微笑ましい◆今日とは隔世の感がする。（ふじ）

訂正：前号（５５６号）「特集３．１１から２年 海運・
水産・港湾の復旧・復興状況」の記事（P２９）にお
いて、風評被害を風表被害と誤記しました。謹んで
訂正いたします。
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湖上の学習船「うみのこ」で学ぶ
滋賀県立びわ湖フローティングスクールで学ぶ子ども達

左：大津港に入港して、寄港地活動に出発。
中：魚釣りは初めて経験する子もいる。
右：近くでカッター訓練中の教師たち。

左：寄港地活動を終えて船内の学習室で、学んだことを記録する。
中：各班の食事係が食事の準備。
右：子供たちは、地元食材を使った豪華メニューを平らげる。

上左：大歓声の中で、各班対抗の綱引きが盛り上がる。
上右：顕微鏡を覗くとプランクトンがびっしり動いている。

上左：水中の透明度を機材を使って説明を受ける。
上右：水の透明度を測定する横置きの機材。先生手作りの優れものだ。

左：友達と協力しながらシジミのストラップ作り。中左：入港前、皆で船内の大掃除。中右：掃除を終えて、今から荷物の整理整頓。
右：全ての学習を終えて、バスで各自の学校に帰ります。

左：水面下の様子を水中カメ
ラで見る。子供たちが熱
心に見ているのは先生手
作りのモニターカメラ。
先生たちの子供への熱意
が伝わってくる。

右：琵琶湖の在来種の天敵、
外来種回収ボックスで説
明を受ける。回収された
外来種は乾燥させて飼料
にする。

わが国における海洋・海事教育の現状

　海洋と人類の共生に貢献することを目的として、2007（平成19）年に施行された海

洋基本法第28条は「国は、国民が海洋についての理解と関心を深めることができるよう、

学校教育及び社会教育における海洋に関する教育の推進」を図ることとしている。

　一方海運・水産立国であるわが国の、海に関わる意識調査では７割の国民が「海が好き」

とされているが、「嫌い」と回答する割合も着実に増加してきていて憂慮される事態を迎

えつつある。とりわけ2011年３月11日に発生した東日本大震災による巨大津波の猛威と

甚大な被害もあって、国民の海離れは加速され海運・水産業界の後継者対策にも影響を与

えつつある。

　こうした現状の中、わが国の初等・中等教育機関での海洋とりわけ海事に関わる教育カ

リキュラムの比重は低下しているといわれる。

　わが国の、次代を担う子供たちが海を知らないのでは、海洋国家日本は成り立たない。

　こうした事から、海に親しむ国民意識の形成を図る上で海に関わる教育の必要性と現状

を紹介する事とする。

滋賀県立びわ湖フローティングスクール「うみのこ」の甲板で水調べ（水の透明度）を学ぶ
2013年５月18日撮影



海

と

安

全

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年

　夏

日
本
海
難
防
止
協
会



海

と

安

全

二
〇
一
三
（
平
成
二
五
）
年
　
夏

日
本
海
難
防
止
協
会

海と安全557表1-4.indd   1 2013/06/06   14:32:15



湖上の学習船「うみのこ」で学ぶ
滋賀県立びわ湖フローティングスクールで学ぶ子ども達

左：大津港に入港して、寄港地活動に出発。
中：魚釣りは初めて経験する子もいる。
右：近くでカッター訓練中の教師たち。

左：寄港地活動を終えて船内の学習室で、学んだことを記録する。
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とされているが、「嫌い」と回答する割合も着実に増加してきていて憂慮される事態を迎
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甚大な被害もあって、国民の海離れは加速され海運・水産業界の後継者対策にも影響を与

えつつある。

　こうした現状の中、わが国の初等・中等教育機関での海洋とりわけ海事に関わる教育カ

リキュラムの比重は低下しているといわれる。

　わが国の、次代を担う子供たちが海を知らないのでは、海洋国家日本は成り立たない。

　こうした事から、海に親しむ国民意識の形成を図る上で海に関わる教育の必要性と現状
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